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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      ２－６－８２－６－８２－６－８２－６－８    半半半半たわたわたわたわみ性み性み性み性舗舗舗舗装装装装工工工工      １．１．１．１．改改改改質アス質アス質アス質アスフフフファァァァルルルルトトトト        受注者は、流動対策として改質アスファルトを使用する場合には、第２編２－８－１一 般瀝青材料の３項に規定するセミブロ－ンアスファルト（AC－100）と同等品以上を使用し なければならない。   ２．２．２．２．半半半半たわたわたわたわみ性み性み性み性舗舗舗舗装装装装工の施工工の施工工の施工工の施工        半たわみ性舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定によ るものとする。  ３．３．３．３．浸透浸透浸透浸透性性性性ミミミミルルルルクの使用量クの使用量クの使用量クの使用量        受注者は、半たわみ性舗装工の浸透性ミルクの使用量は、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければなら ない。   ４．適用規定４．適用規定４．適用規定４．適用規定        受注者は、半たわみ性舗装工の施工にあたっては、「舗舗舗舗装装装装施工施工施工施工便便便便覧覧覧覧第第第第９９９９章章章章９－４－９－４－９－４－９－４－    １１１１    半半半半                たわたわたわたわみ性み性み性み性舗舗舗舗装装装装工工工工」」」」    （（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成24242424年年年年４４４４月月月月））））の規定、「「「「舗舗舗舗装装装装施工施工施工施工便便便便覧覧覧覧第第第第５５５５章章章章及び及び及び及び第第第第    ６６６６章構章構章構章構築築築築路床・路盤の施工及びアス路床・路盤の施工及びアス路床・路盤の施工及びアス路床・路盤の施工及びアスフフフファァァァルルルルト・表ト・表ト・表ト・表層層層層の施工の施工の施工の施工」」」」    （（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成11118888年年年年２２２２    月月月月）の規定、）の規定、）の規定、）の規定、「「「「アスアスアスアスフフフファァァァルルルルトトトト舗舗舗舗装装装装工事工事工事工事共共共共通仕通仕通仕通仕様様様様書書書書解解解解説説説説第第第第10101010章章章章10 10 10 10 －３－７施工－３－７施工－３－７施工－３－７施工」」」」    （（（（日本日本日本日本道道道道    路協会、路協会、路協会、路協会、平平平平成４成４成４成４年年年年12121212月月月月）の規定、）の規定、）の規定、）の規定、「「「「舗舗舗舗装装装装再再再再生生生生便便便便覧覧覧覧第第第第２２２２章章章章２－７施工２－７施工２－７施工２－７施工」」」」    （（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平    成成成成22222222年年年年11111111月月月月））））    の規定による。 これにより難い場合は、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければなら ない。    ２－６－９２－６－９２－６－９２－６－９    排水性排水性排水性排水性舗舗舗舗装装装装工工工工         １．適用規定（１）１．適用規定（１）１．適用規定（１）１．適用規定（１）        排水性舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定による。   ２．適用規定２．適用規定２．適用規定２．適用規定    （２）（２）（２）（２）        受注者は、排水性舗装工の施工については、「「「「舗舗舗舗装装装装施工施工施工施工便便便便覧覧覧覧    第第第第７７７７章ポ章ポ章ポ章ポ－－－－ララララスアススアススアススアスフフフファァァァルルルル    トトトト混混混混合合合合物の施工、物の施工、物の施工、物の施工、第第第第９９９９章章章章９－３－１排水機能９－３－１排水機能９－３－１排水機能９－３－１排水機能を有を有を有を有するするするする舗舗舗舗装」装」装」装」（（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成11118888年年年年２２２２    月月月月））））の規定、「「「「舗舗舗舗装装装装再再再再生生生生便便便便覧２－７施工覧２－７施工覧２－７施工覧２－７施工」」」」（（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成22222222年年年年11111111月月月月））））の規定による。 これにより難い場合は、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。      ３．３．３．３．バイバイバイバインンンンダダダダ（アス（アス（アス（アスフフフファァァァルルルルト）ト）ト）ト）    の標準の標準の標準の標準的的的的性状性状性状性状    ポ－ラスアスファルト混合物に用いるバインダ （アスファルト） はポリマ－改質アス ファルトＨ型とし、表２－27の標準的性状を満足するものでなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   表２－表２－表２－表２－22227777    ポポポポリリリリママママ－－－－改改改改質アス質アス質アス質アスフフフファァァァルルルルトトトトHHHH型型型型の標準の標準の標準の標準的的的的性状性状性状性状                                                                                                 ４．タックコ－トに用４．タックコ－トに用４．タックコ－トに用４．タックコ－トに用いいいいるるるる瀝青瀝青瀝青瀝青材材材材        タックコ－トに用いる瀝青材は、原則としてゴム入りアスファルト乳剤（ＰＫＲ－Ｔ） を使用することとし、表２－28の標準的性状を満足するものでなければならない。  表２－表２－表２－表２－22228888    アスアスアスアスフフフファァァァルルルルトトトト乳乳乳乳剤剤剤剤の標準の標準の標準の標準的的的的性状性状性状性状                           
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ５．５．５．５．ポポポポ－－－－ララララスアススアススアススアスフフフファァァァルルルルトトトト混混混混合合合合物の物の物の物の配合配合配合配合        ポ－ラスアスファルト混合物の配合は表２－29を標準とし、表２－30に示す目標値を満 足するように決定する。なお、ポ－ラスアスファルト混合物の配合設計は、「「「「舗舗舗舗装装装装設計施設計施設計施設計施    工指工指工指工指針」針」針」針」（（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成11118888年年年年２２２２月月月月））））及び「「「「舗舗舗舗装装装装施工施工施工施工便便便便覧覧覧覧」」」」（（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成11118888    年年年年２２２２月月月月））））に従い、最適アスファルト量を設定後、密度試験、マ－シャル安定度試験、透水 試験及びホイ－ルトラッキング試験により設計アスファルト量を決定する。ただし、同一 の材料でこれまでに実績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある配合設 計の場合には、これまでの実績または定期試験による配合設計書について監督職員が承諾承諾承諾承諾    した場合に限り、配合設計を省略することができる。  表２－表２－表２－表２－22229999    ポポポポ－－－－ララララスアススアススアススアスフフフファァァァルルルルトトトト混混混混合合合合物の標準物の標準物の標準物の標準的的的的なななな粒粒粒粒度度度度範囲範囲範囲範囲                   ［注］上表により難い場合は監督職員と協議協議協議協議しなければならない。  表２－表２－表２－表２－30 30 30 30 ポポポポ－－－－ララララスアススアススアススアスフフフファァァァルルルルトトトト混混混混合合合合物の物の物の物の目目目目標標標標値値値値    
［注1］ 突き固め回数は両面各50回とする。 （動的安定度は、交通量区分N7 の場合を示している。他はわだち掘れ対策に準ずる。） ［注2］上表により難い場合は監督職員と協議協議協議協議しなければならない。  ６．６．６．６．混混混混合合合合時間時間時間時間                    混合時間は骨材にアスファルトの被覆が充分に行われ均一に混合できる時間とする。ポ －ラスアスファルト混合物は粗骨材の使用量が多いため通常のアスファルト混合物と比較 して骨材が過加熱になりやすいなど温度管理が難しく、また、製品により望ましい温度が 異なることから、混合温度には十分注意をし、適正な混合温度で行わなければならない。 

項  目 目 標 値 空隙率             ％ 20程度 透水係数            cm／sec 10－２以上 安定度             kN 3．43以上 動的安定度（ＤＳ）       回／mm 一般部 4,000程度  交差点部5,000程度 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ７．施工７．施工７．施工７．施工方方方方法法法法                    施工方法については、以下の各規定による。    （１）既設舗装版を不透水層とする場合は、事前または路面切削完了後に舗装版の状況 を調査し、その結果を監督職員に報告報告報告報告するとともに、ひび割れ等が認められる場合 の雨水の浸透防止あるいはリフレクションクラック防止のための処置は、設計図書設計図書設計図書設計図書    に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得てから講じなければならない。（切削オ－バ－レイ、 オ－バ－レイの工事の場合） （２）混合物の舗設は、通常の混合物より高い温度で行う必要があること、温度低下が 通常の混合物より早いこと及び製品により望ましい温度が異なることから、特に温 度管理には十分注意し速やかに敷均し、転圧を行わなければならない。     （３）排水性舗装の継目の施工にあたっては、継目をよく清掃した後、加温を行い、敷 均したポ－ラスアスファルト混合物を締固め、相互に密着させるものとする。また、 摺り付け部の施工にあたっては、ポ－ラスアスファルト混合物が飛散しないよう入 念に行わなければならない。   ８．施工工程８．施工工程８．施工工程８．施工工程        受注者は、第１編１－１－４第１項の施工計画書の記載内容に加えて、一般部、交差点 部の標準的な１日あたりの施工工程を記載するものとする。 なお、作成にあたり、夏期においては初期わだち掘れ及び空隙つぶれに影響を与える交 通開放温度に、冬期においては締固め温度に影響を与えるアスファルト混合物の温度低下 に留意しなければならない。  ２－６－２－６－２－６－２－６－10 10 10 10 透透透透水性水性水性水性舗舗舗舗装装装装工工工工      １．１．１．１．透透透透水性水性水性水性舗舗舗舗装装装装工の施工工の施工工の施工工の施工        透水性舗装工の施工については、舗舗舗舗装装装装施工施工施工施工便便便便覧覧覧覧第第第第７７７７章ポ章ポ章ポ章ポ－－－－ララララスアススアススアススアスフフフファァァァルルルルトトトト舗舗舗舗装装装装工、工、工、工、第第第第    ９９９９章章章章９－３－２９－３－２９－３－２９－３－２透透透透水機能水機能水機能水機能を有を有を有を有するするするする舗舗舗舗装装装装、、、、第第第第３３３３編編編編２－６－７アス２－６－７アス２－６－７アス２－６－７アスフフフファァァァルルルルトトトト舗舗舗舗装装装装工工工工の規定によ る。    これにより難い場合は、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。      ２．２．２．２．ポポポポ－－－－ララララスアススアススアススアスフフフファァァァルルルルトトトト混混混混合合合合物の物の物の物の配合配合配合配合        ポ－ラスアスファルト混合物配合及び、目標値については、第３編２－６－９排水性舗 装工の規定による。     なお、ポ－ラスアスファルト混合物の配合設計は、「「「「舗舗舗舗装装装装設計施工指設計施工指設計施工指設計施工指針」針」針」針」（（（（日本日本日本日本道路協道路協道路協道路協    会、会、会、会、平平平平成成成成11118888年年年年２２２２月月月月））））及び「「「「舗舗舗舗装装装装施工施工施工施工便便便便覧覧覧覧」」」」（（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成24242424年年年年４４４４月月月月））））に従い、最適 アスファルト量を設定後、密度試験、マ－シャル安定度試験、透水試験及びホイ－ルトラ ッキング試験により設計アスファルト量を決定する。ただし、同一の材料でこれまでに実 績（過去１年以内にプラントから生産され使用した）がある配合設計の場合には、これま での実績または定期試験による配合設計書について監督職員が承諾承諾承諾承諾した場合に限り、配合 設計を省略することができる。    
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    ２－６－２－６－２－６－２－６－11 11 11 11 ググググ－スアス－スアス－スアス－スアスフフフファァァァルルルルトトトト舗舗舗舗装装装装工工工工      １．施工１．施工１．施工１．施工前前前前準備準備準備準備        受注者は、グ－スアスファルト舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなけれ ばならない。 なお、基盤が鋼床版の場合は、鋼床版の発錆状況を考慮して表面処理を施すものとする。   ２．異常時の処置２．異常時の処置２．異常時の処置２．異常時の処置        受注者は、基盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連連連連絡絡絡絡し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関し て監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ３．３．３．３．舗舗舗舗設面の設面の設面の設面の汚汚汚汚れれれれのののの除除除除去去去去・・・・乾燥乾燥乾燥乾燥        受注者は、グ－スアスファルト混合物の舗設にあたっては、ブリスタリング等の障害が 出ないように、舗設面の汚れを除去し、乾燥させなければならない。また、鋼床版面は錆 や異物がないように素地調整を行うものとする。   ４．４．４．４．ググググ－スアス－スアス－スアス－スアスフフフファァァァルルルルトトトト混混混混合合合合物の物の物の物の混混混混合合合合        受注者は、グ－スアスファルト混合物の混合は、バッチ式のアスファルトプラントで行 い、グ－スアスファルト混合物の混練・運搬にはクッカを用いなければならない。   ５．５．５．５．ググググ－ス－ス－ス－スアスアスアスアスフフフファァァァルルルルトトトト舗舗舗舗装装装装工の施工工の施工工の施工工の施工        受注者は、グ－スアスファルト舗装工の施工については、舗装施工便覧第９章９－４－ ２グ－スアスファルト舗装の規定による。   ６．６．６．６．接着剤接着剤接着剤接着剤のののの塗布塗布塗布塗布        接着剤の塗布にあたっては、以下の各規定による。     （１）受注者は、接着剤にゴムアスファルト系接着剤の溶剤型を使用しなければならな い。     （２）接着剤の規格は表２－31、表２－32を満足するものでなければならない。   表２－表２－表２－表２－31 31 31 31 接着剤接着剤接着剤接着剤の規の規の規の規格格格格鋼床鋼床鋼床鋼床版版版版用用用用    

［注］基盤目試験の判定点は（財）日本塗料検査協会 「塗膜の評価基準」 の標準判定写 真による。 

項   目 規 格 値 試 験 法 ゴムアスファルト系 不揮発分（％） 50以上 JIS K 6833－1,2 粘度（25℃） ［Poise（Pa･s）］ 5（0．5）以下 JIS K 6833－1,2 指触乾燥時間（分） 90以下 JIS K 5600 低温風曲試験（－10℃、3mm） 合 格 JIS K 5600 基盤目試験 （点） 10 JIS K 5600 耐湿試験後の基盤目試験 （点） 8以上 JIS K 5664 塩水暴露試験後の基盤目試験 （点） 8以上 JIS K 5600 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    表２－表２－表２－表２－32323232（（（（1111））））    接着剤接着剤接着剤接着剤の規の規の規の規格格格格コンクリ－ト床コンクリ－ト床コンクリ－ト床コンクリ－ト床版版版版用用用用    

［注］＊1 適用する床版の種類に応じた下地材を使用する。 （例:コンクリ－ト床版の場合はコン クリ－トブロック又はモルタルピ－スとし、鋼床版の場合は鋼板を使用する） ＊2 試験方法は、JIS K 6833－1,2、JIS K 6387－1,2などを参考に実施する。  表２－表２－表２－表２－32323232（（（（2222））））    シ－トシ－トシ－トシ－ト系系系系床床床床版版版版防水防水防水防水層層層層（（（（流流流流しししし貼貼貼貼りりりり型型型型、、、、加加加加熱熱熱熱溶着型溶着型溶着型溶着型、常、常、常、常温温温温粘粘粘粘着型着型着型着型））））ﾌﾟﾗｲﾏﾌﾟﾗｲﾏﾌﾟﾗｲﾏﾌﾟﾗｲﾏ－の品質－の品質－の品質－の品質    

［注1］＊1 適用する床版の種類に応じた下地剤を使用する ＊2 試験方法はJIS K 6833－1,2, JIS K 6387－1,2などを参考に実施する ［注2］と幕系床版防水層 （アスファルト加熱型） のﾌﾟﾗｲﾏ－は上表の品質による      （３）受注者は、火気を厳禁し、鋼床版面にハケ・ロ－ラ－バケ等を用いて、0．3～0． 4ℓ/m2の割合で塗布しなければならない。 塗布は、鋼床版面にハケ・ロ－ラ－バケ 等を用いて、0．15～0．2ℓ/m2の割合で１層を塗布し、その層を約３時間乾燥させた 後に１層目の上に同じ要領によって２層目を塗布するものとする。     （４）受注者は、塗布された接着層が損傷を受けないようにして、２層目の施工後12時 間以上養生しなければならない。     （５）受注者は、施工時に接着剤をこぼしたり、部分的に溜まる等所要量以上に塗布し て有害と認められる場合や、油類をこぼした場合には、その部分をかき取り再施工 しなければならない。   ７．７．７．７．夏夏夏夏期期期期高高高高温温温温時の施工時の施工時の施工時の施工        受注者は、夏期高温時に施工する場合は、以下の各規定による。     （１）受注者は、夏期高温時に施工する場合には、流動抵抗性が大きくなるように瀝青 材料を選択しなければならない。 

項   目 アスファルト 系  （ゴム入り）溶  剤型 ゴム系溶剤型 試験方法 1次ﾌﾟﾗｲﾏ－ 2次ﾌﾟﾗｲﾏ－ 指触乾燥時間  （20℃） 60分以内 30分以内 60分以内 JIS K 5600－1*1 不揮発分（％） 20以上 10以上 25以上 JIS K 6833－1,2 *2作 業 性 塗り作業に支障のないこと JIS K 5600－1*1 耐 久 性 5日間で異常のないこと JIS K 5600－1*1 
種 類  項 目 溶剤型 水性型 水性型 試験方法 指触乾燥時間  （23℃）分 60分以内 60分以内 180分以内 JIS K 5600－1*1 不揮発分％ 20以上 50以上 35以上 JIS K 6833－1,2 *2作業性 塗り作業に支障のないこと JIS K 5600－1*1 耐水性 ５日間で異常のないこと JIS K 5600－1*1 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （２）骨材は第３編２－６－３アスファルト舗装の材料の規定による。      また、フィラ－は石灰岩粉末とし、第２編２－３－５フィラ－の品質規格による。   ８．８．８．８．ググググ－スアス－スアス－スアス－スアスフフフファァァァルルルルトの示トの示トの示トの示方配合方配合方配合方配合        グ－スアスファルトの示方配合は、以下の各規定による。     （１）骨材の標準粒度範囲は表２－33に適合するものとする。  表２－表２－表２－表２－33 33 33 33 骨骨骨骨材の標準材の標準材の標準材の標準粒粒粒粒度度度度範囲範囲範囲範囲    

    （２）標準アスファルト量の規格は表２－34に適合するものとする。  表２－表２－表２－表２－34 34 34 34 標準アス標準アス標準アス標準アスフフフファァァァルルルルト量ト量ト量ト量         （３）受注者は、グ－スアスファルトの粒度及びアスファルト量の決定にあたっては配 合設計を行い、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。         ９．設計アス９．設計アス９．設計アス９．設計アスフフフファァァァルルルルト量のト量のト量のト量の決決決決定定定定        設計アスファルト量の決定については、以下の各規定による。     （１）示方配合されたアスファルトプラントにおけるグ－スアスファルト混合物は表２ －35の基準値を満足するものでなければならない。  表２－表２－表２－表２－33335555    アスアスアスアスフフフファァァァルルルルトトトトプラプラプラプラントにントにントにントにおおおおけるけるけるけるググググ－スアス－スアス－スアス－スアスフフフファァァァルルルルトトトト混混混混合合合合物の物の物の物の基基基基準準準準値値値値    
［注］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」 を参照する。 

ふ る い 目 の 開 き 通過質量百分率 （％） 19．0 mm  13．2 mm  4．75 mm  2．36 mm  600 μm  300 μm  150 μm  75 μm 
100  95～100  65～ 85  45～ 62  35～ 50  28～ 42  25～ 34  20～ 27 

 混合物全量に対する百分率 （％） アスファルト量 ７～10 

項   目 基 準 値 流動性試験、リュエル流動性（240℃）        sec ３～20 貫入量試験、貫入量（40℃、52．5kg/5cm2、30分）   mm 表層１～４  基層１～６ ホイルトラッキング試験、動的安定度（60℃、6．4kg/cm2）回/mm 300以上 曲げ試験、破断ひずみ（－10℃、50mm/min） 8．0×10－3以上 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工                     （２）グ－スアスファルト混合物の流動性については同一温度で同一のリュエル流動性 であっても施工方法や敷きならし機械の重量などにより現場での施工法に差がでる ので、受注者は、配合設計時にこれらの条件を把握するとともに過去の実績などを 参考にして、最も適した値を設定しなければならない。     （３）受注者は、試験の結果から基準値を満足するアスファルト量がまとまらない場合 には、骨材の配合等を変更し、再試験を行わなければならない。    （４）受注者は、配合を決定したときには、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す品質が得られることを確認確認確認確認    し、確認確認確認確認のための資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は速やかに 提示提示提示提示するとともに工事完成時に提出提出提出提出しなければならない。        （５）大型車交通量が多く、特に流動性が生じやすい箇所に用いる場合、貫入量は２mm 以下を目標とする。   10101010．現場．現場．現場．現場配合配合配合配合        現場配合については、受注者は舗設に先立って第３編２－６－11グ－スアスファルト舗 装工の９項の （４） で決定した配合の混合物を実際に使用する混合所で製造し、その混 合物で流動性試験、貫入量試験等を行わなければならない。ただし、基準値を満足しない 場合には骨材粒度または、アスファルト量の修正を行わなければならない。   11111111．．．．混混混混合合合合物の製物の製物の製物の製造造造造        混合物の製造にあたっては、以下の各規定による。     （１）アスファルトプラントにおけるグ－スアスファルトの標準加熱温度は表２－36を 満足するものとする。  表２－表２－表２－表２－33336666    アスアスアスアスフフフファァァァルルルルトトトトプラプラプラプラントにントにントにントにおおおおける標準ける標準ける標準ける標準加加加加熱熱熱熱温度温度温度温度    
 （２）ミキサ排出時の混合物の温度は、180～220℃とする。   12121212．．．．敷均敷均敷均敷均しの施工しの施工しの施工しの施工        敷均しの施工にあたっては、以下の各規定による。     （１）受注者は、グ－スアスファルトフィニッシャまたは人力により敷均ししなければ ならない。     （２）一層の仕上り厚は３～４cmとする。     （３）受注者は、表面が湿っていないときに混合物を敷均すものとする。作業中雨が降 り出した場合には、直ちに作業を中止しなければならない。     （４）受注者は、グ－スアスファルトの舗設作業を監督職員が承諾承諾承諾承諾した場合を除き、気 温が５℃以下のときに施工してはならない。   13131313．．．．目目目目地工の施工地工の施工地工の施工地工の施工        目地工の施工にあたっては、以下の各規定による。     （１）受注者は、横及び縦継目を加熱し密着させ、平坦に仕上げなければならない。 

材   料 加 熱 温 度 アスファルト 220℃以下 石   粉 常温～150℃ 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （２）受注者は、鋼床版上での舗装にあたって、リブ及び縦桁上に縦継目を設けてはな らない。     （３）受注者は、雨水等の侵入するのを防止するために、標準作業がとれる場合には、 構造物との接触部に成型目地材を用い、局部的な箇所等小規模の場合には、構造物 との接触部に注入目地材を用いなければならない。     （４）成型目地材はそれを溶融して試験した時、注入目地材は、表２－37の規格を満足 するものでなければならない。  表２－表２－表２－表２－33337777    目目目目地材の規地材の規地材の規地材の規格格格格    
［注］試験方法は、「舗装調査・試験法便覧」 を参照する。      （５）成型目地材は、厚さが10mm、幅がグ－スアスファルトの層の厚さに等しいもので なければならない。     （６）注入目地材の溶解は、間接加熱によらなければならない。     （７）注入目地材は、高温で長時間加熱すると変質し劣化する傾向があるから、受注者 は、できるだけ短時間内で指定された温度に溶解し、使用しなければならない。     （８）受注者は、目地内部、構造物側面、成型目地に対してはプライマ－を塗布しなけ ればならない。     （９）プライマ－の使用量は、目地内部に対しては0．3ℓ/m2、構造物側面に対しては0． 2ℓ/m2、成型目地材面に対しては0．3ℓ/m2とする。  ２－６－２－６－２－６－２－６－12 12 12 12 コンクリ－トコンクリ－トコンクリ－トコンクリ－ト舗舗舗舗装装装装工工工工      １．１．１．１．下下下下層層層層路盤の規定路盤の規定路盤の規定路盤の規定        受注者は、下層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。     （１）受注者は、粒状路盤の敷均しにあたり、材料の分離に注意しながら、１層の仕上 がり厚さで20cmを超えないように均一に敷均さなければならない。 （２）受注者は、粒状路盤の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた最適含 水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の 性状等によりこれにより難い場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければ ならない。   ２．上２．上２．上２．上層層層層路盤の規定路盤の規定路盤の規定路盤の規定        受注者は、上層路盤の施工において以下の各規定に従わなければならない。 （１）受注者は、各材料を均一に混合できる設備によって、承諾承諾承諾承諾を得た粒度及び締固め に適した含水比が得られるように混合しなければならない。     （２）受注者は、粒度調整路盤材の敷均しにあたり、材料の分離に注意し、一層の仕上 がり厚が15cm以下を標準とし、敷均さなければならない。ただし、締固めに振動ロ －ラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を20cmとすることができる。     （３）受注者は、粒度調整路盤材の締固めを行う場合、修正ＣＢＲ試験によって求めた 最適含水比付近の含水比で、締固めなければならない。 

項   目 規 格 値 試 験 法 針入度（円錐針） （mm） 9以下 舗装調査・試験法便覧 流動 （mm） 3以下 引張量 （mm） 10以上 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ３．３．３．３．セメセメセメセメント及びント及びント及びント及び石石石石灰灰灰灰安定処理の規定安定処理の規定安定処理の規定安定処理の規定        受注者は、路盤においてセメント及び石灰安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わ なければならない。     （１）安定処理に使用するセメント量及び石灰量は、設計図書設計図書設計図書設計図書によるものとする。     （２）受注者は、施工に先立って、「「「「舗舗舗舗装調装調装調装調査・査・査・査・試験試験試験試験法法法法便便便便覧覧覧覧」」」」（（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成11119999    年年年年６６６６月月月月））））に示される「「「「EEEE013 013 013 013 安定処理安定処理安定処理安定処理混混混混合合合合物の一物の一物の一物の一軸軸軸軸圧圧圧圧縮縮縮縮試験試験試験試験方方方方法法法法」」」」により一軸圧縮試 験を行い、使用するセメント量及び石灰量について監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければな らない。        （３）下層路盤、上層路盤に使用するセメント及び石灰安定処理に使用するセメント石 灰安定処理混合物の品質規格は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す場合を除き、表２－38、表２－39 の 規格に適合するものとする。        ただし、これまでの実績がある場合で、設計図書設計図書設計図書設計図書に示すセメント量及び石灰量の 路盤材が、基準を満足することが明らかであり、監督職員が承諾承諾承諾承諾した場合には、一 軸圧縮試験を省略することができる。  表２－表２－表２－表２－33338888    安定処理路盤（安定処理路盤（安定処理路盤（安定処理路盤（下下下下層層層層路盤）の品質規路盤）の品質規路盤）の品質規路盤）の品質規格格格格    
 表２－表２－表２－表２－33339999    安定処理路盤（上安定処理路盤（上安定処理路盤（上安定処理路盤（上層層層層路盤）の品質規路盤）の品質規路盤）の品質規路盤）の品質規格格格格 
    （４）受注者は、「「「「舗舗舗舗装調装調装調装調査・査・査・査・試験試験試験試験法法法法便便便便覧覧覧覧」」」」（（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成11119999年年年年６６６６月月月月））））に示され る「「「「FFFF000000007777    突突突突固め固め固め固め試験試験試験試験方方方方法法法法」」」」によりセメント及び石灰安定処理路盤材の最大乾燥密度 を求め、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。        （５）受注者は、監督職員が承諾承諾承諾承諾した場合以外は、気温５℃以下のとき及び雨天時に、 施工を行ってはならない。     （６）受注者は、下層路盤の安定処理を施工する場合に、路床の整正を行った後、安定 処理をしようとする材料を均一な層状に整形し、その上に本項（２）～（５）によ り決定した配合量のセメントまたは石灰を均一に散布し、混合機械で１～２回空練 りしたのち、最適含水比付近の含水比になるよう水を加えながら混合しなければな らない。 

工  法 種 別 試験項目 試験方法 規格値 セメント  安定処理 － 一軸圧縮強さ  ［７日］ 舗装調査・試験法  便覧E013 0．98MPa 石 灰  安定処理 － 一軸圧縮強さ  ［10日］ 舗装調査・試験法  便覧E013 0．5MPa 
工  法 種   別 試験項目 試験方法 規格値 セメント  安定処理 － 一軸圧縮強さ  ［７日］ 舗装調査・試験法  便覧E013 2．0MPa 石 灰  安定処理 － 一軸圧縮強さ  ［10日］ 舗装調査・試験法  便覧E013 0．98MPa 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （７）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、敷均した安定処理路盤材を最適含 水比付近の含水比で、締固めなければならない。ただし、路床の状態、使用材料の 性状によりこれにより難い場合は、監督職員と協議協議協議協議しなければならない。     （８）受注者は、下層路盤の安定処理を行う場合に、締固め後の１層の仕上がり厚さが 30cmを超えないように均一に敷均さなければならない。     （９）受注者は、下層路盤のセメント安定処理を行う場合、締固めは水を加え、混合後 ２時間以内で完了するようにしなければならない。    （10）上層路盤の安定処理の混合方式は、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければならない。     （11）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、路盤材の分離を生じないよう敷均 し、締固めなければならない。     （12）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、１層の仕上がり厚さは、最小厚さ が最大粒径の３倍以上かつ10cm以上、最大厚さの上限は20cm以下でなければならな い。ただし、締固めに振動ロ－ラを使用する場合には、仕上がり厚の上限を30cmと することができる。    （13）受注者は、上層路盤の安定処理を行う場合に、セメント安定処理路盤の締固めは、 混合後２時間以内に完了するようにしなければならない。     （14）受注者は、一日の作業工程が終わったときは、道路中心線に直角に、かつ鉛直に 横断施工目地を設けなければならない。また、横断方向の施工目地は、セメントを 用いた場合は施工端部を垂直に切り取り、石灰を用いた場合には前日の施工端部を 乱して、それぞれ新しい材料を打ち継ぐものとする。 （15）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤を２層以上に施工する場合の縦継目の 位置を１層仕上がり厚さの２倍以上、横継目の位置は、１ｍ以上ずらさなければな らない。     （16）受注者は、加熱アスファルト安定処理層、基層または表層と、セメント及び石灰 安定処理層の縦継目の位置を15cm以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければな らない。 （17）養生期間及び養生方法は、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければならない。 （18）受注者は、セメント及び石灰安定処理路盤の養生を、仕上げ作業完了後ただちに 行わなければならない。   ４．４．４．４．加加加加熱熱熱熱アスアスアスアスフフフファァァァルルルルト安定処理の規定ト安定処理の規定ト安定処理の規定ト安定処理の規定        受注者は、路盤において加熱アスファルト安定処理を行う場合に、以下の各規定に従わ なければならない。     （１）加熱アスファルト安定処理路盤材は、表２－40に示すマ－シャル安定度試験基準 値に適合するものとする。 供試体の突固め回数は両面各々50回とする。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    表２－表２－表２－表２－40 40 40 40 ママママ－シ－シ－シ－シャルャルャルャル安定安定安定安定度度度度試験試験試験試験基基基基準準準準値値値値    
［注］ 25mmを超える骨材部分は、同重量だけ25mm～13mmで置き換えてマ－シャル 安定度試験を行う。      （２）受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の粒度及びアスファルト量の決定に あたっては、配合設計を行い、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。ただし、こ れまでに実績 （過去１年以内にプラントから生産され使用した） がある加熱アス ファルト安定処理路盤材を用いる場合には、これまでの実績 （過去１年以内にプラ ントから生産され使用した） または、定期試験による配合設計書を監督職員が承諾承諾承諾承諾    した場合に限り、配合設計を省略することができる。     （３）受注者は、小規模な工事（総使用量500ｔ未満あるいは施工面積2,000m2未満）に おいては、これまでの実績 （過去１年以内にプラントから生産され使用した） ま たは定期試験による試験結果の提出提出提出提出によって、配合設計を省略することができる。 （４）受注者は、加熱アスファルト安定処理路盤材の基準密度の決定にあたっては、監 督職員の承諾承諾承諾承諾を得た配合で、室内で配合された混合物から３個のマ－シャル供試体 を作製し、次式により求めたマ－シャル供試体の密度の平均値を基準密度としなけ ればならない。 なお、マ－シャル供試体の作製にあたっては、25mmを超える骨材だけ25～13mmの 骨材と置き換えるものとする。ただし、これまでに実績 （過去１年以内にプラント から生産され使用した）や定期試験で基準密度が求められている場合には、その試 試験結果を監督職員が承諾承諾承諾承諾した場合に限り、基準密度を省略することができる。                      乾燥供試体の空中質量（ｇ） 密度（ｇ／ｃｍ3）=                                           ×常温の水の密度（ｇ／ｃｍ3） 表乾供試体の空中質量（ｇ）－供試体の水中質量（ｇ）   （５）受注者は、加熱アスファルト安定処理施工にあたって、材料の混合所は敷地とプ ラント、材料置き場等の設備を有するものでプラントはその周辺に対する環境保全 対策を施したものでなければならない。 （６）プラントは、骨材、アスファルト等の材料をあらかじめ定めた配合、温度で混合 できる。     （７）受注者は、混合作業においてコ－ルドフィ－ダのゲ－トを基準とする配合の粒度 に合うように調整し、骨材が連続的に供給できるようにしなければならない。     （８）受注者は、混合作業においてバッチ式のプラントを用いる場合は、基準とする粒 度に合よう各ホットビンごとの計量値を決定しなければならない。自動計量式のプ ラントでは、ホットビンから計量する骨材の落差補正を行うものとする。        なお、ミキサでの混合時間は、均一な混合物を得るのに必要な時間とするものと する。 

項  目 基 準 値 安定度kN 3．43以上 フロ－値 （1／100cm） 10～40 空げき率 （％） 3～12 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （９）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の排出時の温度について監督職員の 承諾承諾承諾承諾を得なければならない。また、その変動は、承諾承諾承諾承諾を得た温度に対して±25℃の 範囲内としなければならない。    （10）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を貯蔵する場合、一時貯蔵ビンまた は加熱貯蔵サイロに貯蔵しなければならない。     （11）受注者は、劣化防止対策を施していない一時貯蔵ビンでは、12時間以上加熱アス ファルト安定処理混合物を貯蔵してはならない。     （12）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を運搬する場合、清浄で平滑な荷台 を有するダンプトラックを使用し、ダンプトラックの荷台内面には、混合物の付着 を防止する油、または溶液を薄く塗布しなければならない。     （13）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の運搬時の温度低下を防ぐために、 運搬中はシ－ト類で覆わなければならない。     （14）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の舗設作業を監督職員が承諾承諾承諾承諾した場 合を除き、気温が５℃以下のときに施工してはならない。また、雨が降り出した場 合、敷均し作業を中止し、すでに敷均した箇所の混合物を速やかに締固めて仕上げ を完了させなければならない。    （15）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の敷均しにあたり、敷均し機械は施 工条件に合った機種のアスファルトフィニッシャ、ブルド－ザ、モ－タ－グレ－ダ 等を選定しなければならない。     （16）受注者は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す場合を除き、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均 したときの混合物の温度は110℃以上、また、１層の仕上がり厚さは10cm以下としな ければならない。ただし、混合物の種類によって敷均しが困難な場合は監督職員と 協議協議協議協議の上、混合物の温度を決定するものとする。 （17）機械仕上げが不可能な箇所は人力施工とするものとする。     （18）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の締固めにあたり、締固め機械は施 工条件に合ったロ－ラを選定しなければならない。     （19）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物を敷均した後、ロ－ラによって締固 めなければならない。  （20）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物をロ－ラによる締固めが不可能な箇 所は、タンパ、プレ－ト、コテ等で締固めなければならない。     （21）受注者は、加熱アスファルト安定処理混合物の継目を締固めて密着させ、平坦に 仕上げなければならない。すでに舗設した端部の締固めが不足している場合や、亀 裂が多い場合は、その部分を切り取ってから隣接部を施工しなければならない。     （22）受注者は、縦継目、横継目及び構造物との接合面に瀝青材料を薄く塗布しなけれ ばならない。     （23）受注者は、表層と基層及び加熱アスファルト安定処理層の各層の縦継目の位置を 15cm以上、横継目の位置を１ｍ以上ずらさなければならない。     （24）受注者は、中間層及び加熱アスファルト安定処理層の縦継目は、車輪走行位置の 直下からずらして設置しなければならない。 ５．アス５．アス５．アス５．アスフフフファァァァルルルルト中間ト中間ト中間ト中間層層層層の規定の規定の規定の規定     受注者は、アスファルト中間層の施工を行う場合に、以下の各規定に従わなければなら 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   ない。     （１）アスファルト混合物の種類は、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければならない。     （２）配合設計におけるマ－シャル試験に対する基準値の突固め回数は、50回とする。     （３）受注者は、施工面が乾燥していることを確認確認確認確認するとともに浮石、ごみ、その他の 有害物を除去しなければならない。     （４）受注者は、路盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連連連連絡絡絡絡し、設計図書設計図書設計図書設計図書    に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。                 （５）受注者は、アスファルト中間層の施工にあたってプライムコ－トの使用量は、設設設設    計図書計図書計図書計図書によらなければならない。        （６）受注者は、プライムコ－ト及びタックコ－トの散布にあたって、縁石等の構造物 を汚さないようにしながら、アスファルトディストリビュ－タまたはエンジンス プレ－ヤで均一に散布しなければならない。     （７）受注者は、散布したタックコ－トが安定するまで養生するとともに、上層のアス ファルト混合物を舗設するまでの間、良好な状態に維持しなければならない。     （８）混合物の敷均しは、本条４項（15）～（17）による。ただし、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す場 合を除き、一層の仕上がり厚は７㎝以下とするものとする。     （９）混合物の締固めは、本条４項（18）～（20）による。     （10）継目は、本条４項（21）～（24）による。   ６．コンクリ－トの６．コンクリ－トの６．コンクリ－トの６．コンクリ－トの配合基配合基配合基配合基準準準準        コンクリ－ト舗装で使用するコンクリ－トの配合基準は、表２－41の規格に適合するも のとする。 表２－表２－表２－表２－41 41 41 41 コンクリ－トのコンクリ－トのコンクリ－トのコンクリ－トの配合基配合基配合基配合基準準準準    
［注］特殊箇所とは、設計図書設計図書設計図書設計図書で示された施工箇所   ７．材料の質量計量７．材料の質量計量７．材料の質量計量７．材料の質量計量誤差誤差誤差誤差                    コンクリ－ト舗装で使用するコンクリ－トの材料の質量計量誤差は１回計量分量に対し、 表２－42の許容誤差の範囲内とする。  表２－表２－表２－表２－42 42 42 42 計量計量計量計量誤差誤差誤差誤差のののの許許許許容容容容値値値値    

  ８．コンクリ－ト８．コンクリ－ト８．コンクリ－ト８．コンクリ－ト舗舗舗舗装装装装の規定の規定の規定の規定                    受注者は、コンクリ－ト舗装の練りまぜ、型枠の設置、コンクリ－トの運搬・荷卸しに あたって、以下の各規定に従わなければならない。     （１）受注者は、セメントコンクリ－ト舗装の施工にあたって使用する現場練りコンク リ－トの練りまぜには、強制練りミキサまたは可傾式ミキサを使用しなければなら ない。 

粗骨材の最大寸法 ス ラ ン プ 摘 要 40mm 2．5cmまたは沈下度30秒を標準とする。 舗設位置  において  6．5cmを標準とする。  （特殊箇所のコンクリ－ト版） 
材料の種類 水 ｾﾒﾝﾄ 骨 材 混 和 材 混 和 剤 容誤差（%） ±１ ±１ ±３ ±２ ±３ 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      （２）受注者は、セメントコンクリ－ト舗装の施工にあたって型枠は、十分清掃し、ま がり、ねじれ等変形のない堅固な構造とし、版の正確な仕上り厚さ、正しい計画高 さを確保するものとし、舗設の際、移動しないように所定の位置に据付けなければ ならない。また、コンクリ－トの舗設後、20時間以上経過後に取り外さなければな らない。     （３）受注者は、コンクリ－トの運搬は、材料ができるだけ分離しない方法で行い、練 りまぜてから舗設開始までの時間は、ダンプトラックを用いる場合は、１時間以内、 またアジテ－タトラックによる場合は1．5時間以内としなければならない。     （４）アジテ－タトラックにより運搬されたコンクリ－トは、ミキサ－内のコンクリ－ トを均等質にし、等厚になるように取卸し、またシュ－トを振り分けて連続して、 荷卸しを行うものとする。     （５）コンクリ－トの運搬荷卸しは、舗設後のコンクリ－トに害を与えたり荷卸しの際 コンクリ－トが分離しないようにするものとする。また、型枠やバ－アセンブリ等 に変形や変位を与えないように荷卸しをしなければならない。    （６）受注者は、ダンプトラックの荷台には、コンクリ－トの滑りをよくするため油類 を塗布してはならない。 ９．コンクリ－ト９．コンクリ－ト９．コンクリ－ト９．コンクリ－ト舗舗舗舗装装装装のののの敷均敷均敷均敷均し、締固め規定し、締固め規定し、締固め規定し、締固め規定        受注者は、コンクリ－ト舗装のコンクリ－トの敷均し、締固めにあたって、以下の各規 定に従わなければならない。     （１）日平均気温が25℃を超える時期に施工する場合には暑中コンクリ－トとしての施 工ができるように準備しておき、コンクリ－トの打込み時における気温が30℃を超 える場合には、暑中コンクリ－トとするものとする。また、日平均気温が４℃以下 または、舗設後６日以内に０℃となることが予想される場合には、寒中コンクリ－ トとするものとする。        受注者は、暑中コンクリ－ト及び寒中コンクリ－トの施工にあたっては、「「「「舗舗舗舗装装装装    施工施工施工施工便便便便覧覧覧覧第第第第８８８８章章章章    ８－４－８－４－８－４－８－４－10 10 10 10 暑暑暑暑中及び中及び中及び中及び寒寒寒寒中に中に中に中におおおおけるコンクリ－トけるコンクリ－トけるコンクリ－トけるコンクリ－ト版版版版の施工の施工の施工の施工」」」」（（（（日本日本日本日本    道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成24242424年年年年４４４４月月月月））））の規定によるものとし、第１編１－１－４第１項の施工 計画書に、施工・養生方法等を記載しなければならない。        （２）受注者は、コンクリ－トのスプレッダを使用して材料が分離しないよう敷均さな ければならない。ただし、拡幅摺付部、取付道路交差部で人力施工とする場合は、 型枠に沿ったところから順序よく 「スコップ返し」 をしながら所要の高さで敷均 すものとする。     （３）受注者は、コンクリ－トを、締固め後コンクリ－トを加えたり、削ったりするこ とのないように敷均さなければならない。     （４）受注者は、コンクリ－ト版の四隅、ダウエルバ－、タイバ－等の付近は、分離し たコンクリ－トが集まらないよう特に注意し、ていねいに施工しなければならない。     （５）受注者は、コンクリ－ト舗設中、雨が降ってきたときは、ただちに作業を中止し なければならない。     （６）受注者が舗設中に機械の故障や、降雨のため、舗設を中止せざるを得ないときに 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   設ける目地は、できるだけダミ－目地の設計位置に置くようにしなければならない。 それができない場合は、目地の設計位置から３ｍ以上離すようにするものとする。 この場合の目地構造は、タイバ－を使った突き合わせ目地とするものとする。     （７）受注者は、フィニッシャを使用し、コンクリ－トを十分に締固めなければならな い。     （８）受注者は、フィニッシャの故障、あるいはフィニッシャの使えないところなどの 締固めのため、平面バイブレ－タ、棒状バイブレ－タを準備して、締固めなければ ならない。     （９）受注者は、型枠及び目地の付近を、棒状バイブレ－タで締固めなければならない。 また、作業中ダウエルバ－、タイバ－等の位置が移動しないよう注意するものとす る。  10101010．コンクリ－ト．コンクリ－ト．コンクリ－ト．コンクリ－ト舗舗舗舗装装装装のののの鉄鉄鉄鉄網網網網設置の規定設置の規定設置の規定設置の規定        受注者は、コンクリ－ト舗装の鉄網の設置にあたって、以下の各規定に従わなければな らない。     （１）受注者は、鉄網を締固めるときに、たわませたり移動させたりしてはならない。     （２）鉄網は、重ね継手とし、20cm以上重ね合わせるものとする。     （３）受注者は、鉄網の重ねを焼なまし鉄線で結束しなければならない。     （４）受注者は、鉄網位置により、コンクリ－トを上下層に分けて施工する場合は、下 層コンクリ－トを敷均した後、上層のコンクリ－トを打つまでの時間を30分以内と しなければならない。 11111111．コンクリ－ト．コンクリ－ト．コンクリ－ト．コンクリ－ト舗舗舗舗装装装装の表面仕上げ規定の表面仕上げ規定の表面仕上げ規定の表面仕上げ規定        受注者は、コンクリ－ト舗装の表面仕上げにあたって、以下の各規定に従わなければな らない。     （１）受注者は、コンクリ－ト舗装の表面を粗面仕上げとし、かつ、仕上げ面は平坦で、 緻密、堅硬な表面とし、特に縦方向の凹凸がないように仕上げなければならない。     （２）受注者は、荒仕上げをフィニッシャによる機械仕上げ、または簡易フィニッシャ やテンプレ－トタンパによる手仕上げで行わなければならない。     （３）受注者は、平坦仕上げを、荒仕上げに引き続いて行い、表面仕上げ機による機械 仕上げまたはフロ－トによる手仕上げを行わなければならない。     （４）受注者は、人力によるフロ－ト仕上げを、フロ－トを半分ずつ重ねて行わなけれ ばならない。また、コンクリ－ト面が低くてフロ－トが当たらないところがあれば、 コンクリ－トを補充してコンクリ－ト全面にフロ－トが当たるまで仕上げなければ ならない。     （５）受注者は、仕上げ作業中、コンクリ－トの表面に水を加えてはならない。著しく 乾燥するような場合には、フォッグスプレ－を用いてもよいものとする。     （６）受注者は、仕上げ後に、平坦性の点検を行い、必要があれば不陸整正を行わなけ ればならない。    （７）受注者は、粗面仕上げを、平坦仕上げが完全に終了し、表面の水光りが消えたら、 粗面仕上げを機械または、人力により版全体を均等に粗面に仕上げなければならな い。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     12121212．コンクリ－ト．コンクリ－ト．コンクリ－ト．コンクリ－ト舗舗舗舗装装装装のコンクリ－トのコンクリ－トのコンクリ－トのコンクリ－ト養生養生養生養生の規定の規定の規定の規定        受注者は、コンクリ－ト舗装のコンクリ－トの養生を以下の各規定に従って行わなけれ ばならない。     （１）受注者は、表面仕上げの終わったコンクリ－ト版は所定の強度になるまで日光の 直射、風雨、乾燥、気温、荷重ならびに衝撃等有害な影響を受けないよう養生をし なければならない。     （２）受注者は、初期養生として、表面仕上げ終了直後から、コンクリ－ト版の表面を 荒らさないで養生作業ができる程度にコンクリ－トが硬化するまで養生を行わなけ ればならない。     （３）受注者は、養生期間を原則試験によって定めるものとし、その期間は、現場養生 を行った供試体の曲げ強度が配合強度の70%以上となるまでとする。交通への開放時 期は、この養生期間の完了後とする。 ただし、設計強度が4．4MPa未満の場合は、 現場養生を行った供試体の曲げ強度が3． 5MPa以上で交通開放を行うことする。        後期養生については、その期間中、養生マット等を用いてコンクリ－ト版の表面 を隙間なく覆い、完全に湿潤状態になるよう散水しなければならない。 なお、養生期間を試験によらないで定める場合には、普通ポルトランドセメント の場合は２週間、早強ポルトランドセメントの場合は１週間、中庸熱ポルトランド セメント、フライアッシュセメントＢ種及び高炉セメントＢ種の場合は３週間とす る。ただし、これらにより難い場合は、第１編１－１－４第１項の施工計画書に、 その理由、施工方法等を記載しなければならない。     （４）受注者は、コンクリ－トが少なくとも圧縮強度が５MPa、曲げ強度が１MPaになる まで、凍結しないよう保護し、特に風を防がなければならない。     （５）受注者は、コンクリ－ト舗装の交通開放の時期については、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得 なければならない。  13131313．．．．転圧転圧転圧転圧コンクリ－トコンクリ－トコンクリ－トコンクリ－ト舗舗舗舗装装装装の規定の規定の規定の規定        受注者は、転圧コンクリ－ト舗装を施工する場合に以下の各規定に従って行わなければ ならない。     （１）受注者は、施工に先立ち、転圧コンクリ－ト舗装で使用するコンクリ－トの配合 を定めるための試験を行って理論配合、示方配合を決定し、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得な ければならない。     （２）転圧コンクリ－ト舗装において、下層路盤、上層路盤にセメント安定処理工を使 用する場合、セメント安定処理混合物の品質規格は設計図書設計図書設計図書設計図書に示す場合を除き、表 ２－34、表２－35に適合するものとする。ただし、これまでの実績がある場合で、 設計図書設計図書設計図書設計図書に示すセメント安定処理混合物の路盤材が、基準を満足することが明らか であり監督職員が承諾承諾承諾承諾した場合には、一軸圧縮試験を省略することができる。     （３）受注者は、「「「「転圧転圧転圧転圧コンクリ－トコンクリ－トコンクリ－トコンクリ－ト舗舗舗舗装装装装技術指技術指技術指技術指針針針針（（（（案案案案））））    ４－２４－２４－２４－２配合条件」配合条件」配合条件」配合条件」（（（（日本日本日本日本道路道路道路道路    協会、協会、協会、協会、平平平平成成成成12121212年年年年５５５５月月月月））））に基づいて配合条件を決定し、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければ ならない。        （４）受注者は、「「「「転圧転圧転圧転圧コンクリ－トコンクリ－トコンクリ－トコンクリ－ト舗舗舗舗装装装装技術指技術指技術指技術指針針針針（（（（案案案案））））    ４－２４－２４－２４－２配合条件」配合条件」配合条件」配合条件」（（（（日本日本日本日本道路道路道路道路    協会、協会、協会、協会、平平平平成成成成12121212年年年年５５５５月月月月））））の一般的手順に従って配合設計を行い、細骨材率、単位水 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   量、単位セメント量を求めて理論配合を決定しなければならない。その配合に基づ き使用するプラントにおいて試験練りを実施し、所要の品質が得られることを確か め示方配合を決定し、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。           示方配合の標準的な表し方は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示さない場合は表２－43によるものと する。 表２－表２－表２－表２－43 43 43 43 示示示示方配合方配合方配合方配合表表表表    

     （５）設計図書設計図書設計図書設計図書に示されない場合、粗骨材の最大寸法は20mmとするものする。ただし、 これにより難いときは監督職員の承諾承諾承諾承諾を得て25mmとすることができる。     （６）受注者は、転圧コンクリ－トの所要の品質を確保できる施工機械を選定しなけれ ばならない。    （７）受注者は、転圧コンクリ－トの施工にあたって練りまぜ用ミキサとして、２軸パ グミル型、水平回転型、あるいは可傾式のいずれかのミキサを使用しなければなら ない。    （８）転圧コンクリ－トにおけるコンクリ－トの練りまぜ量は公称能力の２/３程度とす るが、試験練りによって決定し、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。     （９）運搬は本条８項（３）～（６）の規定によるものとする。        ただし、転圧コンクリ－トを練りまぜてから転圧を開始するまでの時間は60分以 内とするものとする。 これにより難い場合は監督職員の承諾承諾承諾承諾を得て、混和剤または 遅延剤を使用して時間を延長できるが、90分を限度とするものとする。     （10）受注者は、運搬中シ－トによりコンクリ－トを乾燥から保護しなければならない。      （11）型枠は本条８項（２）の規定による。     （12）受注者は、コンクリ－トの敷均しを行う場合に、所要の品質を確保できるアスフ ァルトフィニッシャによって行わなければならない。     （13）受注者は、敷均したコンクリ－トを、表面の平坦性の規格を満足させ、かつ、所 

種 別  粗骨材 の  最大  寸法  （mm） コンシ  ステン  シ－の  目標値  （％、秒）細骨材 率s／a （％）  水セメ ント比 Ｗ／Ｃ （％）  単位  粗骨材 容積  単位量（kg／m3） 単位容 積質量 （kg/m3） 含水比 Ｗ  （％）  水  Ｗ  セメ  ント  Ｃ 細骨材 Ｓ  粗骨材 Ｇ  混和剤 理 論 配 合   － － － －       － 示 方 配 合              
備 考  （１）設計基準曲げ強度＝      MPa  （２）配合強度＝          MPa  （３）設計空隙率＝         ％  （４）セメントの種類：  （５）混和剤の種類：  （６）粗骨材の種類：  （７）細骨材のＦＭ：  （８）ｺﾝｼｽﾃﾝｼ－評価法：  （９）施工時間：  （10）転圧ｺﾝｸﾘ－ﾄ運搬時間：       分  
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   定の密度になるまで振動ロ－ラ、タイヤロ－ラなどによって締固めなければならな い。     （14）受注者は、締固めの終了した転圧コンクリ－トを養生マットで覆い、コンクリ－ トの表面を荒らさないよう散水による湿潤養生を行わなければならない。 （15）受注者は、散水養生を、車両の走行によって表面の剥脱、飛散が生じなくなるま で続けなければならない。     （16）受注者は、養生期間終了後、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得て、転圧コンクリ－トを交通に 開放しなければならない。 14141414．コンクリ－ト．コンクリ－ト．コンクリ－ト．コンクリ－ト舗舗舗舗装目装目装目装目地の規定地の規定地の規定地の規定        受注者は、コンクリ－ト舗装の目地を施工する場合に、以下の各規定に従わなければな らない。     （１）受注者は、目地に接するところは、他の部分と同じ強度及び平坦性をもつように 仕上げなければならない。目地付近にモルタルばかりよせて施工してはならない。     （２）目地を挟んだ、隣接コンクリ－ト版相互の高さの差は２mmを超えてはならない。        また、目地はコンクリ－ト版面に垂直になるよう施工しなければならない。 （３）目地の肩は、半径５mm程度の面取りをするものとする。ただし、コンクリ－トが 硬化した後、コンクリ－トカッタ等で目地を切る場合は、面取りを行わなくともよ いものとする。 （４）目地の仕上げは、コンクリ－ト面の荒仕上げが終わった後、面ごてで半径５mm程 度の荒面取りを行い、水光が消えるのを待って最後の仕上げをするものとする。     （５）受注者は、膨張目地のダウエルバ－の設置において、バ－端部付近に、コンクリ －ト版の伸縮によるひび割れが生じないよう、道路中心線に平行に挿入しなければ ならない。     （６）受注者は、膨張目地のダウエルバ－に、版の伸縮を可能にするため、ダウエルバ －の中央部約10cm程度にあらかじめ、錆止めペイントを塗布し、片側部分に瀝青材 料等を２回塗布して、コンクリ－トとの絶縁を図り、その先端には、キャップをか ぶせなければならない。    （７）受注者は、収縮目地を施工する場合に、ダミ－目地を、定められた深さまで路面 に対して垂直にコンクリ－トカッタで切り込み、目地材を注入しなければならない。     （８）受注者は、収縮目地を施工する場合に、突き合わせ目地に、硬化したコンクリ－ ト目地にアスファルトを塗るか、またはアスファルトペ－パ－その他を挟んで、新 しいコンクリ－トが付着しないようにしなければならない。     （９）注入目地材（加熱施工式）の品質は、表２－44を標準とする。  
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   表２－表２－表２－表２－44 44 44 44 注入目注入目注入目注入目地材（地材（地材（地材（加加加加熱熱熱熱施工施工施工施工式式式式）の品質）の品質）の品質）の品質    

11115555．．．．転圧転圧転圧転圧コンクリ－トコンクリ－トコンクリ－トコンクリ－ト舗舗舗舗装装装装のののの目目目目地地地地        転圧コンクリ－ト舗装において目地は、設計図書設計図書設計図書設計図書に従わなければならない。  ２－６－２－６－２－６－２－６－13131313    薄層薄層薄層薄層カカカカララララ－－－－舗舗舗舗装装装装工工工工      １．施工１．施工１．施工１．施工前前前前準備準備準備準備        受注者は、薄層カラ－舗装工の施工に先立ち、基盤面の有害物を除去しなければならな い。   ２．異常時の処置２．異常時の処置２．異常時の処置２．異常時の処置        受注者は、基盤面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連連連連絡絡絡絡し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関し て監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ３．３．３．３．薄層薄層薄層薄層カカカカララララ－－－－舗舗舗舗装装装装の規定の規定の規定の規定        薄層カラ－舗装工の上層路盤、下層路盤、薄層カラ－舗装の施工については、第３編２ －６－７アスファルト舗装工の規定による。   ４．使用機械４．使用機械４．使用機械４．使用機械汚汚汚汚れれれれのののの除除除除去去去去        受注者は、使用済み合材等により、色合いが悪くなるおそれのある場合には、事前にプ ラント、ダンプトラック、フィニッシャ－の汚れを除去するよう洗浄しなければならない。  ２－６－２－６－２－６－２－６－14 14 14 14 ブブブブロロロロックックックック舗舗舗舗装装装装工工工工      １．適用規定１．適用規定１．適用規定１．適用規定        ブロック舗装工の施工については、第３編２－６－７アスファルト舗装工の規定による。   ２．ブ２．ブ２．ブ２．ブロロロロックックックック舗舗舗舗装装装装の施工の施工の施工の施工        受注者は、ブロック舗装の施工について、ブロックの不陸や不等沈下が生じないよう基 礎を入念に締固めなければならない。   ３．３．３．３．端末端末端末端末部及び部及び部及び部及び曲曲曲曲線部の処置線部の処置線部の処置線部の処置        受注者は、ブロック舗装の端末部及び曲線部で隙間が生じる場合、半ブロックまたは、    コンクリ－トなどを用いて施工しなければならない。   ４．ブ４．ブ４．ブ４．ブロロロロックックックック舗舗舗舗装装装装工の規定工の規定工の規定工の規定        ブロック舗装工の施工については、「「「「舗舗舗舗装装装装施工施工施工施工便便便便覧覧覧覧第第第第９９９９章章章章９－４－８９－４－８９－４－８９－４－８イイイインタ－ンタ－ンタ－ンタ－ロロロロッッッッキキキキンンンン    ググググブブブブロロロロックックックック舗舗舗舗装」装」装」装」（（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成24242424年年年年４４４４月月月月））））の施工の規定、視視視視覚覚覚覚障障障障害害害害者者者者用誘導ブ用誘導ブ用誘導ブ用誘導ブロロロロ    ック設置指ック設置指ック設置指ック設置指針針針針・・・・同解同解同解同解説説説説第第第第４４４４章章章章施工施工施工施工    （（（（日本日本日本日本道路協会、道路協会、道路協会、道路協会、平平平平成成成成21212121年年年年８８８８月月月月）））） の規定による。        なお、基準類と設計図書設計図書設計図書設計図書に相違がある場合は、原則として設計図書設計図書設計図書設計図書の規定に従うものと し、疑義がある場合は監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ５．５．５．５．目目目目地材地材地材地材    ササササンンンンドドドドクッシクッシクッシクッショョョョン材ン材ン材ン材        目地材、サンドクッション材は、砂（細砂）を使用するものとする。 

試験項目 低弾性タイプ 高弾性タイプ 針入度 （円鍵針） ６mm以下 ９mm以下 弾 性（球針）  初期貫入量 0．5～1．5mm  復 元 率 60％以上 引 張 量 ３mm以上 10mm以上 流  動 ５mm以下 ３mm以下 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ６．路盤の６．路盤の６．路盤の６．路盤の転圧転圧転圧転圧        受注者は、インタ－ロッキングブロックが平坦になるように路盤を転圧しなければなら ない。  ２－６－２－６－２－６－２－６－11115555    路面切路面切路面切路面切削削削削工工工工      受注者は、路面切削前に縦横断測量を行い、舗設計画図面図面図面図面を作成し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して 監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書設計図書設計図書設計図書によるものとし、特 に定めていない場合は20ｍ間隔とする。 ２－２－２－２－６－６－６－６－11116666    舗舗舗舗装装装装打打打打換換換換ええええ工工工工      １．１．１．１．既既既既設設設設舗舗舗舗装装装装のののの撤撤撤撤去去去去        （１）受注者は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示された断面となるように、既設舗装を撤去しなければな らない。     （２）受注者は、施工中、既設舗装の撤去によって周辺の舗装や構造物に影響を及ぼす 懸念がある場合や、計画撤去層により下層に不良部分が発見された場合には、直ち に監督職員に連連連連絡絡絡絡し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ２．２．２．２．舗舗舗舗設設設設        受信者は、既設舗装体撤去後以下に示す以外は本仕様書に示すそれぞれの層の該当する    項目の規定に従って各層の舗設を行わなければならない。     （１）シックリフト工法により瀝青安定処理を行う場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す条件で施工 を行わなければならない。     （２）舗設途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示される処置を施さなけれ ばならない。     （３）受注者は、監督職員の指示指示指示指示による場合を除き、舗装表面温度が50℃以下になって から交通開放を行わなければならない。  ２－６－２－６－２－６－２－６－11117777    オオオオ－－－－ババババ－－－－レイレイレイレイ工工工工      １．施工面の１．施工面の１．施工面の１．施工面の整整整整備備備備        （１）受注者は、施工前に、縦横断測量を行い、舗設計画図面図面図面図面を作成し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関 して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。縦横断測量の間隔は設計図書設計図書設計図書設計図書によるも のとするが、特に定めていない場合は20ｍ間隔とする。     （２）受注者は、オ－バ－レイ工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない｡     （３）既設舗装の不良部分の撤去や不陸の修正などの処置は、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければ ならない。     （４）受注者は、施工面に異常を発見したときは、直ちに監督職員に連連連連絡絡絡絡し、設計図書設計図書設計図書設計図書    に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ２．２．２．２．舗舗舗舗設設設設        （１）セメント、アスファルト乳剤、補足材等の使用量は設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければなら ない。     （２）舗装途中の段階で交通解放を行う場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示される処置を施さなけれ ばならない。  ２－６－２－６－２－６－２－６－11118888    アスアスアスアスフフフファァァァルルルルトトトト舗舗舗舗装装装装補修補修補修補修工工工工      １．１．１．１．わわわわだちだちだちだち掘掘掘掘れ補修れ補修れ補修れ補修の施工の施工の施工の施工        受注者は、わだち掘れ補修の施工については、施工前に縦横断測量を行い、舗設計画図 面を作成し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。     なお、縦横断測量の間隔は設計図書設計図書設計図書設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、20 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      ｍ間隔とする。 ２．施工２．施工２．施工２．施工前前前前準備準備準備準備        受注者は、わだち掘れ補修の施工に先立って施工面の有害物を除去しなければならない。   ３．３．３．３．不不不不良良良良部部部部分除分除分除分除去去去去等の処置等の処置等の処置等の処置        わだち掘れ補修施工箇所の既設舗装の不良部分の除去、不陸の修正などの処置は、設計設計設計設計    図書図書図書図書によるものとする。   ４．異常時の処置４．異常時の処置４．異常時の処置４．異常時の処置        受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり施工面に異常を発見したときは、直ちに監督 職員に連連連連絡絡絡絡し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して施工前に監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ５．５．５．５．わわわわだちだちだちだち掘掘掘掘れ補修れ補修れ補修れ補修の規定の規定の規定の規定        受注者は、わだち掘れ補修の施工については、本条第２項、第３項、第４項により施工 面を整備した後、第３編第２章第６節一般舗装工のうち該当する項目の規定に従って舗設 を行わなければならない。   ６．６．６．６．わわわわだちだちだちだち掘掘掘掘れ補修れ補修れ補修れ補修の施工の施工の施工の施工        受注者は、わだち掘れ補修の施工にあたり、施工箇所以外の施工面に接する箇所につい ては、施工端部がすり付けの場合はテ－プ、施工端部がすり付け以外の場合は、ぬき、こ まいなどの木製型枠を使用しなければならない。   ７．７．７．７．わわわわだちだちだちだち掘掘掘掘れ補修れ補修れ補修れ補修のののの瀝青瀝青瀝青瀝青材の材の材の材の散布散布散布散布        受注者は、わだち掘れ補修の瀝青材の散布については、タックコ－ト材を施工面に均一 に散布しなければならない。 なお、施工面端部については、人力により均一に塗布しなければならない。   ８．路面切８．路面切８．路面切８．路面切削削削削の施工の施工の施工の施工        受注者は、路面切削の施工については、施工前に縦横断測量を行い、切削計画図面図面図面図面を作 成し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。ただし、切削厚に変更の ある場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議するものとする。     なお、縦横断測量の間隔は設計図書設計図書設計図書設計図書によるものとするが、特に定めていない場合は、20 ｍ間隔とする。   ９．９．９．９．パパパパッチンクッチンクッチンクッチンクの施工の時期、箇所等の施工の時期、箇所等の施工の時期、箇所等の施工の時期、箇所等        受注者は、パッチングの施工については、時期、箇所等について監督職員より指示指示指示指示を受 けるものとし、完了後は速やかに合材使用数量等を監督職員に報告報告報告報告しなければならない。   10101010．．．．パパパパッチンッチンッチンッチンググググの施工の施工の施工の施工        受注者は、パッチングの施工については、舗装の破損した部分で遊離したもの、動いて いるものは取り除き、正方形または長方形でかつ垂直に整形し、清掃した後、既設舗装面 と平坦性を保つように施工しなければならない。これにより難い場合は、施工前に設計図設計図設計図設計図    書書書書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   11111111．タックコ－ト材の．タックコ－ト材の．タックコ－ト材の．タックコ－ト材の塗布塗布塗布塗布        受注者は、パッチングの施工については、垂直に切削し整形した面に均一にタックコ－ ト材を塗布しなければならない。 12121212．ク．ク．ク．クララララック処理の施工ック処理の施工ック処理の施工ック処理の施工        受注者は、クラック処理の施工に先立ち、ひびわれ中のゴミ、泥などを圧縮空気で吹き 飛ばすなどの方法により清掃するものとし、ひびわれの周囲で動く破損部分は取り除かな ければならない。また、湿っている部分については、バ－ナ－などで加熱し乾燥させなけ 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      ればならない。   11113333．安全．安全．安全．安全溝溝溝溝の設置の設置の設置の設置位位位位置置置置        受注者は、安全溝の設置位置について、現地の状況により設計図書設計図書設計図書設計図書に定められた設置位    置に支障がある場合、または設置位置が明示されていない場合には、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監    督職員と協議協議協議協議しなければならない。  ２－６－２－６－２－６－２－６－11119999    コンクリ－トコンクリ－トコンクリ－トコンクリ－ト舗舗舗舗装装装装補修補修補修補修工工工工      １．１．１．１．注入注入注入注入孔径孔径孔径孔径        アスファルト注入における注入孔の孔径は、50mm程度とする。   ２．２．２．２．注入注入注入注入孔孔孔孔のののの配列配列配列配列        受注者は、アスファルト注入における注入孔の配列を、等間隔・千鳥状としなければな    らない。     なお、配置については設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければならない。   ３．ジェッチン３．ジェッチン３．ジェッチン３．ジェッチンググググ        受注者は、アスファルト注入における削孔終了後、孔の中のコンクリ－ト屑、浮遊土砂、    水分等を取り除き、注入がスム－ズに行われるようジェッチングしなければならない。ま    た、アスファルト注入までの期間、孔の中への土砂、水分等の浸入を防止しなければなら    ない。   ４．４．４．４．加加加加熱熱熱熱温度温度温度温度        受注者は、アスファルト注入に使用するブロ－ンアスファルトの加熱温度については、    ケットル内で210℃以上、注入時温度は190～210℃としなければならない。   ５．アス５．アス５．アス５．アスフフフファァァァルルルルトトトト注入注入注入注入の施工の施工の施工の施工        受注者は、アスファルト注入の施工にあたっては、注入作業近辺の注入孔で注入材料が    噴出しないよう木栓等にて注入孔を止めるものとし、注入材が固まった後、木栓等を取り    外し、セメントモルタル、アスファルトモルタル等を充填しければならない。   ６．アス６．アス６．アス６．アスフフフファァァァルルルルトトトト注入注入注入注入時の時の時の時の注入注入注入注入圧圧圧圧力力力力        受注者は、アスファルト注入時の注入圧力については、0．2～0．4MPaとしなければなら ない。   ７．アス７．アス７．アス７．アスフフフファァァァルルルルトトトト注入後注入後注入後注入後の一般交通のの一般交通のの一般交通のの一般交通の解解解解放放放放時期時期時期時期        受注者は、アスファルト注入後の一般交通の解放時期については、注入孔のモルタル充    填完了から30分～１時間程度経過後としなければならない。   ８．アス８．アス８．アス８．アスフフフファァァァルルルルトトトト注入注入注入注入材料の使用量の確認材料の使用量の確認材料の使用量の確認材料の使用量の確認                    アスファルト注入材料の使用量の確認確認確認確認は、質量検収によるものとし、監督職員の立会立会立会立会の    上に行うものとする。     なお、受注者は、使用する計測装置について、施工前に監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければな    らない。 ９．タ９．タ９．タ９．タワミワミワミワミ測定測定測定測定        受注者は、アスファルト注入完了後、注入箇所の舗装版ごとにタワミ測定を行い、その    結果を監督職員に提出提出提出提出しなければならない。     なお、タワミ量が0．4mm以上となった箇所については、原因を調査するとともに、設計設計設計設計                図書図書図書図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   10101010．．．．目目目目地地地地補修補修補修補修の施工の施工の施工の施工前前前前準備準備準備準備        受注者は、目地補修において、注入目地材により舗装版目地部の補修を行う場合には、 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      施工前に古い目地材、石、ごみ等を取り除かなければならない。なお、目地板の上に注入    目地材を使用している目地は、注入目地部分の材料を取り除くものとし、また、一枚の目    地板のみで施工している目地は目地板の上部３cm程度削り取り、目地材を注入しなければ    ならない。   11111111．．．．目目目目地の地の地の地の補修補修補修補修        受注者は、目地の補修において注入目地材により舗装版のひびわれ部の補修を行う場合    には、注入できるひびわれはすべて注入し、注入不能のひびわれは、施工前に設計図書設計図書設計図書設計図書に    関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   12121212．ク．ク．ク．クララララック防止シ－トック防止シ－トック防止シ－トック防止シ－ト張張張張りりりりをををを行う行う行う行う場場場場合合合合のののの注注注注意意意意        受注者は、目地補修においてクラック防止シ－ト張りを行う場合には、舗装版目地部及    びひびわれ部のすき間の石、ごみ等を取り除き、接着部を清掃のうえ施工しなければなら    ない。     なお、自接着型以外のクラック防止シ－トを使用する場合は、接着部にアスファルト乳    剤を0．8ℓ ／m2程度を塗布のうえ張付けなければならない。   13131313．ク．ク．ク．クララララック防止シ－トック防止シ－トック防止シ－トック防止シ－ト張張張張りの継りの継りの継りの継目目目目        受注者は、目地補修におけるクラック防止シ－ト張りの継目については、シ－トの重ね    合わせを５～８cm程度としなければならない。   14141414．．．．目目目目地地地地補修補修補修補修禁禁禁禁止の状止の状止の状止の状態態態態        受注者は、目地補修において目地及びひびわれ部が湿っている場合には、注入及び張付    け作業を行ってはならない。  
第７節第７節第７節第７節    地盤改良工地盤改良工地盤改良工地盤改良工     ２－７－１２－７－１２－７－１２－７－１    一般事項一般事項一般事項一般事項       本節は、地盤改良工として路床安定処理工、置換工、表層安定処理工、パイルネット工、   サンドマット工、バ－チカルドレ－ン工、締固め改良工、固結工その他これらに類する工種   について定める。  ２－７－２２－７－２２－７－２２－７－２    路床安定処理工路床安定処理工路床安定処理工路床安定処理工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、路床土と安定材を均一に混合し、締固めて仕上げなければならない。   ２．作業２．作業２．作業２．作業前前前前の準備の準備の準備の準備        受注者は、安定材の散布を行う前に現地盤の不陸整正や必要に応じて仮排水路などを設    置しなければならない。 ３．安定材の３．安定材の３．安定材の３．安定材の散布散布散布散布       受注者は、所定の安定材を散布機械または人力によって均等に散布しなければならない。  ４．４．４．４．混混混混合合合合        受注者は、路床安定処理工にあたり、散布終了後に適切な混合機械を用いて混合しなけ ればならない。また、受注者は混合中は混合深さの確認確認確認確認を行うとともに混合むらが生じた 場合は、再混合を行わなければならない。  ５．施工５．施工５．施工５．施工        受注者は、路床安定処理工にあたり、粒状の石灰を用いる場合には、一回目の混合が終 了した後仮転圧して放置し、生石灰の消化を待ってから再び混合を行わなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   ただし、粉状の生石灰（０～５mm）を使用する場合は、一回の混合とすることができる。   ６．６．６．６．粉塵粉塵粉塵粉塵対策対策対策対策        受注者は、路床安定処理工における散布及び混合を行うにあたり、粉塵対策について、 設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ７．路床安定処理工の手７．路床安定処理工の手７．路床安定処理工の手７．路床安定処理工の手順順順順        受注者は、路床安定処理工にあたり、混合が終了したら表面を粗均しした後、整形し締 固めなければならない。また、当該箇所が軟弱で締固め機械が入れない場合には、湿地ブ ルド－ザなどで軽く転圧を行い、数日間養生した後に整形しタイヤロ－ラなどで締固めな ければならない。  ２－７－３２－７－３２－７－３２－７－３    置置置置換換換換工工工工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、置換のために掘削を行うにあたり、掘削面以下の層を乱さないように施工し なければならない。   ２．一２．一２．一２．一層層層層の仕上の仕上の仕上の仕上ががががりりりり厚厚厚厚ささささ        受注者は、路床部の置換工にあたり、一層の敷均し厚さは、仕上がり厚で20cm以下とし なければならない。   ３．締固め管理３．締固め管理３．締固め管理３．締固め管理        受注者は、構造物基礎の置換工に当たり、構造物に有害な沈下及びその他の影響が生じ ないように十分に締め固めなければならない。   ４．４．４．４．終了終了終了終了表面の処置表面の処置表面の処置表面の処置        受注者は、置換工において、終了表面を粗均しした後、整形し締固めなければならない。  ２－７－４２－７－４２－７－４２－７－４    表表表表層層層層安定処理工安定処理工安定処理工安定処理工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、表層安定処理工にあたり、設計図書設計図書設計図書設計図書に記載された安定材を用いて、記載され た範囲、形状に仕上げなければならない。   ２．適用規定２．適用規定２．適用規定２．適用規定        サンドマット及び安定シ－トの施工については、第３編２－７－６サンドマット工の規 定による。 ３．表３．表３．表３．表層層層層安定処理安定処理安定処理安定処理        受注者は、表層混合処理を行うにあたり、安定材に生石灰を用いこれを貯蔵する場合は、 地表面50cm以上の水はけの良い高台に置き、水の侵入、吸湿を避けなければならない。 なお、受注者は、生石灰の貯蔵量が500㎏越える場合は、消防法の適用を受けるので、こ れによらなければならない。   ４．掘４．掘４．掘４．掘削削削削法面法面法面法面勾勾勾勾配配配配のののの決決決決定定定定        受注者は、置換のための掘削を行う場合には、その掘削法面の崩壊が生じないように現 地の状況に応じて勾配を決定しなければならない。    ５．５．５．５．ササササンンンンドドドドママママット（ット（ット（ット（海海海海上）上）上）上）        受注者は、サンドマット （海上）にあたっては、潮流を考慮し砂を所定の箇所へ投下し なければならない。   ６．６．６．６．配合配合配合配合試験試験試験試験        受注者は、安定材の配合について施工前に配合試験を行う場合は、安定処理土の静的締 固めによる供試体作製方法または、安定処理土の締固めをしない供試体の作製方法（地盤 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   工学会）の各基準のいずれかにより供試体を作製し、JIS A 1216（土の一軸圧縮試験方法） の規準により試験を行わなければならない。  ２－７－５２－７－５２－７－５２－７－５    パイルパイルパイルパイルネネネネット工ット工ット工ット工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、連結鉄筋の施工にあたり、設計図書設計図書設計図書設計図書に記載された位置に敷設しなければなら ない。   ２．２．２．２．ササササンンンンドドドドママママット及び安定シ－トの規定ット及び安定シ－トの規定ット及び安定シ－トの規定ット及び安定シ－トの規定        サンドマット及び安定シ－トの施工については、第３編２－７－６サンドマット工の規 定による。   ３．３．３．３．木杭木杭木杭木杭の規定の規定の規定の規定        パイルネット工における木杭の施工については、以下の各号の規定による。     （１）受注者は、材質が設計図書設計図書設計図書設計図書に示されていない場合には、樹皮をはいだ生松丸太で、 有害な腐れ、割れ、曲がり等のない材料を使用しなければならない。     （２）受注者は、先端は角すい形に削るものとし、角すい形の高さは径の1．5倍程度と しなければならない。   ４．４．４．４．既既既既製コンクリ－ト製コンクリ－ト製コンクリ－ト製コンクリ－ト杭杭杭杭の規定の規定の規定の規定        パイルネット工における既製コンクリ－ト杭の施工については、以下の各号の規定によ る。    （１）受注者は、施工後に地表面に凹凸や空洞が生じた場合は、第３編２－３－３作業 土工（床掘り・埋戻し）の規定により、これを埋戻さなければならない。     （２）受注者は、杭頭処理にあたり、杭本体を損傷させないように行わなければならな い。     （３）受注者は、杭の施工にあたり、施工記録を整備保管するものとし、監督職員また は、検査職員が施工記録を求めた場合は、速やかに提示提示提示提示しなけばならない。また、 工事完了時に監督職員へ提出提出提出提出しなければならない。    （４）受注者は、打込みにあたり、キャップは杭径に適したものを用いるものとし、ク ッションは変形のないものを用いなければならない。 （５）受注者は、杭の施工にあたり、杭頭を打込みの打撃等により損傷した場合は、こ れを整形しなければならない。     （６）受注者は、杭の施工にあたり、打込み不能となった場合は、原因を調査するとと もに、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。     （７）受注者は、杭の打込みを終わり、切断した残杭を再び使用する場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書    に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。     （８）杭の施工については、以下の各号の規定によるものとする。       ① 受注者は、杭の適用範囲、杭の取扱い、杭の施工法分類はJIS A7201（遠心力コ ンクリ－トくいの施工標準）の規定による。       ② 受注者は、杭の打込み、埋込みは JIS A 7201（遠心力コンクリ－トくいの施工 標準）の規定による。       ③ 受注者は、杭の継手は JIS  A 7201（遠心力コンクリ－トくいの施工標準）の規 定による。     （９）受注者は、杭のカットオフにあたり、杭内に設置されている鉄筋等の鋼材を傷つ けないように、切断面が水平となるように行わなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （10）受注者は、殻運搬処理にあたっては、運搬物が飛散しないように適正な処置を行 わなければならない。  ２－７－６２－７－６２－７－６２－７－６    ササササンンンンドドドドママママット工ット工ット工ット工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、サンドマットの施工にあたり、砂のまき出しは均一に行い、均等に荷重をか けるようにしなければならない。   ２．安定シ－トの施工２．安定シ－トの施工２．安定シ－トの施工２．安定シ－トの施工        受注者は、安定シ－トの施工にあたり、隙間無く敷設しなければならない。  ２－７－７２－７－７２－７－７２－７－７    ババババ－チカ－チカ－チカ－チカルドレルドレルドレルドレ－ン工－ン工－ン工－ン工            １．施工計画書１．施工計画書１．施工計画書１．施工計画書        受注者は、バ－チカルドレ－ンの打設及び排水材の投入に使用する機械については、施 工前に施工計画書に記載しなければならない。   ２．２．２．２．投投投投入入入入量の計測量の計測量の計測量の計測        受注者は、バ－チカルドレ－ン内への投入材の投入量を計測し、確実に充填したことを 確認確認確認確認しなければならない。   ３．打設数量３．打設数量３．打設数量３．打設数量の計測の計測の計測の計測        受注者は、袋詰式サンドドレ－ン及びペ－パ－ドレ－ンについてはその打設による使用 量を計測し、確実に打設されたことを確認確認確認確認しなければならない。   ４．異常時の処置４．異常時の処置４．異常時の処置４．異常時の処置        受注者は、袋詰式サンドドレ－ン及びペ－パ－ドレ－ンの打設にあたり、切断及び持ち 上がりが生じた場合は、改めて打設を行わなければならない。   ５．排水５．排水５．排水５．排水効効効効果の維持果の維持果の維持果の維持        受注者は、打設を完了したペ－パ－ドレ－ンの頭部を保護し、排水効果を維持しなけれ ばならない。 ２－７－８２－７－８２－７－８２－７－８    締固め締固め締固め締固め改良改良改良改良工工工工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、締固め改良工にあたり、地盤の状況を把握し、坑内へ設計図書設計図書設計図書設計図書に記載された 粒度分布の砂を用いて適切に充填しなければならない。   ２．周辺２．周辺２．周辺２．周辺へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、施工現場周辺の地盤や、他の構造物並びに施設などへ影響を及ぼさないよう 施工しなければならない。   ３．施工３．施工３．施工３．施工位位位位置置置置     受注者は、海上におけるサンドコンパクションの施工にあたっては、設計図書設計図書設計図書設計図書に示され た位置に打設しなければならない。     ２－７－９２－７－９２－７－９２－７－９    固固固固結結結結工工工工      １．１．１．１．撹拌撹拌撹拌撹拌        撹拌とは、粉体噴射撹拌、高圧噴射撹拌及びスラリ－撹拌を示すものとする。   ２．２．２．２．配合配合配合配合試験試験試験試験とととと一一一一軸軸軸軸圧圧圧圧縮縮縮縮試験試験試験試験        受注者は、固結工による工事着手前に、撹拌及び注入する材料について配合試験と一軸 圧縮試験を実施するものとし、目標強度を確認確認確認確認しなければならない。また、監督職員また は検査職員の請求があった場合は、速やかに提示提示提示提示しなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ３．周辺の３．周辺の３．周辺の３．周辺の振振振振動障動障動障動障害の防止害の防止害の防止害の防止        受注者は、固結工法にあたり、施工中における施工現場周辺の地盤や他の構造物並びに 施設などに対して振動による障害を与えないようにしなければならない。   ４．地中埋設物の処置４．地中埋設物の処置４．地中埋設物の処置４．地中埋設物の処置        受注者は、固結工の施工中に地下埋設物を発見した場合は、ただちに工事を中止し、監 督職員に報告報告報告報告後、占有者全体の現地確認調査を求め管理者を明確にし、その管理者と埋設 物の処理にあたらなければならない。   ５．５．５．５．生石生石生石生石灰灰灰灰パイルパイルパイルパイルの施工の施工の施工の施工        受注者は、生石灰パイルの施工にあたり、パイルの頭部は１ｍ程度空打ちし、砂または 粘土で埋戻さなければならない。   ６．６．６．６．薬液薬液薬液薬液注入注入注入注入工法工法工法工法        受注者は、薬液注入工の施工にあたり、薬液注入工法の適切な使用に関し、技術的知識 と経験を有する現場責任者を選任し、事前に経歴書により監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければな らない。   ７．７．７．７．薬液薬液薬液薬液注入注入注入注入工事工事工事工事前前前前の確認事項の確認事項の確認事項の確認事項     受注者は、薬液注入工事の着手前に以下について監督職員の確認確認確認確認を得なければならない。     （１）工法関係       ① 注入圧       ② 注入速度       ③ 注入順序       ④ ステップ長 （２）材料関係       ① 材料（購入・流通経路等を含む）       ② ゲルタイム  ③ 配合   ８．適用規定８．適用規定８．適用規定８．適用規定        受注者は、薬液注入工を施工する場合には、「「「「薬液注入工法による建設工事の施工に関 する暫定指針」（昭和49年７月10日建設省官技発第160号）の規定による。   ９．施工管理等９．施工管理等９．施工管理等９．施工管理等     受注者は、薬液注入工における施工管理等については、「「「「薬液薬液薬液薬液注入注入注入注入工事に工事に工事に工事に係わ係わ係わ係わる施工管る施工管る施工管る施工管    理等に理等に理等に理等につつつついて」いて」いて」いて」（（（（平平平平成２成２成２成２年年年年９９９９月月月月11118888日日日日建設建設建設建設省大臣官房省大臣官房省大臣官房省大臣官房技術技術技術技術調調調調査査査査室長室長室長室長通通通通達達達達））））の規定による。     なお、受注者は、注入の効果の確認確認確認確認が判定できる資料を作成し、監督職員または検査職 員に提出提出提出提出しなければならない。  
第８節第８節第８節第８節    工場製品輸送工工場製品輸送工工場製品輸送工工場製品輸送工     ２－８－１２－８－１２－８－１２－８－１    一般事項一般事項一般事項一般事項      １．適用工種１．適用工種１．適用工種１．適用工種        本節は、工場製品輸送工として輸送工その他これらに類する工種について定める。   ２．施工計画書２．施工計画書２．施工計画書２．施工計画書        受注者は、輸送計画に関する事項を施工計画書へ記載しなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    ２－８－２２－８－２２－８－２２－８－２    輸送輸送輸送輸送工工工工      １．部材１．部材１．部材１．部材発送発送発送発送前前前前の準備の準備の準備の準備        受注者は、部材の発送に先立ち、塗装等で組立て記号を記入しておかなければならない。   ２．２．２．２．輸送輸送輸送輸送中の部材の中の部材の中の部材の中の部材の損傷損傷損傷損傷防止防止防止防止        受注者は、輸送中の部材の損傷を防止するために、発送前に堅固に荷造りしなければな らない。 なお、受注者は、部材に損傷を与えた場合は直ちに監督職員に報報報報告告告告し、取り替えまたは 補修等の処置を講じなければならない。  
第９節第９節第９節第９節    構造物撤去工構造物撤去工構造物撤去工構造物撤去工     ２－９－１２－９－１２－９－１２－９－１    一般事項一般事項一般事項一般事項        本節は、構造物撤去工として作業土工（床掘り・埋戻し）、構造物取壊し工、防護柵撤 去工、標識撤去工、道路付属物撤去工、プレキャスト擁壁撤去工、排水構造物撤去工、か ご撤去工、落石雪害防止撤去工、ブロック舗装撤去工、緑石撤去工、冬季安全施設撤去工、 骨材再生工、運搬処理工その他これらに類する工種について定める。  ２－９－２２－９－２２－９－２２－９－２    作業土工（床掘り・埋戻し）作業土工（床掘り・埋戻し）作業土工（床掘り・埋戻し）作業土工（床掘り・埋戻し）        作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によ る。 ２－９－３２－９－３２－９－３２－９－３    構造構造構造構造物取物取物取物取壊壊壊壊し工し工し工し工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、コンクリ－ト構造物取壊し及びコンクリ－トはつりを行うにあたり、本体構 造物の一部を撤去する場合には、本体構造物に損傷を与えないように施工しなければなら ない。   ２．２．２．２．舗舗舗舗装版装版装版装版取取取取壊壊壊壊しししし        受注者は、舗装版取壊しを行うにあたっては、他に影響を与えないように施工しなけれ ばならない。   ３．３．３．３．石積石積石積石積み取み取み取み取壊壊壊壊し等し等し等し等        受注者は、石積み取壊し、コンクリ－トブロック撤去及び吹付法面取壊しを行うにあた っては、地山法面の雨水による浸食や土砂崩れを発生させないよう施工しなければならな い。   ４．鋼材切４．鋼材切４．鋼材切４．鋼材切断断断断        受注者は、鋼材切断を行うにあたっては、本体部材として兼用されている部分において、 本体の部材に悪影響を与えないように処理しなければならない。   ５．５．５．５．    鋼矢板及び鋼矢板及び鋼矢板及び鋼矢板及びＨＨＨＨ鋼鋼鋼鋼杭杭杭杭の引抜き跡のの引抜き跡のの引抜き跡のの引抜き跡の充填充填充填充填        受注者は、鋼矢板及びＨ鋼杭の引抜き跡の空洞を砂等で充填するなどして地盤沈下を生 じないようにしなければならない。   ６．６．６．６．根根根根固めブ固めブ固めブ固めブロロロロックックックック撤撤撤撤去去去去        受注者は、根固めブロック撤去を行うにあたっては、根固めブロックに付着した土砂、 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   泥土、ゴミを現場内において取り除いた後、運搬しなければならない。   ７．コンクリ－ト表面処理７．コンクリ－ト表面処理７．コンクリ－ト表面処理７．コンクリ－ト表面処理        受注者は、コンクリ－ト表面処理を行うにあたっては、周辺環境や対象構造物に悪影響 を与えないように施工しなければならない。   ８．表面処理の施工上の８．表面処理の施工上の８．表面処理の施工上の８．表面処理の施工上の注注注注意意意意        受注者は、コンクリ－ト表面処理を行うにあたっては、供用中の施設に損傷及び機能上 の悪影響が生じないよう施工しなければならない。   ９．道路交通の支９．道路交通の支９．道路交通の支９．道路交通の支障障障障防止対策防止対策防止対策防止対策        受注者は、コンクリ－ト表面処理を行うにあたっては、道路交通に対して支障が生じな いよう必要な対策を講じなければならない。      10101010．施工．施工．施工．施工基基基基準準準準     受注者は、コンクリ－ト表面処理を行うにあたっては、設計図書設計図書設計図書設計図書に従って施工しなけれ ばならない。   11111111．．．．発発発発生生生生するするするする濁濁濁濁水の処水の処水の処水の処分分分分        受注者は、コンクリ－ト表面処理において発生する濁水及び廃材については、設計図書設計図書設計図書設計図書    による処分方法によらなければならない。  ２－９－４２－９－４２－９－４２－９－４    防護柵防護柵防護柵防護柵撤撤撤撤去去去去工工工工      １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、ガ－ドレ－ル、ガ－ドパイプ、横断･転落防止柵、ガ－ドケ－ブル、立入り防 止柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなけ ればならない。      ２．道路交通に対する支２．道路交通に対する支２．道路交通に対する支２．道路交通に対する支障障障障防止防止防止防止        受注者は、ガ－ドレ－ル、ガ－ドパイプ、横断･転落防止柵、ガ－ドケ－ブル、立入り防 止柵の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければな らない。   ３．処３．処３．処３．処分分分分方方方方法法法法        受注者は、ガ－ドレ－ル、ガ－ドパイプ、横断･転落防止柵、ガ－ドケ－ブル、立入り防 止柵の撤去において、設計図書設計図書設計図書設計図書による処分方法によらなければならない。  ２－９－５２－９－５２－９－５２－９－５    標識標識標識標識撤撤撤撤去去去去工工工工      １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、標識撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう 施工しなければならない。   ２．道路交通２．道路交通２．道路交通２．道路交通へへへへの支の支の支の支障障障障防止防止防止防止        受注者は、標識撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じ なければならない。   ３．処３．処３．処３．処分分分分方方方方法法法法        受注者は、標識撤去において、設計図書設計図書設計図書設計図書による処分方法によらなければならない。  ２－９－６２－９－６２－９－６２－９－６    道路付道路付道路付道路付属属属属物物物物撤撤撤撤去去去去工工工工    １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止     受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去に際し て、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ２．道路交通２．道路交通２．道路交通２．道路交通へへへへの支の支の支の支障障障障防止防止防止防止        受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去に際し て、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。   ３．３．３．３．撤撤撤撤去去去去工法工法工法工法     受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去におい ては、適切な工法を検討し施工しなければならない。   ４．処４．処４．処４．処分分分分方方方方法法法法        受注者は、視線誘導標、境界杭、距離標、道路鋲、車線分離標、境界鋲等の撤去におい て、設計図書設計図書設計図書設計図書による処分方法によらなければならない。  ２－９－７２－９－７２－９－７２－９－７    プレキャプレキャプレキャプレキャストストストスト擁壁撤擁壁撤擁壁撤擁壁撤去去去去工工工工   １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、プレキャスト擁壁の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響 が生じないよう施工しなければならない。   ２．２．２．２．他他他他のののの構造構造構造構造物の物の物の物の損傷損傷損傷損傷防止防止防止防止     受注者は、プレキャスト擁壁の一部を撤去する場合には、他の構造物に損傷を与えない ように施工しなければならない。   ３．処３．処３．処３．処分分分分方方方方法法法法     受注者は、プレキャスト擁壁の撤去において、設計図書設計図書設計図書設計図書による処分方法によらなければ ならない。  ２－９－８２－９－８２－９－８２－９－８    排水排水排水排水構造構造構造構造物物物物撤撤撤撤去去去去工工工工            １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、排水構造物の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じ ないよう施工しなければならない。   ２．２．２．２．他他他他のののの構造構造構造構造物物物物へへへへのののの損傷損傷損傷損傷防止防止防止防止        受注者は、排水構造物の撤去に際して、他の排水構造物施設に損傷及び機能上の悪影響 が生じないよう施工しなければならない。   ３．道路交３．道路交３．道路交３．道路交通通通通へへへへの支の支の支の支障障障障の防止の防止の防止の防止        受注者は、排水構造物の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対 策を講じなければならない。   ４．切４．切４．切４．切廻廻廻廻し水路の機能維持し水路の機能維持し水路の機能維持し水路の機能維持     受注者は、側溝・街渠、集水桝・マンホ－ルの撤去に際して、切廻し水路を設置した場 合は、その機能を維持するよう管理しなければならない。   ５．処５．処５．処５．処分分分分方方方方法法法法     受注者は、排水構造物の撤去において、設計図書設計図書設計図書設計図書による処分方法によらなければならな い。  ２－９－９２－９－９２－９－９２－９－９    かごかごかごかご撤撤撤撤去去去去工工工工            １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、じゃかご、ふとんかごの撤去にあたっては、ゴミを現場内において取り除い た後、鉄線とぐり石を分けて運搬しなければならない。   ２．処２．処２．処２．処分分分分方方方方法法法法        受注者は、じゃかご、ふとんかごの撤去において、設計図書設計図書設計図書設計図書による処分方法によらなけ ればならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    ２－９－２－９－２－９－２－９－10 10 10 10 落石落石落石落石雪雪雪雪害防止害防止害防止害防止撤撤撤撤去去去去工工工工            １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去に際して、供用中の施設に損 傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。   ２．処２．処２．処２．処分分分分方方方方法法法法        受注者は、落石防護柵撤去、落石防止網（繊維網）の撤去にあたっては、設計図書設計図書設計図書設計図書によ る処分方法によらなければならない。  ２－９－２－９－２－９－２－９－11 11 11 11 ブブブブロロロロックックックック舗舗舗舗装装装装撤撤撤撤去去去去工工工工            １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、インタ－ロッキングブロック、コンクリ－ト平板ブロック及びノンスリップ の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければ ならない。   ２．道路交通２．道路交通２．道路交通２．道路交通へへへへの支の支の支の支障障障障の防止の防止の防止の防止        受注者は、インタ－ロッキングブロック、コンクリ－ト平板ブロック及びノンスリップ の撤去に際して、道路交通に対して支障が生じないよう必要な対策を講じなければならな い。 ３．処３．処３．処３．処分分分分方方方方法法法法     受注者は、インタ－ロッキングブロック、コンクリ－ト平板ブロック及びノンスリッ プの撤去において、設計図書設計図書設計図書設計図書による処分方法によらなければならない。  ２－９－２－９－２－９－２－９－12 12 12 12 縁石縁石縁石縁石撤撤撤撤去去去去工工工工      １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、供用中の施設に損 傷及び機能上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。   ２．道路交通２．道路交通２．道路交通２．道路交通へへへへの支の支の支の支障障障障防止防止防止防止        受注者は、歩車道境界ブロック、地先境界ブロックの撤去に際して、道路交通に対して 支障が生じないよう必要な対策を講じなければならない。   ３．処３．処３．処３．処分分分分方方方方法法法法        受注者は、歩車道境界ブロック及び地先境界ブロックの撤去において、設計図書設計図書設計図書設計図書による 処分方法によらなければならない。  ２－９－２－９－２－９－２－９－13 13 13 13 冬季冬季冬季冬季安全施設安全施設安全施設安全施設撤撤撤撤去去去去工工工工            １．１．１．１．供供供供用中の施設用中の施設用中の施設用中の施設へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去に際して、供用中の施設に損傷及び機能 上の悪影響が生じないよう施工しなければならない。   ２．適用規定２．適用規定２．適用規定２．適用規定        吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去にあたっては、第３編２－９－３構造物取壊し工の 規定による。   ３．道路交通３．道路交通３．道路交通３．道路交通へへへへの支の支の支の支障障障障防止防止防止防止        受注者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去にあたっては、道路交通に対して支障が 生じないよう必要な対策を講じなければならない。   ４．処４．処４．処４．処分分分分方方方方法法法法     受注者は、吹溜式防雪柵、吹払式防雪柵の撤去において、設計図書設計図書設計図書設計図書による処分方法によ らなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   ２－９－２－９－２－９－２－９－14 14 14 14 骨骨骨骨材再材再材再材再生生生生工工工工            １．１．１．１．骨骨骨骨材再材再材再材再生生生生工の施工工の施工工の施工工の施工        骨材再生工の施工については、設計図書設計図書設計図書設計図書に明示した場合を除き、第１編１－１－18建設 副産物の規定による。   ２．２．２．２．構造構造構造構造物の物の物の物の破砕撤破砕撤破砕撤破砕撤去去去去        受注者は、構造物の破砕、撤去については、第３編２－９－３構造物取壊し工及び第３ 編２－９－６道路付属物撤去工の規定により施工しなければならない。ただし、これらの 規定により難い場合には、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議し承諾承諾承諾承諾を得なければならない。   ３．適切な使用機械の選定３．適切な使用機械の選定３．適切な使用機械の選定３．適切な使用機械の選定        受注者は、骨材再生工の施工にあたり、現場状況、破砕物の内容、破砕量や運搬方法な どから、適切な使用機械を選定しなければならない。   ４４４４．．．．他他他他の部の部の部の部分分分分のののの損傷損傷損傷損傷防止防止防止防止        受注者は、骨材再生工の施工については、施工箇所以外の部分に損傷や悪影響を与えな いように行なわなければならない。   ５．５．５．５．第第第第三者三者三者三者の立の立の立の立ちちちち入入入入り防止処置り防止処置り防止処置り防止処置        受注者は、作業ヤ－ドの出入り口の設置及び破砕作業に際して、関係者以外の立ち入り の防止に対して留意しなければならない。   ６．施工計画書６．施工計画書６．施工計画書６．施工計画書        受注者は、破砕ホッパ－に投入する材質、圧縮強度、大きさ等について使用機械の仕様、 処理能力、選別方法や再生骨材の使用目的を考慮して、小割及び分別の方法を施工計画書 に記載しなければならない。 なお、鉄筋、不純物、ごみや土砂などの付着物の処理は、再生骨材の品質及び使用機械 の適用条件に留意して行なわなければならない。   ７．７．７．７．飛飛飛飛散散散散、、、、粉塵粉塵粉塵粉塵及び及び及び及び振振振振動動動動対策の協議対策の協議対策の協議対策の協議                    受注者は、コンクリ－ト塊やアスファルト塊等の破砕や積込みにあたり、飛散、粉塵及 び振動対策の必要性について変更が伴う場合には、事前に設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協協協協    議議議議しなければならない。   ８．施工８．施工８．施工８．施工ヤヤヤヤ－－－－ドドドドのののの大大大大ききききささささ等の等の等の等の変更変更変更変更の協議の協議の協議の協議                    受注者は、作業ヤ－ ドの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法について変更が伴う場 合は、事前に設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ９．設計図書により９．設計図書により９．設計図書により９．設計図書により難難難難いいいい場場場場合合合合の処置の処置の処置の処置        受注者は、作業ヤ－ドの大きさ及び適切な施工基盤面の整備方法については、設計図書設計図書設計図書設計図書    によるものとし、これにより難い場合は、事前に設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなけ ればならない。      10101010．指定場所．指定場所．指定場所．指定場所以外以外以外以外の仮置きまの仮置きまの仮置きまの仮置きまたはたはたはたは処処処処分分分分        受注者は、施工上やむを得ず指定された場所以外に再生骨材や建設廃棄物を仮置きまた は処分する場合には、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。  ２－９－２－９－２－９－２－９－11115555    運搬運搬運搬運搬処理工処理工処理工処理工            １．工事現場１．工事現場１．工事現場１．工事現場発発発発生生生生品の規定品の規定品の規定品の規定        工事の施工に伴い生じた工事現場発生品については、第１編１－１－17工事現場発生品 の規定による。   ２．建設２．建設２．建設２．建設副産副産副産副産物の規定物の規定物の規定物の規定        工事の施工に伴い生じた建設副産物については、第１編１－１－18建設副産物の規定に 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   よる。   ３．３．３．３．殻殻殻殻運搬運搬運搬運搬処理処理処理処理        受注者は、殻運搬処理、現場発生品の運搬処理を行うにあたり、運搬物が飛散しないよ う適正な処置を行わなければならない。  
第第第第10101010節節節節    仮設工仮設工仮設工仮設工        ２－２－２－２－10101010－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項      １．適用工１．適用工１．適用工１．適用工種種種種        本節は、仮設工として工事用道路工、仮橋・仮桟橋工、路面覆工、土留・仮締切工、砂 防仮締切工、水替工、地下水位低下工、地中連続壁工（壁式）、地中連続壁工（柱列式）、 仮水路工、残土受入れ施設工、作業ヤ－ド整備工、電力設備工、コンクリ－ト製造設備工、 トンネル仮設備工、共同溝仮設備工、防塵対策工、汚濁防止工、防護施設工、除雪工、雪 寒施設工、法面吹付工その他これらに類する工種について定める。   ２．一般事項２．一般事項２．一般事項２．一般事項        受注者は、仮設工については、設計図書設計図書設計図書設計図書の定めまたは監督職員の指示指示指示指示がある場合を除き、 受注者の責任において施工しなければならない。      ３．仮設物の３．仮設物の３．仮設物の３．仮設物の撤撤撤撤去去去去    原原原原形形形形復旧復旧復旧復旧        受注者は、仮設物については、設計図書設計図書設計図書設計図書の定めまたは監督職員の指示指示指示指示がある場合を除き 工事完了後、仮設物を完全に撤去し、原形に復旧しなければならない。  ２－２－２－２－10101010－２－２－２－２    工事用道路工工事用道路工工事用道路工工事用道路工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        工事用道路とは、工事用の資機材や土砂を運搬するために仮に施工された道路をいうも のとする。   ２．工事用道路の計画・施工２．工事用道路の計画・施工２．工事用道路の計画・施工２．工事用道路の計画・施工        受注者は、工事用道路の施工にあたり、予定交通量・地形・気候を的確に把握し、周囲 の環境に影響のないよう対策を講じなければならない。   ３．一般交通の支３．一般交通の支３．一般交通の支３．一般交通の支障障障障防止防止防止防止        受注者は、工事用道路に一般交通がある場合には、一般交通の支障とならないようその 維持管理に留意しなければならない。   ４．工事用道路４．工事用道路４．工事用道路４．工事用道路盛盛盛盛土の施工土の施工土の施工土の施工        受注者は、工事用道路盛土の施工にあたり、不等沈下を起さないように締固めなければ ならない。   ５．５．５．５．盛盛盛盛土部法面の土部法面の土部法面の土部法面の整整整整形形形形        受注者は、工事用道路の盛土部法面の整形する場合は、法面の崩壊が起こらないように 締固めなければならない。   ６．工事用道路の６．工事用道路の６．工事用道路の６．工事用道路の敷敷敷敷砂利砂利砂利砂利        受注者は、工事用道路の敷砂利を行うにあたり、石材を均一に敷均さなければならない。   ７．安定シ－ト７．安定シ－ト７．安定シ－ト７．安定シ－ト     受注者は、安定シ－トを用いて、工事用道路の盛土の安定を図る場合には、安定シ－ト と盛土が一体化して所定の効果が発揮できるよう施工しなければならない。   ８．８．８．８．殻殻殻殻運搬運搬運搬運搬処理処理処理処理        受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   行わなければならない。   ９．９．９．９．既既既既設設設設構造構造構造構造物物物物へへへへのののの影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、工事用道路を堤防等の既設構造物に設置・撤去する場合は、既設構造物に悪 影響を与えないようにしなければならない。  ２－２－２－２－10101010－３－３－３－３    仮仮仮仮橋橋橋橋・仮・仮・仮・仮桟桟桟桟橋橋橋橋工工工工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、仮橋・仮桟橋工を河川内に設置する際に、設計図書設計図書設計図書設計図書に定めがない場合には、 工事完了後及び工事期間中であっても出水期間中は撤去しなければならない。   ２．２．２．２．覆覆覆覆工板工板工板工板とととと仮仮仮仮橋橋橋橋上部上部上部上部ととととのののの接合接合接合接合        受注者は、覆工板と仮橋上部との接合を行うにあたり、隅角部の設置に支障があるとき はその処理方法等の対策を講じなければならない。   ３．仮設３．仮設３．仮設３．仮設高欄高欄高欄高欄及び防及び防及び防及び防舷舷舷舷材の設置材の設置材の設置材の設置        受注者は、仮設高欄及び防舷材を設置するにあたり、その位置に支障があるときは、設 置方法等の対策を講じなければならない。   ４．４．４．４．殻殻殻殻運搬運搬運搬運搬処理処理処理処理        受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適切な処置を 行わなければならない。   ５．５．５．５．杭杭杭杭の施工の施工の施工の施工        受注者は、杭橋脚の施工にあたり、ウォ－タ－ジェットを用いる場合には、最後の打止 めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。  ２－２－２－２－10101010－４－４－４－４    路面路面路面路面覆覆覆覆工工工工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、路面覆工を施工するにあたり、覆工板間の段差、隙間、覆工板表面の滑り及 び覆工板の跳ね上がり等に注意し、交通の支障とならないようにしなければならない。     また、路面覆工の横断方向端部には必ず覆工板ずれ止め材を取り付けなければならない。   ２．２．２．２．第第第第三者三者三者三者の立の立の立の立ちちちち入入入入り防止り防止り防止り防止        受注者は、覆工部の出入り口の設置及び資器材の搬入出に際して、関係者以外の立ち入 りの防止に対して留意しなければならない。   ３．路面３．路面３．路面３．路面覆覆覆覆工工工工桁桁桁桁のののの転倒転倒転倒転倒防止防止防止防止        受注者は、路面勾配がある場合に、覆工板の受桁に荷重が均等にかかるようにすると共 に、受桁が転倒しない構造としなければならない。  ２－２－２－２－10101010－５－５－５－５    土土土土留留留留・仮締切工・仮締切工・仮締切工・仮締切工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、周囲の状況を考慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないように 施工しなければならない。   ２．２．２．２．河積河積河積河積阻阻阻阻害等の防止害等の防止害等の防止害等の防止        受注者は、仮締切工の施工にあたり、河積阻害や河川管理施設、許可工作物等に対する 局所的な洗掘等を避けるような施工をしなければならない。   ３．適用規定３．適用規定３．適用規定３．適用規定        受注者は、河川堤防の開削をともなう施工にあたり、仮締切を設置する場合には、国土 交通省 仮締切堤設置基準（案）の規定による。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工           ４．埋設物の確認４．埋設物の確認４．埋設物の確認４．埋設物の確認                    受注者は、土留・仮締切工の仮設Ｈ鋼杭、仮設鋼矢板の打込みに先行し、支障となる埋 設物の確認確認確認確認のため、溝掘り等を行い、埋設物を確認確認確認確認しなければならない。   ５．５．５．５．溝溝溝溝掘の仮掘の仮掘の仮掘の仮復旧復旧復旧復旧        受注者は、溝掘りを行うにあたり、一般の交通を開放する必要がある場合には、仮復旧 を行い一般の交通に開放しなければならない。                    ６．埋戻し６．埋戻し６．埋戻し６．埋戻し        受注者は、埋戻しを行うにあたり、埋戻し箇所の残材、廃物、木くず等を撤去し、目標 高さまで埋戻さなければならない。   ７．埋戻し箇所の排水７．埋戻し箇所の排水７．埋戻し箇所の排水７．埋戻し箇所の排水        受注者は、埋戻し箇所が水中の場合には、施工前に排水しなければならない。   ８．埋戻土の締固め８．埋戻土の締固め８．埋戻土の締固め８．埋戻土の締固め        受注者は、構造物の隣接箇所や狭い箇所において埋戻しを行う場合は、十分に締固めを 行わなければならない。   ９．埋設９．埋設９．埋設９．埋設構造構造構造構造物周辺の埋戻物周辺の埋戻物周辺の埋戻物周辺の埋戻し     受注者は、埋戻しを行うにあたり、埋設構造物がある場合には、偏土圧が作用しないよ うに、埋戻さなければならない。   10101010．水密性の確保．水密性の確保．水密性の確保．水密性の確保     受注者は、河川構造物付近のように水密性を確保しなければならない箇所の埋戻しにあ たり、埋戻し材に含まれる石が一ケ所に集中しないように施工しなければならない。   11111111．適切な含水比の確保．適切な含水比の確保．適切な含水比の確保．適切な含水比の確保        受注者は、埋戻しの施工にあたり、適切な含水比の状態で行わなければならない。         12121212．埋設物等．埋設物等．埋設物等．埋設物等へへへへのののの損傷損傷損傷損傷防止防止防止防止        受注者は、仮設鋼矢板の打込みにおいて、埋設物等に損傷を与えないよう施工しなけれ ばならない。   13131313．ウォ－タ－ジェット工の．ウォ－タ－ジェット工の．ウォ－タ－ジェット工の．ウォ－タ－ジェット工の最終最終最終最終打止め打止め打止め打止め        受注者は、ウォ－タ－ジェットを用いて仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等を施工する場合には、最 後の打止めを落錘等で貫入させ落ち着かせなければならない。   14141414．．．．杭杭杭杭・矢板引抜き跡の埋戻し・矢板引抜き跡の埋戻し・矢板引抜き跡の埋戻し・矢板引抜き跡の埋戻し        受注者は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞 を砂等で充填しなければならない。   11115555．仮設アンカ－．仮設アンカ－．仮設アンカ－．仮設アンカ－影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、仮設アンカ－の削孔施工については、地下埋設物や周辺家屋等に悪影響を与 えないように行わなければならない。   11116666．土．土．土．土留留留留め材の締付けめ材の締付けめ材の締付けめ材の締付け        受注者は、タイロッド・腹起しあるいは切梁・腹起しの取付けにあたって各部材が一様 に働くように締付けを行わなければならない。      11117777．．．．横横横横矢板の施工矢板の施工矢板の施工矢板の施工        受注者は、横矢板の施工にあたり、掘削と並行してはめ込み、横矢板と掘削土壁との間 に隙間のないようにしなければならない。万一掘りすぎた場合は、良質な土砂、その他適 切な材料を用いて裏込を行うとともに、土留め杭のフランジと土留め板の間にくさびを打 ち込んで、隙間のないように固定しなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     11118888．．．．じゃかごじゃかごじゃかごじゃかご（仮設）施工（仮設）施工（仮設）施工（仮設）施工        受注者は、じゃかご（仮設）施工にあたり、中詰用石材の網目からの脱落が生じないよ う、石材の選定を行わなければならない。    11119999．．．．じゃかごじゃかごじゃかごじゃかご（仮設）の（仮設）の（仮設）の（仮設）の詰石詰石詰石詰石        受注者は、じゃかご（仮設）の詰石にあたり、外廻りに大きな石を配置し、かごの先端 から逐次詰込み、空隙を少なくしなければならない。   20202020．．．．じゃかごじゃかごじゃかごじゃかご（仮設）の（仮設）の（仮設）の（仮設）の布布布布設設設設        受注者は、じゃかご（仮設）の布設にあたり、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭 の位置を定めなければならない。 なお、詰石に際しては、受注者は法肩及び法尻の屈折部が扁平にならないように充填し、 適切な断面形状に仕上げなければならない。   21212121．．．．ふとんかごふとんかごふとんかごふとんかご（仮設）の施工（仮設）の施工（仮設）の施工（仮設）の施工        ふとんかご （仮設） の施工については、本条18～20項の規定による。   22222222．締切．締切．締切．締切盛盛盛盛土土土土着着着着手手手手前前前前の現状地盤確認の現状地盤確認の現状地盤確認の現状地盤確認                    受注者は、締切盛土着手前に現状地盤を確認確認確認確認し、周囲の地盤や構造物に変状を与えない ようにしなければならない。   23232323．．．．盛盛盛盛土部法面の土部法面の土部法面の土部法面の整整整整形形形形        受注者は、盛土部法面の整形を行う場合には、締固めて法面の崩壊がないように施工し なければならない。   24242424．止水シ－トの設置．止水シ－トの設置．止水シ－トの設置．止水シ－トの設置        受注者は、止水シ－トの設置にあたり、突起物やシ－トの接続方法の不良により漏水し ないように施工しなければならない。   22225555．．．．殻殻殻殻運搬運搬運搬運搬処理処理処理処理        受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を 行わなければならない。  ２－２－２－２－10101010－６－６－６－６    砂砂砂砂防仮締切工防仮締切工防仮締切工防仮締切工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、土砂締切、土のう締切、コンクリ－ト締切の施工にあたり、周囲の状況を考 慮し、本体工事の品質、出来形等の確保に支障のないように施工しなければならない。   ２．作業土工の規定２．作業土工の規定２．作業土工の規定２．作業土工の規定        作業土工の施工については、第３編２－３－３作業土工（床掘り・埋戻し）の規定によ る。   ３．土３．土３．土３．土砂砂砂砂締切の規定締切の規定締切の規定締切の規定        土砂締切の施工については、第１編第２章第３節河川土工・海岸土工・砂防土工の規定 による。   ４．コンクリ－ト締切工の規定４．コンクリ－ト締切工の規定４．コンクリ－ト締切工の規定４．コンクリ－ト締切工の規定        コンクリ－ト締切工の施工については、第１編第３章無筋・鉄筋コンクリ－トの規定に よる。  ２－２－２－２－10101010－７－７－７－７    水水水水替替替替工工工工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、ポンプ排水を行うにあたり、土質の確認確認確認確認によって、クイックサンド、ボイリ ングが起きない事を検討すると共に、湧水や雨水の流入水量を充分に排水しなければなら 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   ない。   ２．排水管理２．排水管理２．排水管理２．排水管理        受注者は、本条１項の現象による法面や掘削地盤面の崩壊を招かぬように管理しなけれ ばならない。   ３．排水時の処置３．排水時の処置３．排水時の処置３．排水時の処置        受注者は、河川あるいは下水道等に排水するに場合において、設計図書設計図書設計図書設計図書に明示がない場 合には、施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるいは許可 を受けなければならない。   ４．４．４．４．濁濁濁濁水処理水処理水処理水処理        受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行っ た後、放流しなければならない。  ２－２－２－２－10101010－８－８－８－８    地地地地下下下下水水水水位位位位低低低低下下下下工工工工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、ウェルポイントあるいはディ－プウェルを行うにあたり、施工前に土質の確確確確    認認認認を行い、地下水位、透水係数、湧水量等を確認確認確認確認し、確実に施工しなければならない。   ２．周辺２．周辺２．周辺２．周辺被被被被害の防止害の防止害の防止害の防止        受注者は、周辺に井戸がある場合には、状況の確認確認確認確認につとめ被害を与えないようにしな ければならない。  ２－２－２－２－10101010－９－９－９－９    地中地中地中地中連連連連続壁続壁続壁続壁工（工（工（工（壁壁壁壁式式式式））））      １．１．１．１．ガイドガイドガイドガイドウォ－ウォ－ウォ－ウォ－ルルルルの設置の設置の設置の設置        受注者は、ガイドウォ－ルの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上載荷重、隣接 構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置しなけれ ばならない。   ２．２．２．２．連連連連壁壁壁壁鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋のののの組組組組立立立立        受注者は、連壁鉄筋の組立に際して、運搬、建て込み時に変形が生じないようにしなが ら、所定の位置に正確に設置しなければならない。   ３．３．３．３．鉄筋かご鉄筋かご鉄筋かご鉄筋かごの製作の製作の製作の製作精精精精度度度度の確保の確保の確保の確保        連壁鉄筋を深さ方向に分割して施工する場合には、受注者は、建て込み時の接続精度が 確保できるように、各鉄筋かごの製作精度を保たなければならない。   ４．４．４．４．エレメエレメエレメエレメント間の止水性ント間の止水性ント間の止水性ント間の止水性向向向向上上上上        受注者は、後行エレメントの鉄筋かごの建て込み前に、先行エレメントの、連壁継手部 に付着している泥土や残存している充填砕石を取り除く等エレメント間の止水性の向上を 図らなければならない。   ５．５．５．５．連連連連壁壁壁壁コンクリ－ト打設時のコンクリ－ト打設時のコンクリ－ト打設時のコンクリ－ト打設時の注注注注意意意意        受注者は、連壁コンクリ－トの打設に際して、鉄筋かごの浮き上がりのないように施工 しなければならない。   ６．６．６．６．余余余余盛盛盛盛りコンクリ－トの施工りコンクリ－トの施工りコンクリ－トの施工りコンクリ－トの施工        打設天端付近では、コンクリ－トの劣化が生ずるため、受注者は50cm以上の余盛りを行 う等その対応をしなければならない。   ７．仮設アンカ－の７．仮設アンカ－の７．仮設アンカ－の７．仮設アンカ－の削削削削孔孔孔孔時の時の時の時の注注注注意意意意        受注者は、仮設アンカ－の削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えな いように行わなければならない。 



 222 

第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    ８．切８．切８．切８．切梁梁梁梁・・・・腹起腹起腹起腹起し取付け時のし取付け時のし取付け時のし取付け時の注注注注意意意意        受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くように締付けを行わな ければならない。   ９．９．９．９．殻殻殻殻運搬運搬運搬運搬処理処理処理処理        受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように適正な処置を行 わなければならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－10 10 10 10 地中地中地中地中連連連連続壁続壁続壁続壁工（柱工（柱工（柱工（柱列式列式列式列式））））            １．１．１．１．ガイドガイドガイドガイドトトトトレレレレンチの設置ンチの設置ンチの設置ンチの設置        受注者は、ガイドトレンチの設置に際して、表層地盤の状況、地下水位上載荷重、隣接 構造物との関係を考慮して、形状・寸法等を決定し、所定の位置に精度よく設置しなけれ ばならない。   ２．柱２．柱２．柱２．柱列杭列杭列杭列杭の施工の施工の施工の施工        受注者は、柱列杭の施工に際して、各杭の施工順序、間隔、柱列線及び掘孔精度等に留 意し、連続壁の連続性の確保に努めなければならない。   ３．３．３．３．オオオオ－－－－ババババ－－－－ララララッッッップ配プ配プ配プ配置置置置        オ－バ－ラップ配置の場合に、受注者は、隣接杭の材齢が若く、固化材の強度が平均し ているうちに掘孔しなければならない。   ４．４．４．４．芯芯芯芯材の建込み材の建込み材の建込み材の建込み        受注者は、芯材の建て込みに際して、孔壁を損傷しないようにするとともに、芯材を孔 心に対して垂直に建て込まなければならない。   ５．５．５．５．芯芯芯芯材の材の材の材の挿挿挿挿入入入入        受注者は、芯材の挿入が所定の深度まで自重により行えない場合には、孔曲り、固化材 の凝結、余掘り長さ不足、ソイルセメントの攪拌不良等の原因を調査し、適切な処置を講 じなければならない。   ６．仮設アンカ－の６．仮設アンカ－の６．仮設アンカ－の６．仮設アンカ－の削削削削孔孔孔孔時の時の時の時の注注注注意意意意        受注者は、仮設アンカ－の削孔施工にあたり、地下埋設物や周辺家屋等に影響を与えな いように行わなければならない。   ７．切７．切７．切７．切梁梁梁梁・・・・腹起腹起腹起腹起し取付け時のし取付け時のし取付け時のし取付け時の注注注注意意意意        受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、各部材が一様に働くように締付けを行わな ければならない。   ８．８．８．８．殻殻殻殻運搬運搬運搬運搬処理処理処理処理        受注者は、殻運搬処理を行うにあたっては、運搬物が飛散しないように、適正な処置を 行わなければならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－11 11 11 11 仮水路工仮水路工仮水路工仮水路工            １．排水施設の１．排水施設の１．排水施設の１．排水施設の損傷損傷損傷損傷防止防止防止防止        受注者は、工事車両等によりヒュ－ム管、コルゲ－トパイプ、塩ビ管の破損を受けない よう、設置しなければならない。   ２．排水管２．排水管２．排水管２．排水管撤撤撤撤去去去去跡の埋戻し跡の埋戻し跡の埋戻し跡の埋戻し        受注者は、ヒュ－ム管・コルゲ－トパイプ、塩ビ管の撤去後、埋戻しを行う場合には、 埋戻しに適した土を用いて締固めをしながら埋戻しをしなければならない。   ３．３．３．３．素素素素掘側掘側掘側掘側溝溝溝溝の施工の施工の施工の施工        受注者は、素掘側溝の施工にあたり、周囲の地下水位への影響が小さくなるように施工 しなければならない。また、水位の変動が予測される場合には、必要に応じて周囲の水位 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   観測を行わなくてはならない。   ４．切４．切４．切４．切梁梁梁梁・・・・腹起腹起腹起腹起し取付け時のし取付け時のし取付け時のし取付け時の注注注注意意意意        受注者は、切梁・腹起しの取付けにあたり、切梁・腹起しが一様に働くように締付けを 行わなければならない。   ５．仮設鋼矢板水路５．仮設鋼矢板水路５．仮設鋼矢板水路５．仮設鋼矢板水路        受注者は、仮設の鋼矢板水路を行うにあたり、控索材等の取付けにおいて、各控索材等 が一様に働くように締付けを行わなければならない。   ６．６．６．６．杭杭杭杭・矢板等の引抜跡の埋戻し・矢板等の引抜跡の埋戻し・矢板等の引抜跡の埋戻し・矢板等の引抜跡の埋戻し     受注者は、仮設Ｈ鋼杭、鋼矢板等の引抜き跡を沈下など地盤の変状を生じないよう空洞 を砂等で充填しなければならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－12 12 12 12 残残残残土土土土受受受受入入入入れれれれ施設工施設工施設工施設工            １．１．１．１．搬入搬入搬入搬入土土土土砂砂砂砂の周の周の周の周囲囲囲囲へへへへのののの流流流流出防止出防止出防止出防止        受注者は、雨水の排水処理等を含めて、搬入土砂の周囲への流出防止対策を、講じな ければならない。   ２．コンクリ－トブ２．コンクリ－トブ２．コンクリ－トブ２．コンクリ－トブロロロロック等の仮置き時の防護ック等の仮置き時の防護ック等の仮置き時の防護ック等の仮置き時の防護        受注者は、コンクリ－トブロック、プレキャストＬ型擁壁、プレキャスト逆Ｔ型擁壁を 仮置きする場合には、転倒、他部材との接触による損傷がないようにこれらを防護しなけ ればならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－13 13 13 13 作業作業作業作業ヤヤヤヤ－－－－ド整ド整ド整ド整備工備工備工備工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、ヤ－ド造成を施工するにあたり、工事の進行に支障のないように位置や規模 を検討し造成・整備しなければならない。   ２．２．２．２．敷敷敷敷砂利砂利砂利砂利施工の施工の施工の施工の注注注注意意意意        受注者は、ヤ－ド内に敷砂利を施工する場合、ヤ－ド敷地内に砕石を平坦に敷均さなけ ればならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－14 14 14 14 電電電電力力力力設備工設備工設備工設備工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、受電設備、配電設備、電動機設備、照明設備を設置するにあたり、必要とな る電力量等を把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備としなければならない。   ２．電２．電２．電２．電気主気主気主気主任任任任技術技術技術技術者者者者        受注者は、電気事業法において定める 自家用電気工作物施設の維持管理保守において電 気主任技術者を選び、監督職員に提示提示提示提示するとともに、保守規定を制定し適切な運用をしな ければならない。   ３．防３．防３．防３．防音音音音対策対策対策対策        受注者は、騒音が予見される設備を設置する場合には、防音対策を講じるなど、周辺環 境に配慮しなければならない。  ２２２２－－－－10101010－－－－11115555    コンクリ－ト製コンクリ－ト製コンクリ－ト製コンクリ－ト製造造造造設備工設備工設備工設備工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        コンクリ－トプラント設備は、練り上がりコンクリ－トを排出する時に材料の分離を起 こさないものとする。   ２．コンクリ－トの２．コンクリ－トの２．コンクリ－トの２．コンクリ－トの練練練練りまりまりまりまぜぜぜぜ        受注者は、コンクリ－トの練りまぜにおいてはバッチミキサを用いなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ３．３．３．３．ケケケケ－ブ－ブ－ブ－ブルルルルククククレレレレ－ン設備の－ン設備の－ン設備の－ン設備のバケバケバケバケットのットのットのットの構造構造構造構造        ケ－ブルクレ－ン設備のバケットの構造は、コンクリ－トの投入及び搬出の際に材料の 分離を起こさないものとし、また、バケットからコンクリ－トの排出が容易でかつ速やか なものとする。  ２－２－２－２－10101010－－－－11116666    トントントントンネネネネルルルル仮設備工仮設備工仮設備工仮設備工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、トンネル仮設備について、本体工事の品質・性能等の確保のため、その保守 に努めなければならない。   ２．トン２．トン２．トン２．トンネネネネルルルル照照照照明設備の設置明設備の設置明設備の設置明設備の設置        受注者は、トンネル照明設備を設置するにあたり、切羽等直接作業を行う場所、保線作 業、通路等に対して適切な照度を確保するとともに、明暗の対比を少なくするようにしな ければならない。また、停電時等の非常時への対応についても配慮した設備としなければ ならない。   ３．用水設備の設置３．用水設備の設置３．用水設備の設置３．用水設備の設置        受注者は、用水設備を設置するにあたり、さっ孔水、コンクリ－ト混練水、洗浄水、機 械冷却水等の各使用量及び水質を十分把握し、本体工事の施工に支障が生じない設備とし なければならない。      ４．トン４．トン４．トン４．トンネネネネルルルル排水設備の設置排水設備の設置排水設備の設置排水設備の設置        受注者は、トンネル排水設備を設置するにあたり、湧水量を十分調査し、作業その他に 支障が生じないようにしなければならない。また、強制排水が必要な場合には、停電等の 非常時に対応した設備としなければならない。   ５．トン５．トン５．トン５．トンネネネネルルルル換換換換気気気気設備の設置設備の設置設備の設置設備の設置        受注者は、トンネル換気設備の設置にあたり、発破の後ガス、粉じん、内燃機関の排気 ガス、湧出有毒ガス等について、その濃度が関係法令等で定められた許容濃度以下に坑内 環境を保つものとしなければならない。また、停電等の非常時に対応についても考慮した 設備としなければならない。   ６．トン６．トン６．トン６．トンネネネネルルルル送送送送気気気気設備の設置設備の設置設備の設置設備の設置        受注者は、トンネル送気設備の設置にあたり、排気ガス等の流入を防止するように吸気 口の位置の選定に留意しなければならない。 また、停電等の非常時への対応についても考 慮した設備としなければならない。     受注者は、機械による掘削作業、せん孔作業及びコンクリ－ト等の吹付け作業にあたり、 湿式の機械装置を用いて粉じんの発散を防止するための措置を講じなければならない。   ７．トン７．トン７．トン７．トンネネネネルルルル工事工事工事工事連連連連絡絡絡絡設備の設置設備の設置設備の設置設備の設置        受注者は、トンネル工事連絡設備の設置にあたり、通常時のみならず非常時における連連連連    絡絡絡絡に関しても考慮しなければならない。   ８．８．８．８．換換換換気装気装気装気装置の設置置の設置置の設置置の設置        受注者は、換気装置の設置にあたり、トンネルの規模、施工方法、施工条件等を考慮し た上で、坑内の空気を強制的に換気するのに効果的な換気装置のものを選定しなければな らない。   ９．９．９．９．集じん装集じん装集じん装集じん装置の設置置の設置置の設置置の設置        受注者は、集じん装置の設置にあたり、トンネル等の規模等を考慮した上で、十分な処 理容量を有しているもので、粉じんを効率よく捕集し、かつ、吸入性粉じんを含めた粉じ 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   んを清浄化する処理能力を有しているものを選定しなければならない。   10101010．．．．換換換換気気気気等の等の等の等の効効効効果確認果確認果確認果確認                    受注者は、換気の実施等の効果を確認確認確認確認するにあたって、半月以内ごとに１回、定期に、 定められた方法に従って、空気の粉じん濃度等について測定を行わなければならない。こ の際、粉じん濃度（吸入性粉じん濃度）目標レベルは３㎎/m3以下とし、掘削断面積が小さ いため、３㎎/m3を達成するのに必要な大きさ（口径）の風管又は必要な本数の風管の設置、 必要な容量の集じん装置の設置等が施工上極めて困難であるものについては、可能な限り、 ３㎎/m3に近い値を粉じん濃度目標レベルとして設定し、当該値を記録しておくこと。また、 各測定点における測定値の平均値が目標レベルを超える場合には、作業環境を改善するた めの必要な措置を講じなければならない。 粉じん濃度等の測定結果は関係労働者の閲覧できる措置を講じなければならない。   11111111．トン．トン．トン．トンネネネネルルルル充充充充電設備の設置電設備の設置電設備の設置電設備の設置        受注者は、トンネル充電設備を設置するにあたり、機関車台数等を考慮し工事に支障が 生じないよう充電所の大きさ及び充電器台数等を決定しなければならない。また、充電中 の換気に対する配慮を行わなければならない。   12121212．ス．ス．ス．スライドセライドセライドセライドセントントントントルルルルのののの組組組組立立立立解解解解体体体体        受注者は、スライドセントル組立解体にあたり、換気管及び送気管等の損傷に留意し、 また移動時にねじれなどによる変形を起こさないようにしなければならない。組立時には、 可動部が長期間の使用に耐えるようにしなければならない。   13131313．防水作業．防水作業．防水作業．防水作業台車台車台車台車        受注者は、防水作業台車の構造を防水シ－トが作業台端部で損傷しない構造とするとと もに、作業台組立解体にあたり、施工済みの防水シ－トを損傷することのないように作業 しなければならない。   14141414．タ－ン．タ－ン．タ－ン．タ－ンテテテテ－ブ－ブ－ブ－ブルルルル設備の設置設備の設置設備の設置設備の設置        受注者は、タ－ンテ－ブル設備の設置にあたり、その動きを円滑にするため、据付面を よく整地し不陸をなくさなければならない。    11115555．トン．トン．トン．トンネネネネルルルル用用用用濁濁濁濁水処理設備の設置水処理設備の設置水処理設備の設置水処理設備の設置        受注者は、トンネル用濁水処理設備の設置にあたり、水質汚濁防止法、関連地方自治体 の公害防止条例等の規定による水質を達成できるものとしなければならない。また、設備 については、湧水量、作業内容及び作業の進捗状況の変化に伴う処理水の水質変化に対応 できるものとしなければならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－11117777    防防防防塵塵塵塵対策工対策工対策工対策工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、工事車輛が車輪に泥土、土砂を付着したまま工事区域から外部に出るおそれ がある場合には、タイヤ洗浄装置及びこれに類する装置の設置、その対策について設計図設計図設計図設計図    書書書書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。      ２．２．２．２．砂塵被砂塵被砂塵被砂塵被害防止害防止害防止害防止        受注者は、工事用機械及び車輛の走行によって砂塵の被害を第三者に及ぼすおそれがあ る場合には、散水あるいは路面清掃について、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなけれ ばならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    ２－２－２－２－10101010－－－－11118888    汚濁汚濁汚濁汚濁防止工防止工防止工防止工            １．１．１．１．汚濁汚濁汚濁汚濁防止防止防止防止フフフフェンスの施工ェンスの施工ェンスの施工ェンスの施工        受注者は、汚濁防止フェンスを施工する場合は、設置及び撤去時期、施工方法及び順序 について、工事着手前に検討し施工しなければならない。      ２．２．２．２．河川河川河川河川等等等等へへへへの排水時の処置の排水時の処置の排水時の処置の排水時の処置        受注者は、河川あるいは下水道等に排水する場合において、設計図書設計図書設計図書設計図書に明示がない場合 には、施工前に、河川法、下水道法の規定に基づき、当該管理者に届出、あるいは許可を 受けなければならない。   ３．３．３．３．濁濁濁濁水水水水放流放流放流放流時の処置時の処置時の処置時の処置        受注者は、工事により発生する濁水を関係法令等に従って、濁りの除去等の処理を行っ た後、放流しなければならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－11119999    防護施設工防護施設工防護施設工防護施設工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、防護施設の設置位置及び構造の選定にあたり、発破に伴う飛散物の周辺への 影響がないように留意しなければならない。   ２．仮２．仮２．仮２．仮囲囲囲囲いいいい等によ等によ等によ等による支る支る支る支障障障障対策対策対策対策        受注者は、仮囲いまたは立入防止柵の設置にあたり、交通に支障をきたす場合あるいは 苦情が発生すると予想される場合には、工事前に対策を講じなければならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－20 20 20 20 除雪除雪除雪除雪工工工工        受注者は、除雪を行うにあたり、路面及び構造物、計画地盤に損傷を与えないようにし なければならない。 なお、万一損傷を与えた場合には受注者の責任において元に戻さなければならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－21 21 21 21 雪寒雪寒雪寒雪寒施設工施設工施設工施設工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、ウエザ－シェルタ－及び雪寒仮囲いの施工にあたり、周囲の状況を把握し、 設置位置、向きについて機材の搬入出に支障のないようにしなければならない。   ２．ウ２．ウ２．ウ２．ウエエエエザザザザ－シェ－シェ－シェ－シェルルルルタ－の施工タ－の施工タ－の施工タ－の施工        受注者は、ウエザ－シェルタ－の施工にあたり、支柱の不等沈下が生じないよう留意し なければならない。特に、足場上に設置する場合には足場の支持力の確保に留意しなけれ ばならない。   ３．３．３．３．樹木樹木樹木樹木のののの冬囲冬囲冬囲冬囲いいいい        受注者は、樹木の冬囲いとして小しぼり、中しぼり等を施工するにあたり、樹木に対す る損傷が生じないようにしなければならない。  ２－２－２－２－10101010－－－－22 22 22 22 法面法面法面法面吹吹吹吹付工付工付工付工       法面吹付工の施工については、第３編２－14－３吹付工の規定による。  ２－２－２－２－10101010－－－－23 23 23 23 足足足足場工場工場工場工       受注者は、足場工の施工にあたり、「「「「手すり手すり手すり手すり先先先先行行行行工法等に工法等に工法等に工法等に関関関関するするするするガイドライガイドライガイドライガイドライン（ン（ン（ン（厚生厚生厚生厚生労労労労    働省働省働省働省平平平平成成成成21212121年年年年４４４４月月月月））））」」」」によるものとし、足場の組立、解体、変更の作業時及び使用時には、 常時、全ての作業床において二段手すり及び幅木の機能を有するものを設置しなければな らない。     
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第第第第11111111節節節節    軽量盛土工軽量盛土工軽量盛土工軽量盛土工        ２－２－２－２－11111111－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項       本節は、軽量盛土工として軽量盛土工その他これらに類する工種について定める。  ２－２－２－２－11111111－２－２－２－２    軽軽軽軽量量量量盛盛盛盛土工土工土工土工            １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、軽量盛土工を行う場合の材料については、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければならない。   ２．２．２．２．軽軽軽軽量材の量材の量材の量材の損傷損傷損傷損傷防止防止防止防止        受注者は、発砲スチロ－ル等の軽量材の運搬を行うにあたり損傷を生じないようにしな ければならない。仮置き時にあたっては飛散防止に努めるとともに、火気、油脂類を避け 防火管理体制を整えなければならない。また、長期にわたり紫外線を受ける場合はシ－ト 等で被覆しなければならない。   ３．３．３．３．湧湧湧湧水水水水があがあがあがある場る場る場る場合合合合の処置の処置の処置の処置        受注者は、基盤に湧水がある場合、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならな い。   ４．４．４．４．最最最最下下下下層層層層ブブブブロロロロックの設置ックの設置ックの設置ックの設置        受注者は、軽量材の最下層ブロックの設置にあたっては、特に段差が生じないように施 工しなければならない。   ５．ブ５．ブ５．ブ５．ブロロロロック間の固定ック間の固定ック間の固定ック間の固定     受注者は、軽量材のブロック間の固定にあたっては、設計図書設計図書設計図書設計図書に示された場合を除き、 緊結金具を使用し固定しなければならない。   ６．中間床６．中間床６．中間床６．中間床版版版版        受注者は、中間床版については、設計図書設計図書設計図書設計図書に示された場合を除き、必要に応じて監督職 員と協議協議協議協議しなければならない。 
    

第第第第12121212節節節節    工場工場工場工場製作工（共通）製作工（共通）製作工（共通）製作工（共通）     ２－２－２－２－12121212－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項       本節は、工場製作工として、桁製作工、検査路製作工、鋼製伸縮継手製作工、落橋防止 装置製作工、橋梁用防護柵製作工、アンカ－フレ－ム製作工、プレビ－ム用桁製作工、鋼 製排水管製作工、工場塗装工その他これらに類する工種について定める。  ２－２－２－２－12121212－２－２－２－２    材料材料材料材料      １．材料確認１．材料確認１．材料確認１．材料確認                    受注者は、鋼材にＪＩＳマ－ク表示のないもの（ＪＩＳマ－ク表示認証を受けていない もの、ＪＩＳマ－ク表示品であってもマ－ク表示の確認確認確認確認ができないものも含む）につい て以下のとおり確認確認確認確認しなければならない。 （１）鋼材に製造ロット番号等が記され、かつ、これに対応するミルシ－ト等が添付 されているものについては、ミルシ－ト等による品質確認確認確認確認及び現物による員数、形 状寸法確認確認確認確認によるものとする。 なお、ミルシ－ト等とは、鋼材の購入条件によりミルシ－トの原本が得られない 場合のミルシ－トの写しも含むものとするが、この場合その写しが当該鋼材と整合 していることを保証するものの氏名、捺印及び日付がついているものに限る。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   （２）鋼材の製造ロット番号等が不明で、ミルシ－ト等との照合が不可能なもののうち、 主要構造部材として使用する材料については、機械試験による品質確認確認確認確認及び現物に よる員数、形状寸法確認確認確認確認による材料確認確認確認確認を行うものとする。 なお、機械試験の対象とする材料の選定については監督職員と協議協議協議協議するものとす る。     （３）上記以外の材料については、現物による員数、形状寸法確認確認確認確認を行うものとする。   ２．２．２．２．ミミミミルルルルシ－トの提出シ－トの提出シ－トの提出シ－トの提出                    受注者は、鋼材の材料のうち、主要構造部材に使用される鋼材の品質が記されたミルシ －トについて、工事完成時に提出提出提出提出するものとする。   ３．３．３．３．溶接溶接溶接溶接材材材材料料料料        受注者は、溶接材料の使用区分を表２－45に従って設定しなければならない。  表２－表２－表２－表２－44445555    溶接溶接溶接溶接材料材料材料材料区区区区分分分分    

受注者は、耐候性鋼材を溶接する場合は、耐候性鋼材用の溶接材料を用いなければなら ない。     なお、被覆ア－ク溶接で施工する場合で以下の項目に該当する場合は、低水素系溶接棒 を使用するものとする。     （１）耐候性鋼材を溶接する場合     （２）SM490以上の鋼材を溶接する場合   ４．４．４．４．被覆被覆被覆被覆ア－クア－クア－クア－ク溶接溶接溶接溶接棒棒棒棒        受注者は、被覆ア－ク溶接棒を表２－46に従って乾燥させなければならない。 

使 用 区 分 使用する溶接材料 強度の同じ鋼材を溶接する場合 

 

母材の規格値と同等またはそれ以上の機械的性質を有する溶接材料 強度の異なる鋼材を溶接する場合 低強度側の母材の規格値と同等またはどれ以上の機械的性質を有する溶接材料 じん性の同じ鋼材を溶接する場合 

 

母材の要求値と同等またはそれ以上のじん性を有する溶接材料 じん性の異なる鋼材を溶接する場合 低じん性側の母材の要求値と同等またはそれ以上のじん性を有する溶接材料 耐侯性鋼と普通鋼を溶接する場合 普通鋼の母材と同等またはそれ以上の機械的性質、じん性を有する溶接材料 耐侯性鋼と耐侯性鋼を溶接する場合 母材と同等またはそれ以上の機械的性質、じん性及び耐侯性鋼を有する溶接材料 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   表２－表２－表２－表２－44446666    溶接溶接溶接溶接棒乾燥棒乾燥棒乾燥棒乾燥のののの温度と温度と温度と温度と時間時間時間時間    
   ５．５．５．５．ササササブブブブママママ－ジア－ク－ジア－ク－ジア－ク－ジア－ク溶接溶接溶接溶接に用に用に用に用いいいいるるるるフラフラフラフラックスックスックスックス        受注者は、サブマ－ジア－ク溶接に用いるフラックスを表２－47に従って乾燥させなけ ればならない。 
 表２－表２－表２－表２－44447777    フラフラフラフラックスのックスのックスのックスの乾燥乾燥乾燥乾燥のののの温度と温度と温度と温度と時間時間時間時間    
   ６．６．６．６．CCCCOOOO2222ガガガガスシ－スシ－スシ－スシ－ルドルドルドルドア－クア－クア－クア－ク溶接溶接溶接溶接に用に用に用に用いいいいるるるるCCCCOOOO2222ガガガガスススス        CO2ガスシ－ルドア－ク溶接に用いるCO2ガスは、JIS K1106（液化二酸化炭素（液化炭酸 ガス） ）に規定された第３種を使用するものとする。   ７．工場７．工場７．工場７．工場塗装塗装塗装塗装工の材料工の材料工の材料工の材料        工場塗装工の材料については、以下の規定によるものとする。     （１）受注者は、JISに適合した塗料を使用しなければならない。また受注者は、設計図設計図設計図設計図    書書書書に特に明示されていない場合は、施工前に色見本により監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なけ ればならない。        （２）受注者は、塗料を直射日光が受けない場所に保管し、その取扱について、関係諸 法令及び諸法規を遵守しなければならない。     （３）受注者は、多液型塗料を使用する場合、混合の際の混合割合、混合法混合塗料の 状態、使用時間等について使用塗料の仕様を遵守しなければならない。     （４）受注者は、塗料の可使時間は、表２－48の基準を遵守しなければならない。 

溶接棒の種類 溶接棒の状態 乾燥温度 乾燥時間 軟鋼用被覆  ア－ク溶接棒  乾燥 （開封） 後12時間以上  経過したときもしくは溶接棒  が吸湿したおそれがあるとき 100～150℃ １時間以上 低水素系被覆  ア－ク溶接棒  乾燥（開封）後４時間以上経  過したときもしくは溶接棒が  吸湿したおそれがあるとき 300～400℃ １時間以上 
フラックスの種類 乾燥温度 乾燥時間 溶触フラックス 150～200℃ １時間以上 ボンドフラックス 200～250℃ １時間以上 
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  表２－表２－表２－表２－44448888    塗塗塗塗料の料の料の料の可可可可使時間使時間使時間使時間    

     （５）受注者は、塗料の有効期限を、ジンクリッチペイントの亜鉛粉末製造後６カ月以 内、その他の塗料は製造後12カ月とし、有効期限を経過した塗料は使用してはなら ない。  ２－２－２－２－12121212－３－３－３－３    桁桁桁桁製作工製作工製作工製作工            １．製作１．製作１．製作１．製作加加加加工工工工     製作加工については、以下の規定によるものとする。     （１）原寸       ① 受注者は、工作に着手する前に原寸図を作成し、図面図面図面図面の不備や製作上に支障が        ないかどうかを確認確認確認確認しなければならない。       ② 受注者は、原寸図の一部または全部を省略する場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督        職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。 

塗  料  名 可使時間（時間） 長ばく形エッチングプライマ－ 20℃、8以内 無機ジンクリッチプライマ－  無機ジンクリッチペイント  有機ジンクリッチペイント 20℃、5以内 エポキシ樹脂塗料下塗  変性エポキシ樹脂塗料下塗  亜鉛めっき用エポキシ樹脂塗料下塗  弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料下塗  
10℃、8以内 20℃、5以内 30℃、3以内 変性エポキシ樹脂塗料内面用 20℃、5以内 30℃、3以内 超厚膜形エポキシ樹脂塗料 20℃、3以内 エポキシ樹脂塗料下塗 （低温用）  変性エポキシ樹脂塗料下塗 （低温用）  変性エポキシ樹脂塗料内面用 （低温用）  5℃、5以内 10℃、3以内 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 20℃、1以内 無溶剤形変性エポキシ樹脂塗料 （低温用） 10℃、1以内 コンクリ－ト塗装用エポキシ樹脂プライマ－ 20℃、5以内 ふっ素樹脂塗料用中塗  ふっ素樹脂塗料上塗  弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗  弱溶剤形ふっ素樹脂塗料上塗  コンクリ－ト塗装用エポキシ樹脂塗料中塗  コンクリ－ト塗装用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗  コンクリ－ト塗装用ふっ素樹脂塗料上塗  コンクリ－ト塗装用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗  
20℃、5以内 
30℃、3以内 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工         ③ 受注者は、JIS B 7512 （鋼製巻尺）の１級に合格した鋼製巻尺を使用しなけれ ばならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければ ならない。       ④ 受注者は、現場と工場の鋼製巻尺の使用にあたって、温度補正を行わなければな らない。     （２）工作       ① 受注者は、主要部材の板取りにあたっては、主たる応力の方向と圧延方向とが一 致することを確認確認確認確認しなければならない。        ただし、圧延直角方向でJIS G 3106（溶接構造用圧延鋼材）の機械的性質を満足 する場合や、連結板などの溶接されない部材について板取りする場合は、この限 りではない。         また、連結板などの溶接されない部材についても除くものとする。         なお、板取りに関する資料を保管し、工事完成時に提出提出提出提出しなければならない。       ただし、それ以外で監督職員または検査職員からの請求があった場合は、速やか に提示提示提示提示しなければならない。       ② 受注者は、けがきにあたって、完成後も残るような場所にはタガネ・ポンチ傷を つけてはならない。       ③ 受注者は、主要部材の切断を自動ガス切断法、プラズマア－ク切断法またはレ－ ザ－切断法により行わなければならない。また、フィラ－・タイプレ－ト、形鋼、 板厚10mm以下のガセット・プレ－ト及び補剛材は、せん断により切断してよいが、 切断線に肩落ち、かえり、不揃い等のある場合は縁削りまたはグラインダ－仕上 げを行って平滑に仕上げるものとする。       ④ 受注者は、塗装される主要部材において組立てた後に自由縁となる切断面の角は 面取りを行うものとし、半径２mm以上の曲面仕上げを行うものとする。       ⑤ 受注者は、鋼材の切断面の表面の粗さを、50μm以下にしなければならない。       ⑥ 受注者は、孔あけにあたって、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す径にドリルまたはドリルとリ－マ 通しの併用により行わなければならない。ただし、二次部材 （道示による） で 板厚16mm以下の材片は、押抜きにより行うことができる。         また、仮組立時以前に主要部材に設計図書設計図書設計図書設計図書に示す径を孔あけする場合は、ＮＣ 穿孔機または型板を使用するものとする。         なお、孔あけによって孔の周辺に生じたまくれは削り取るものとする。       ⑦ 受注者は、主要部材において冷間曲げ加工を行う場合、内側半径は板厚の15倍以 上にしなければならない。 なお、これにより難い場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければ ならない。         ただし、JIS Z 2242（金属材料のシャルピ－衝撃試験方法）に規定するシャル ピ－衝撃試験の結果が表２－49に示す条件を満たし、かつ化学成分中の窒素が0． 006 ％を超えない材料については、内側半径を板厚の７倍以上または５倍以上と することができる。 
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  表２－表２－表２－表２－44449999    シシシシャルャルャルャルピピピピ－－－－吸吸吸吸収収収収エエエエネネネネルルルルギギギギ－に対する－に対する－に対する－に対する冷冷冷冷間間間間曲曲曲曲げげげげ加加加加工工工工半径半径半径半径のののの許許許許容容容容値値値値    
［注1］ １番目の数字：最小曲げ半径の板厚の倍率 ［注2］２番目の記号：曲げ加工方向（L：最終圧延方向と同一方向 C：最終圧延方向と直下方向）        ⑧ 受注者は、調質鋼（Ｑ）及び熱加工制御鋼（ＴＭＣ）の熱間加工を行ってはなら ない。     （３）溶接施工       ① 受注者は、溶接施工について各継手に要求される溶接品質を確保するよう、次 の事項を施工計画書へ記載しなければならない。         １）鋼材の種類及び特性         ２）溶接材料の種類及び特性         ３）溶接作業者の保有資格         ４）継手の形状及び精度         ５）溶接環境及び使用設備         ６）溶接施工条件及び留意事項         ７）溶接部の検査方法         ８）不適合品の取り扱い       ② 受注者は、JIS Z 3801（手溶接技術検定における試験方法及び判定基準）に定め られた試験の種類のうち、その作業に該当する試験または、これと同等以上の検 定試験に合格した溶接作業者を従事させなければならない。         ただし、半自動溶接を行う場合は、JIS Z 3841 （半自動溶接技術検定における 試験方法及び判定基準） に定められた試験の種類のうち、その作業に該当する試 験または、これと同等以上の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものと する。         また、サブマ－ジア－ク溶接を行う場合は、Ａ－２Ｆまたは、これと同等以上 の検定試験に合格した溶接作業者を従事させるものとする。         なお、工場溶接に従事する溶接作業者は、６ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ 工事前２ケ月以上引き続きその工場において、溶接工事に従事した者でなければ ならない。         また、現場溶接に従事する溶接作業者は、６ヶ月以上溶接工事に従事し、かつ 適用する溶接施工方法の経験がある者または十分な訓練を受けた者でなければな らない。     （４）溶接施工試験       ① 受注者は、以下の事項のいずれかに該当する場合は、溶接施工試験を行わなけ ればならない。         ただし、二次部材については、除くものとする。         なお、すでに過去に同等またはそれ以上の条件で溶接施工試験を行い、かつ施 工経験をもつ工場では、その溶接施工試験報告報告報告報告書について、監督職員の承諾承諾承諾承諾を得 

シャルピ－吸収エネルギ－ （Ｊ） 冷間曲げ加工の内側半径 付記記号 注） 150以上 板厚の７倍以上 －7L,－7C 200以上 板厚の５倍以上 －5L,－5C 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   た上で溶接施工試験を省略することができる。 １） ＳＭ570またはＳＭＡ570Ｗ、SM520及びＳＭＡ490Ｗにおいて１パスの入熱 量が7,000J／mmを超える場合         ２）SM490、SM490Yにおいて、１パスの入熱量が10,000J／mmを超える場合。         ３）被覆棒ア－ク溶接法（手溶接のみ）、ガスシ－ルドア－ク溶接法（ＣＯ２ ガスあるいはＡｒとＣＯ２の混合ガス） 、サブマ－ジア－ク溶接法以外の 溶接を行う場合         ４）鋼橋製作の実績がない場合         ５）使用実績のないところから材料供給を受ける場合         ６）採用する溶接方法の施工実績がない場合       ② 受注者は、溶接施工試験にあたって、品質管理基準に規定された溶接施工試験 項目から該当する項目を選んで行わなければならない。         なお、供試鋼板の選定、溶接条件の選定その他は、以下によるものとする。 １） 供試鋼板には、同様な溶接条件で取扱う鋼板のうち、最も条件の悪いもの を用いるものとする。 ２） 溶接は、実際の施工で用いる溶接条件で行うものとし、溶接姿勢は実際に 行う姿勢のうち、最も不利なもので行うものとする。 ３） 異種の鋼材の開先溶接試験は、実際の施工と同等の組合わせの鋼材で行う ものとする。            なお、同鋼種で板厚の異なる継手については板厚の薄い方の鋼材で行う ことができる。         ４）再試験は、当初試験時の個数の２倍とする。     （５）組立て        受注者は、部材の組立てにあたって、補助治具を有効に利用し、無理のない姿勢 で組立溶接できるように考慮しなければならない。また支材やストロングバック等 の異材を母材に溶接することは避けるものとする。やむを得ず溶接を行って母材を 傷つけた場合は、本項（12）欠陥部の補修により補修するものとする。     （６）材片の組合わせ精度        受注者は、材片の組合わせ精度を、継手部の応力伝達が円滑で、かつ、継手性能 が確保されるものにしなければならない。材片の組合わせ精度は以下の値とするも のとする。        ただし、施工試験によって誤差の許容量が確認確認確認確認された場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して 監督職員の承諾承諾承諾承諾を得たうえで下記の値以上とすることができる。 ① 開先溶接         ル－ト間隔の誤差：規定値±1．0mm以下         板厚方向の材片の偏心：ｔ≦50薄い方の板厚の10％以下         50＜ｔ５mm以下         ｔ：薄い方の板厚         裏当金を用いる場合の密着度：0．5mm以下         開先角度：規定値±10゜ ② すみ肉溶接         材片の密着度：1．0mm以下 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      （７）組立溶接        受注者は、本溶接の一部となる組立溶接にあたって、本溶接を行う溶接作業者と 同等の技術をもつ者を従事させ、使用溶接棒は、本溶接の場合と同様に管理しな ければならない。         組立溶接のすみ肉脚長 （すみ肉溶接以外の溶接にあってはすみ肉換算の脚長）  は４mm以上とし、長さは80mm以上とするものとする。ただし、厚い方の板厚が12mm 以下の場合、または以下の式により計算した鋼材の溶接われ感受性組成PCMが0． 22%以下の場合は、50mm以上とすることができる｡     （８）予熱       受注者は、鋼種及び溶接方法に応じて、溶接線の両側100mm及びア－クの前方100mm 範囲の母材を表２－50により予熱することを標準とする。  表２－表２－表２－表２－55550 0 0 0 予熱予熱予熱予熱温度温度温度温度の標準の標準の標準の標準    

 ［注］ 「予熱なし」については、気温（室内の場合は室温）が５℃以下の場合は20℃以上に加熱する。  

鋼  種 溶 接 方 法 予熱温度（℃） 板厚区分（mm） 25以下 25をこえ  40以下 40をこえ  50以下 50をこえ  100以下 SM400 低水素系以外の溶接棒  による被覆ア－ク溶接 予熱なし 50 － － 低水素系の溶接棒によ  る被覆ア－ク溶接 予熱なし 予熱なし 50 50 サブマ－ジア－ク溶接  ガスシ－ルドア－ク溶接 予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし SMA  400W  低水素系の溶接棒によ  る被覆ア－ク溶接 予熱なし 予熱なし 50 50 サブマ－ジア－ク溶接  ガスシ－ルドア－ク溶接 予熱なし 予熱なし 予熱なし 予熱なし SM490  SM490Y 低水素系の溶接棒によ  る被覆ア－ク溶接 予熱なし 50 80 80 サブマ－ジア－ク溶接  ガスシ－ルドア－ク溶接 予熱なし 予熱なし 50 50 SM520  SM570 低水素系の溶接棒によ  る被覆ア－ク溶接 予熱なし 80 80 100 サブマ－ジア－ク溶接  ガスシ－ルドア－ク溶接 予熱なし 50 50 80 SMA  490W  SMA  570W  低水素系の溶接棒によ  る被覆ア－ク溶接 予熱なし 80 80 100 サブマ－ジア－ク溶接  ガスシ－ルドア－ク溶接 予熱なし 50 50 80 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （９）溶接施工上の注意       ① 受注者は、溶接を行おうとする部分の、ブロ－ホ－ルやわれを発生させるおそれ        のある黒皮、さび、塗料、油等を除去しなければならない。        また受注者は、溶接を行う場合、溶接線周辺を十分乾燥させなければならない。       ② 受注者は、開先溶接及び主桁のフランジと腹板のすみ肉溶接等の施工にあたって、        原則として部材と同等な開先を有するエンドタブを取付け、溶接の始端及び終端 が溶接する部材上に入らないようにしなければならない。         エンドタブは、部材の溶接端部において所定の溶接品質を確保できる形状寸法 の材片を使用するものとする。         なお、エンドタブは、溶接終了後ガス切断法によって除去し、グラインダ－仕 上げするものとする。 ③ 受注者は、完全溶込み開先溶接の施工においては、原則として裏はつりを行わな ければならない。       ④ 受注者は、部分溶込み開先溶接の施工において、連続した溶接線を２種の溶接法 で施工する場合は、前のビ－ドの端部をはつり、欠陥のないことを確認確認確認確認してから 次の溶接を行わなければならない。ただし、手溶接または半自動溶接で、クレ－ タの処理を行う場合は行わなくてもよいものとする。     ⑤ 受注者は、完全溶込み開先溶接からすみ肉溶接に変化する場合など、溶接線内で 開先形状が変化する場合には、開先形状の遷移区間を設けなければならない。 ⑥ 受注者は、材片の隅角部で終わるすみ肉溶接を行う場合、隅角部をまわして連続 的に施工しなければならない。 ⑦ 受注者は、サブマ－ジア－ク溶接法またはその他の自動溶接法を使用する場合、 継手の途中でア－クを切らないようにしなければならない。         ただし、やむを得ず途中でア－クが切れた場合は、前のビ－ドの終端部をはつ り、欠陥のないことを確認確認確認確認してから次の溶接を行うものとする。     （10）開先溶接の余盛と仕上げ       受注者は、設計図書設計図書設計図書設計図書で、特に仕上げの指定のない開先溶接においては、品質管理基 準の規定値に従うものとし、余盛高が規格値を超える場合には、ビ－ド形状、特に 止端部を滑らかに仕上げなければならない。     （11）溶接の検査       ① 受注者は、工場で行う突合せ溶接継手のうち主要部材の突合わせ継手を、放射線 透過試験、超音波探傷試験で、表２－51に示す１グル－プごとに１継手の抜取り 検査を行わなければならない。         ただし、監督職員の指示指示指示指示がある場合には、それによるものとする。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   表２－表２－表２－表２－55551 1 1 1 主主主主要部材の完全要部材の完全要部材の完全要部材の完全溶溶溶溶込みの込みの込みの込みの突突突突合せ合せ合せ合せ継手の継手の継手の継手の非破壊試験非破壊試験非破壊試験非破壊試験検査検査検査検査率率率率    

 ② 受注者は、現場溶接を行う完全溶込みの突合せ溶接継手のうち、鋼製橋脚のはり 及び柱、主桁のフランジ及び腹板、鋼床版のデッキプレ－トの溶接部については、 表２－52に示す非破壊試験に従い行わなければならない。         また、その他の部材の完全溶込みの突合せ溶接継手において、許容応力度を工場 溶接の同種の継手と同じ値にすることを設計図書設計図書設計図書設計図書に明示された場合には、継手全 長にわたって非破壊試験を行うものとする。     表２－表２－表２－表２－55552 2 2 2 現場現場現場現場溶接を溶接を溶接を溶接を行う行う行う行う完全完全完全完全溶溶溶溶込みの込みの込みの込みの突突突突合せ溶接合せ溶接合せ溶接合せ溶接継手の継手の継手の継手の非破壊試験非破壊試験非破壊試験非破壊試験検査検査検査検査率率率率    

        ただし、受注者は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得て放射線透過試験に代 えて超音波探傷試験を行うことができる。       ③ 受注者は、放射線透過試験による場合で板厚が25mm以下の試験の結果については、        次の規定を満足する場合に合格とする。        引張応力を受ける溶接部JIS Z3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）付属書４  「透過写真によるきずの像の分類方法」 に示された２類以上圧縮応力を受ける溶 接部JIS Z3104（鋼溶接継手の放射線透過試験方法）付属書４ 「透過写真による きずの像の分類方法」 に示された３類以上 

部   材 １検査ロットをグル－プ  分けする場合の１グル－  プの最大継手数 放射線透過試験  撮影枚数  超音波探  傷試験検  査継手数 引 張 部 材 1 １枚（端部を含む） 1 圧 縮 部 材 5 １枚 1 曲 げ 部 材 引張フランジ 1 １枚 1 圧縮フランジ 5 １枚 1 腹  板  応力に直角な  方向の継手 1 １枚（引張側） 1 応力に平行な  方向の継手 1 １枚（端部を含む） 1 鋼 床 版 1 １枚（端部を含む） 1 

部   材 放射線透過試験 超音波探傷試験 撮影箇所 検査長さ 鋼製橋脚のはり及び柱 継手全長を原則とする 主桁のフランジ（鋼床版を  除く）及び腹板 鋼床版のデッキプレ－ト 継手の始終端で連続して 50cm （２枚） 、中間部で １ｍにつき１箇所（１ 枚） 及びワイヤ継部で １箇所（１枚）を原則とする。 継手全長を原則とする 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工            なお、上記規定を満足しない場合で、検査ロットのグル－プが１つの継手から なる場合には、試験を行ったその継手を不合格とする。また、検査ロットのグル －プが２つ以上の継手からなる場合は、そのグル－プの残りの各継手に対し、非 破壊試験を行い合否の判定するものとする。         受注者は、不合格となった継手をその継手全体を非破壊試験によって検査し、 欠陥の範囲を確認確認確認確認のうえ、本項（12）の欠陥部の補修の規定に従い補修しなけれ ばならない。また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。         受注者は、現場溶接を行う完全溶込み突合せ溶接継手の非破壊試験結果が上記        の規定を満足しない場合は、次の処置をとらなければならない。         継手全長を検査した場合は、規定を満足しない撮影箇所を不合格とし、本項（12）         の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するものとする。         また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。         抜取り検査をした場合は、規定を満足しない箇所の両側各１ｍの範囲について 検査を行うものとし、それらの箇所においても上記規定を満足しない場合には、 その１継手の残りの部分のすべてを検査するものとする。不合格となった箇所は、 欠陥の範囲を確認確認確認確認し、本項（12） の欠陥部の補修の規定に基づいて補修するもの とする。         また、補修部分は上記の規定を満足するものとする。なおここでいう継手とは、        継手の端部から交差部または交差部から交差部までを示すものとする。       ④ 受注者は、溶接ビ－ド及びその周辺にいかなる場合も割れを発生させてはならな い。割れの検査は肉眼で行うものとするが、疑わしい場合には、磁粉探傷試験ま たは浸透探傷試験により検査するものとする ⑤ 受注者は、主要部材の突合わせ継手及び断面を構成するＴ継手、かど継手に関し ては、ビ－ド表面にピットを発生させてはならない。        その他のすみ肉溶接または部分溶込み開先溶接に関しては、１継手につき３個、 または継手長さ１ｍにつき３個まで許容するものとする。        ただし、ピットの大きさが１mm以下の場合には、３個を１個として計算するもの とする。 １） 受注者は、ビ－ド表面の凹凸に、ビ－ド長さ25mmの範囲における高低差で 表し、３mmを超える凹凸を発生させてはならない。 ２） 受注者は、アンダ－カットの深さを0．5mm以下とし、オ－バ－ラップを生 じさせてはならない。 ⑥ 外部きずの検査について、磁粉探傷試験または浸透探傷試験を行う者は、それ ぞれの試験の種類に応じたJIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認証）に 規定するレベル2以上の資格を有していなければならない。 内部きずの検査について、放射線透過試験又は超音波探傷試験を行う者は、 それぞれの試験の種類に応じてJIS Z 2305（非破壊試験－技術者の資格及び認 証）に基づく次の1）～3）に示す資格を有していなければならない。   １）放射線透過試験を行う場合は、放射線透過試験におけるレベル2以上の資 格とする。 ２）超音波自動探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベル3の資 格とする。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   ３） 手探傷による超音波探傷試験を行う場合は、超音波探傷試験におけるレベ ル２以上の資格とする。      （12）欠陥部の補修        受注者は、欠陥部の補修を行わなければならない。この場合、補修によって母材 に与える影響を検討し、注意深く行なうものとする。         補修方法は、表２－53に示すとおり行うものとする。これ以外の場合は、設計設計設計設計    図書図書図書図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。なお、補修溶接のビ－ドの 長さは40mm以上とし、補修にあたっては予熱等の配慮を行うものとする。     表２－表２－表２－表２－55553 3 3 3 欠陥欠陥欠陥欠陥のののの補修補修補修補修方方方方法法法法    

 （13）ひずみとり        受注者は、溶接によって部材の変形が生じた場合、プレスまたはガス炎加熱法等によっ て矯正しなければならない。ガス炎加熱法によって矯正する場合の鋼材表面温度及び 冷却法は、表２－54によるものとする。  表２－表２－表２－表２－55554 4 4 4 ガガガガスススス炎炎炎炎加加加加熱熱熱熱法による線状法による線状法による線状法による線状加加加加熱熱熱熱時の鋼材表面時の鋼材表面時の鋼材表面時の鋼材表面温度温度温度温度及び及び及び及び冷却冷却冷却冷却法法法法    
   

 欠陥の種類 補 修 方 法 1 ア－クストライク 母材表面に凹みを生じた部分は溶接肉盛り の後  グラインダ－仕上げする。 わずかな痕跡のある  程度のものはグラインダ－仕上げのみでよい 2 組立溶接の欠陥 欠陥部をア－クエアガウジング等で除去し、必  要であれば再度組立溶接を行う。 3 溶接われ われ部分を完全に除去し、発生原因を究明し  て、それに応じた再溶接を行う。 4 溶接ビ－ド表面のピット ア－クエアガウジングでその部分を除去し、再  溶接する。 5 オ－バ－ラップ グラインダ－で削り を整形する。 6 溶接ビ－ ド表面の凸凹 グラインダ－仕上げする。 7 アンダ－カット 程度に応じて、グラインダ－仕上げのみ、また  は溶接後、グラインダ－仕上げする。 
鋼  種 鋼材表面温度 冷 却 法 調質鋼（Ｑ） 750℃以下 空冷または空冷後600℃以下で水冷 熱加工  制御鋼  （TMC） Ｃeq＞0．38 900℃以下 空冷または空冷後500℃以下で水冷 Ｃeq≦0．38 900℃以下 加熱直後水冷または空冷 その他の鋼材 900℃以下 赤熱状態からの水冷をさける 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工            ただし、（）の項はＣｕ≧0．5（％）の場合に加えるものとする。     （14）仮組立て      ① 受注者が、仮組立てを行う場合は、実際に部材を組み立てて行うこと （以下「実 仮組立」 という。）を基本とする。        ただし、他の方法によって実仮組立てと同等の精度の検査が行える場合は、監督 職員の承諾承諾承諾承諾を得て実施できる。      ② 受注者は、実仮組立てを行う場合、各部材が無応力状態になるような支持を設けな ければならない。ただし、架設条件によりこれにより難い場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関し て監督職員と協議協議協議協議しなければならない。      ③ 受注者は、実仮組立てにおける主要部分の現場添接部または連結部を、ボルト及び ドリフトピンを使用し、堅固に締付けなければならない。      ④ 受注者は、母材間の食い違いにより締付け後も母材と連結板に隙間が生じた場合、 設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得た上で補修しなければならない。   ２．２．２．２．ボルボルボルボルトトトトナナナナットットットット        （１）ボルト孔の径は、表２－55に示すとおりとする。  表２－表２－表２－表２－55555555    ボルボルボルボルトトトト孔孔孔孔のののの径径径径    
      ただし、摩擦接合で以下のような場合のうち、施工上やむを得ない場合は、呼び径＋4． 5mmまでの拡大孔をあけてよいものとする。 なお、この場合は、設計の断面控除（拡大孔の径＋0．5mm）として改めて継手の安 全性を照査するものとする。 ① 仮組立て時リ－ミングが難しい場合       １）箱型断面部材の縦リブ継手       ２）鋼床版橋の縦リブ継手      ② 仮組立ての形状と架設時の形状が異なる場合        鋼床版橋の主桁と鋼床版を取付ける縦継手     （２）ボルト孔の径の許容差は、表２－56に示すとおりとする。       ただし、摩擦接合の場合は１ボルト群の20％に対しては＋1．0mmまで良いものとす る。 

ボルトの呼び ボルトの孔の径（mm） 摩擦/引張接合 支圧接合 Ｍ20 22．5 21．5 Ｍ22 24．5 23．5 Ｍ24 26．5 25．5 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   表２－表２－表２－表２－56565656    ボルボルボルボルトトトト孔孔孔孔のののの径径径径のののの許許許許容容容容差差差差    
     （３）仮組立て時のボルト孔の精度      ① 受注者は摩擦接合を行う材片を組み合わせた場合、孔のずれは1．0mm以下としなけ       ればならない。      ② 受注者は、支圧接合を行う材片を組合わせた場合、孔のずれは0．5mm以下にしなけ       ればならない。      ③ 受注者は、ボルト孔において貫通ゲ－ジの貫通率及び停止ゲ－ジの停止率を、表２       －57のとおりにしなければならない。   表２－表２－表２－表２－57575757    ボルボルボルボルトトトト孔孔孔孔のののの貫貫貫貫通通通通率率率率及び及び及び及び停停停停止止止止率率率率    
  ２－２－２－２－12121212－４－４－４－４    検査路製作工検査路製作工検査路製作工検査路製作工            １．製作１．製作１．製作１．製作加加加加工工工工        （１）受注者は、検査路・昇降梯子・手摺等は原則として溶融亜鉛めっき処理を行わな ければならない。 （２）受注者は、亜鉛めっきのため油抜き等の処理を行い、めっき後は十分なひずみ取 りを行わなければならない。     （３）受注者は、検査路と桁本体との取付けピ－スは工場内で溶接を行うものとする。       やむを得ず現場で取付ける場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得て十分な 施工管理を行わなければならない。     （４）受注者は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認確認確認確認を行わなければならな い。    （５）受注者は、検査路と桁本体の取付けは取付けピ－スを介して、ボルト取合いとし なければならない。ただし、取合いは製作誤差を吸収できる構造とするものとする。   ２．２．２．２．ボルボルボルボルト・ト・ト・ト・ナナナナットの施工ットの施工ットの施工ットの施工        ボルト・ナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定による。  ２－２－２－２－12121212－５－５－５－５    鋼製鋼製鋼製鋼製伸縮伸縮伸縮伸縮継手製作工継手製作工継手製作工継手製作工            １．製作１．製作１．製作１．製作加加加加工工工工        （１）受注者は、切断や溶接等で生じたひずみは仮組立て前に完全に除去しなければな 

ボルトの呼び ボルトの孔の許容差（mm） 摩擦/引張接合 支圧接合 Ｍ20 ＋0．5 ±0．3 Ｍ22 ＋0．5 ±0．3 Ｍ24 ＋0．5 ±0．3 

 ねじの呼び 貫通ゲ－ジ  の径（mm） 貫通率  （％） 停止ゲ－ジ  の径（mm） 停止率  （％） 摩擦接合  引張接合  Ｍ20 21．0 100 23．0 80以上 Ｍ22 23．0 100 25．0 80以上 Ｍ24 25．0 100 27．0 80以上 支圧接合 Ｍ20 20．7 100 21．8 100 Ｍ22 22．7 100 23．8 100 Ｍ24 24．7 100 25．8 100 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   らない。なお、仮止め治具等で無理に拘束すると、据付け時に不具合が生じるので 注意するものとする。     （２）受注者は、フェ－スプレ－トのフィンガ－は、せり合い等間隔不良を避けるため、 一度切りとしなければならない。二度切りの場合には間隔を10mm程度あけるものと       する。     （３）受注者は、アンカ－バ－の溶接には十分注意し、リブの孔に通す鉄筋は工場でリ ブに溶接しておかなければならない。     （４）受注者は、製作完了から据付け開始までの間、遊間の保持や変形・損傷を防ぐた め、仮止め装置で仮固定しなければならない。   ２．２．２．２．ボルボルボルボルト・ト・ト・ト・ナナナナットの施工ットの施工ットの施工ットの施工        ボルト・ナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定による。  ２－２－２－２－12121212－６－６－６－６    落橋落橋落橋落橋防止防止防止防止装装装装置製作工置製作工置製作工置製作工            １．製作１．製作１．製作１．製作加加加加工工工工        ＰＣ鋼材等による落橋防止装置の製作加工については、以下の規定によるものとする。     （１）受注者は、ＰＣ鋼材定着部分及び取付ブラケットの防食については、設計図書設計図書設計図書設計図書に よらなければならない。   ２．２．２．２．ボルボルボルボルト・ト・ト・ト・ナナナナットの施工ットの施工ットの施工ットの施工        ボルト・ナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定による。  ２－２－２－２－12121212－７－７－７－７    橋橋橋橋梁梁梁梁用防護柵製作工用防護柵製作工用防護柵製作工用防護柵製作工            １．製作１．製作１．製作１．製作加加加加工工工工     （１）亜鉛めっき後に塗装仕上げをする場合      ① 受注者は、ビ－ム、パイプ、ブラケット、パドル及び支柱に溶融亜鉛めっきを施し、 その上に工場で仕上げ塗装を行わなければならない。この場合、受注者は、めっき 面に燐酸塩処理などの下地処理を行わなければらない。      ② 受注者は、亜鉛の付着量をJIS G 3302（溶融亜鉛めっき鋼板及び鋼帯）Z27の 275g/m2（両面付着量）以上としなければならない。その場合受注者は、亜鉛の付着 量が前途以上であることを確認確認確認確認しなければならない。      ③ 受注者は、熱化性アクリル樹脂塗料を用いて、20μm以上の塗膜厚で仕上げ塗装を       しなければならない。     （２）亜鉛めっき地肌のままの場合      ① 受注者は、ビ－ム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱及びその他の部材（ケ－ブ       ルは除く）に、成形加工後溶融亜鉛めっきを施さなければならない。      ② 受注者は、亜鉛の付着量をビ－ム、パイプ、ブラケット、パドル、支柱の場合、       JIS H 8641（溶融亜鉛めっき）２種の（HDZ55）の550g/m2（片面の付着量）以上と し、その他の部材（ケ－ブルは除く）の場合は、同じく２種（HDZ35） の350g/m2（片 面の付着量）以上としなければならない。      ③ 受注者は、歩行者、自転車用防護柵が、成形加工後溶融亜鉛めっきが可能な形状と 判断できる場合は、②のその他の部材の場合を適用しなければならない。   ２．２．２．２．ボルボルボルボルト・ト・ト・ト・ナナナナットットットット        （１）ボルト・ナットの塗装仕上げをする場合は、本条１項の製作加工（１）塗装仕上 げをする場合の規定によるものとする。ただし、ステンレス性のボルト・ナットの 場合は、無処理とするものとする。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      （２）ボルト・ナットが亜鉛めっき地肌のままの場合は、本条１項の製作加工（２）亜 鉛めっき地肌のままの場合の規定によるものとする。   ３．アンカ－３．アンカ－３．アンカ－３．アンカ－ボルボルボルボルトトトト        アンカ－ボルトについては、本条２項ボルト・ナットの規定による。  ２－２－２－２－12121212－８－８－８－８    アンカ－アンカ－アンカ－アンカ－フレフレフレフレ－－－－ムムムム製作工製作工製作工製作工            １．アンカ－１．アンカ－１．アンカ－１．アンカ－フレフレフレフレ－－－－ムムムム製作工の施工製作工の施工製作工の施工製作工の施工        アンカ－フレ－ム製作工の施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定による。   ２．アンカ－２．アンカ－２．アンカ－２．アンカ－ボルボルボルボルトのトのトのトのねじねじねじねじの種類の種類の種類の種類    ピピピピッチ及びッチ及びッチ及びッチ及び精精精精度度度度        受注者は、アンカ－ボルトのねじの種類、ピッチ及び精度は、表２－58によらなければ ならない。  表２－表２－表２－表２－58585858    ねじねじねじねじの種類、の種類、の種類、の種類、ピピピピッチ及びッチ及びッチ及びッチ及び精精精精度度度度    

  ２－２－２－２－12121212－９－９－９－９    プレプレプレプレビビビビ－－－－ムムムム用用用用桁桁桁桁製作工製作工製作工製作工      １．製作１．製作１．製作１．製作加加加加工工工工        プレビ－ム用桁の製作加工については、第３編２－12－３桁製作工の規定によるが、仮    組立ては行わないものとする。また、塗装は、プレビ－ム用桁製作後長時間仮置きする場    合は、ジンクリッチプライマ－により、塗装を行なわなければならない。   ２．２．２．２．ボルボルボルボルトトトト･ナ･ナ･ナ･ナットの施工ットの施工ットの施工ットの施工     鋼桁の組立てに使用するボルト･ナットの施工については、第３編２－13－２地組工の規    定による。  ２－２－２－２－12121212－－－－10 10 10 10 鋼製排水管製作工鋼製排水管製作工鋼製排水管製作工鋼製排水管製作工      １．製作１．製作１．製作１．製作加加加加工工工工     （１）受注者は、排水管及び取付金具の防食ついては、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければならな い。     （２）受注者は、取付金具と桁本体との取付けピ－スは工場内で溶接を行うものとし、 工場溶接と同等以上の条件下で行わなければならない。やむを得ず現場で取付ける 場合は十分な施工管理を行わなければならない。     （３）受注者は、桁本体に仮組立て時点で取付け、取合いの確認確認確認確認を行わなければならな い。   ２．２．２．２．ボルボルボルボルト・ト・ト・ト・ナナナナットの施工ットの施工ットの施工ットの施工        ボルト・ナットの施工については、第３編２－12－３桁製作工の規定による。 

 ボルトの呼び径 68mm以下 68mmをこえるもの ねじの種類 メ－トル並目ねじ  JIS B 0205  （一般用メ－トルねじ） メ－トル細目ねじ  JIS B 0205  （一般用メ－トルねじ） ピ ッ チ JIS規格による ６mm 精 度 ３級  JIS B 0209 （一般用メ－トル  ねじ－公差） ３級  JIS B 0209 （一般用メ－トル  ねじ－公差） 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    ２－２－２－２－12121212－－－－11 11 11 11 工場工場工場工場塗装塗装塗装塗装工工工工      １．１．１．１．塗装塗装塗装塗装作業作業作業作業者者者者        受注者は、同種塗装工事に従事した経験を有する塗装作業者を工事に従事させなければ    ならない。   ２．２．２．２．前前前前処理及び処理及び処理及び処理及び素素素素地地地地調整調整調整調整        受注者は、前処理として被塗物表面の塗装に先立ち、さび落とし清掃を行うものとし、    素地調整は設計図書設計図書設計図書設計図書に示す素地調整種別に応じて、以下の仕様を適用しなければならない。     素地調整程度１種     塗膜、黒皮、さび、その他の付着品を完全に除去（素地調整のグレ－ドは、除せい（錆）    程度のISO規格でSa21/2）し、鋼肌を露出させたもの。   ３．３．３．３．気温気温気温気温、、、、湿湿湿湿度度度度のののの条件条件条件条件        受注者は、気温、湿度の条件が表２－59の塗装禁止条件を満足しない場合、塗装を行っ    てはならない。ただし、塗装作業所が屋内で、温度、湿度が調節されているときは、屋外    の気象条件に関係なく塗装してもよい。これ以外の場合は、監督職員と協議協議協議協議しなければな    らない。 ４．４．４．４．新新新新橋橋橋橋鋼製鋼製鋼製鋼製ダダダダムムムムのののの素素素素地地地地調整調整調整調整        受注者は、新橋、鋼製ダムの素地調整にあたっては、素地調整程度１種を行わなければ    ならない。   ５．５．５．５．有有有有害な害な害な害な薬薬薬薬品の品の品の品の禁禁禁禁止止止止        受注者は、施工に際し有害な薬品を用いてはならない。 ６．６．６．６．塗装塗装塗装塗装面の状面の状面の状面の状態態態態        受注者は、鋼材表面及び被塗装面の汚れ、油類等を除去し、乾燥状態の時に塗装しなけ    ればならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    表２－表２－表２－表２－59595959    塗装禁塗装禁塗装禁塗装禁止止止止条件条件条件条件    

注） ※印を付した塗料を低温時に塗布する場合は、低温用の塗料を用いなければならない。  ７．７．７．７．塗装塗装塗装塗装        受注者は、塗り残し、ながれ、しわ等の欠陥が生じないように塗装しなければならない。 ８．８．８．８．塗塗塗塗料の準備料の準備料の準備料の準備        受注者は、塗料を使用前に攪拌し、容器の塗料を均一な状態にしてから使用しなければ    ならない。 

塗装の種類 気温（℃） 湿度  （RH％）   長ばく形エッチングプライマ－   5以下  85以上 無機ジンクリッチプライマ－  無機ジンクリッチペイント  0以下  50以下  有機ジンクリッチペイント   10以下  85以上 エポキシ樹脂塗料下塗※  変性エポキシ樹脂塗料下塗 変性エポキシ樹脂塗料内面用※  10以下  85以上 亜鉛メッキ用エポキシ樹脂塗料下塗 弱溶剤形変性エポキシ樹脂塗料内面用  5以下  85以上  超厚膜形エポキシ樹脂塗料   10以下  85以上 エポキシ樹脂塗料下塗（低温用） ポリウレタン樹脂塗料用下塗（低温用） ポリウレタン樹脂塗料用下塗（低温用）  5以下、20以上  85以上  無溶剤変形性エポキシ樹脂塗料※    5以下、30以上  85以上  無溶剤変形性エポキシ樹脂塗料（低温用）   5以下、20以上  85以上  コンクリ－ト塗装用エポキシ樹脂プライマ－   5以下  85以上 ふっ素樹脂塗料用中塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用中塗 コンクリ－ト塗料用エポキシ樹脂塗料中塗 コンクリ－ト塗料用柔軟形エポキシ樹脂塗料中塗  5以下  85以上 ふっ素樹脂塗料用上塗 弱溶剤形ふっ素樹脂塗料用上塗 コンクリ－ト塗料用エポキシ樹脂塗料上塗 コンクリ－ト塗料用柔軟形ふっ素樹脂塗料上塗  0以下  85以上 鉛・クロムフリ－さび止めペイント 長油性フタル酸樹脂塗料中塗 長油性フタル酸樹脂塗料中塗  5以下  85以上 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ９．９．９．９．必必必必要要要要膜厚膜厚膜厚膜厚の確保の確保の確保の確保        受注者は、溶接部、ボルトの接合部分、その他構造の複雑な部分の必要膜厚を確保する    ように施工しなければならない。 10101010．．．．下塗下塗下塗下塗        （１）受注者は、ボルト締め後または溶接施工のため塗装困難となる部分は、あらかじ め塗装を完了させておくことができる。     （２）受注者は、支承等の機械仕上げ面に、防錆油等を塗布しなければならない。     （３）受注者は、現地溶接を行う部分及びこれに隣接する両側の幅10㎝の部分に工場塗 装を行ってはならない。ただし、さびの生ずるおそれがある場合には防錆剤を塗布 することができるが、溶接及び塗膜に影響を及ぼすおそれのあるものについては溶 接及び塗装前に除去しなければならない。     （４）受注者は、塗装作業にエアレススプレ－、ハケまたはロ－ラ－ブラシを用いなけ ればならない。また、塗布作業に際しては各塗布方法の特徴を理解して行わなけれ ばならない。     （５）受注者は、素地調整程度１種を行ったときは、４時間以内に塗装を施さなければ ならない。   11111111．中．中．中．中塗塗塗塗り・上り・上り・上り・上塗塗塗塗りりりり        （１）受注者は、中塗り及び上塗りにあたっては、被塗装面、塗膜の乾燥及び清掃状態 を確認確認確認確認したうえで行わなければならない。     （２）受注者は、海岸地域、大気汚染の著しい地域などの特殊環境における鋼橋の塗装 については、素地調整終了から上塗完了までを速やかに塗装しなければならない。   12121212．検査．検査．検査．検査        （１）受注者は、工場塗装終了後、塗膜厚検査を行い、塗膜厚測定記録を作成及び保管 し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示するとともに、 工事完成時に提出提出提出提出しなければならない。     （２）受注者は、塗膜の乾燥状態が硬化乾燥状態以上に経過した後塗膜厚測定をしなけ ればならない。     （３）受注者は、同一工事、同一塗装系及び同一塗装方法により塗装された500m2単位毎 25点（１点当たり５回測定）以上塗膜厚の測定をしなければならない。     （４）受注者は、塗膜厚の測定を、塗装系別、塗装方法別、部材の種類別または作業姿 勢別に測定位置を定め、平均して測定できるように配慮しなければならない。     （５）受注者は、膜厚測定器として電磁微厚計を使用しなければならない。     （６）受注者は、以下に示す要領により塗膜厚の判定をしなければならない。      ① 塗膜厚測定値（５回平均）の平均値が、目標塗膜厚（合計値）の90％以上でなけれ ばならない。      ② 塗膜厚測定値（５回平均）の最小値が、目標塗膜厚（合計値）の70％以上でなけれ ばならない。      ③ 塗膜厚測定値（５回平均）の分布の標準偏差は、目標塗膜厚（合計値）の20％を越 えてはならない。ただし、平均値が標準塗膜厚 （合計値） 以上の場合は合格とす る。      ④ 平均値、最小値、標準偏差のそれぞれ３条件のうち１つでも不合格の場合は２倍の 測定を行い基準値を満足すれば合格とし、不合格の場合は、塗増し再検査しなけれ ばならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （７）受注者は、塗料の缶貼付ラベルを完全に保ち、開封しないままで現場に搬入し、 塗料の品質、製造年月日、ロット番号、色彩及び数量を監督職員に提示提示提示提示しなければ ならない。また、受注者は、塗布作業の開始前に出荷証明書及び塗料成績表 （製造 年月日、ロット番号、色採、数量を明記）を確認確認確認確認し、記録、保管し、監督職員また は検査職員の請求があった場合は速やかに提示提示提示提示するとともに、工事完成時に提出提出提出提出し なければならない。  
第第第第13131313節節節節    橋梁架設工橋梁架設工橋梁架設工橋梁架設工     ２－２－２－２－13131313－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項        本節は、橋梁仮設工として、地組工、架設工（クレ－ン架設）、架設工（ケ－ブルク レ－ン架設）、架設工（ケ－ブルエレクション架設）、架設工（架設桁架設）、架設工 （送出し架設）、架設工（トラベラ－クレ－ン架設）その他これらに類する工種につい て定める。  ２－２－２－２－13131313－２－２－２－２    地地地地組組組組工工工工      １．地１．地１．地１．地組組組組部材の仮置き部材の仮置き部材の仮置き部材の仮置き        地組部材の仮置きについては、以下の規定によるものとする。     （１）仮置き中に仮置き台からの転倒、他部材との接触による損傷がないように防護し なければならない。      （２）部材を仮置き中の重ね置きのために損傷を受けないようにしなければならない。     （３）仮置き中に部材について汚損及び腐食を生じないように対策を講じなければなら ない。     （４）仮置き中に部材に、損傷、汚損及び腐食が生じた場合は、速やかに監督職員に報報報報    告告告告し、取り替えまたは補修等の処置を講じなければならない。      ２．地２．地２．地２．地組組組組立立立立        地組立については、以下の規定によるものとする。     （１）組立て中の部材を損傷のないように注意して取扱わなければならない。     （２）組立て中に損傷があった場合、速やかに監督職員に報告報告報告報告し、取り替え、または補 修等の処置を講じなければならない。     （３）受注者は本締めに先立って、橋の形状が設計に適合することを確認確認確認確認しなければな らない。  ２－２－２－２－13131313－３－３－３－３    架架架架設工（ク設工（ク設工（ク設工（クレレレレ－ン－ン－ン－ン架架架架設）設）設）設）      １．地１．地１．地１．地耐力耐力耐力耐力の確認の確認の確認の確認        受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確確確確    認認認認しておかなければならない。   ２．２．２．２．桁桁桁桁架架架架設設設設        桁架設については、以下の規定によるものとする。     （１）架設した主桁に、横倒れ防止の処置を行わなければならない。     （２）Ｉ桁等フランジ幅の狭い主桁を２ブロック以上に地組したものを、単体で吊り上 げたり、仮付けする場合は、部材に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。     （３）ベント上に架設した橋体ブロックの一方は、橋軸方向の水平力をとり得る橋脚、 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   もしくはベントに必ず固定しなければならない。また、橋軸直角方向の横力は各ベ ントの柱数でとるよう検討しなければならない。     （４）大きな反力を受けるベント上の主桁は、その支点反力・応力、断面チェックを行 い、必要に応じて事前に補強しなければならない。  ２－２－２－２－13131313－４－４－４－４    架架架架設工（設工（設工（設工（ケケケケ－ブ－ブ－ブ－ブルルルルククククレレレレ－ン－ン－ン－ン架架架架設）設）設）設）      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        アンカ－フレ－ムは、ケ－ブルの最大張力方向に据付けるものとする。特に、据付け誤    差があると付加的に曲げモ－メントが生じるので、正しい方向、位置に設置するものとす    る。   ２．取り２．取り２．取り２．取りここここわわわわしのしのしのしの必必必必要性確認要性確認要性確認要性確認        受注者は、鉄塔基礎、アンカ－等は取りこわしの必要性の有無も考慮しなければならな    い。   ３．地３．地３．地３．地耐力耐力耐力耐力の確認の確認の確認の確認        受注者は、ベント設備・ベント基礎については、架設前にベント設置位置の地耐力を確    認しておかなければならない。  ２－２－２－２－13131313－５－５－５－５    架架架架設工（設工（設工（設工（ケケケケ－ブ－ブ－ブ－ブルエレルエレルエレルエレクシクシクシクショョョョンンンン架架架架設）設）設）設）      １．適用規定１．適用規定１．適用規定１．適用規定        ケ－ブルエレクション設備、アンカ－設備、鉄塔基礎については、第３編２－13－４架    設工（ケ－ブルクレ－ン架設）の規定による。   ２．２．２．２．桁桁桁桁架架架架設設設設        桁架設については、以下の規定による。     （１）直吊工法       受注者は、直吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、       架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。     （２）斜吊工法       ① 受注者は、斜吊工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるた め、架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければなら ない。       ② 受注者は、本体構造物の斜吊策取付け部の耐力の検討、及び斜吊中の部材の応力 と変形を各段階で検討しなければならない。  ２－２－２－２－13131313－６－６－６－６    架架架架設工（設工（設工（設工（架架架架設設設設桁桁桁桁架架架架設）設）設）設）      １．適用規定１．適用規定１．適用規定１．適用規定        ベント設備・基礎については、第３編２－13－３架設工（クレ－ン架設）の規定による。   ２．２．２．２．横横横横取り設備取り設備取り設備取り設備     受注者は、横取り設備については、横取り中に部材に無理な応力等を発生させないよう にしなければならない。   ３．３．３．３．桁桁桁桁架架架架設設設設        桁架設については、以下の規定によるものとする。     （１）手延機による方法       架設中の各段階において、腹板等の局部座屈を発生させないよ うにしなければなら ない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （２）台船による方法       受注者は、台船の沈下量を考慮する等、橋体の台船への積み換え時に橋体に対して 悪影響がないようにしなければならない。     （３）横取り工法      ① 横取り中の各支持点は、等間隔とし、各支持点が平行に移動するようにしなければ ならない。      ② 横取り作業において、勾配がある場合には、おしみワイヤをとらなければならない。  ２－２－２－２－13131313－７－７－７－７    架架架架設工（設工（設工（設工（送送送送出し出し出し出し架架架架設）設）設）設）      １．１．１．１．送送送送出し工法出し工法出し工法出し工法        受注者は、送出し工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、 架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。 また、送出し作業時にはおしみワイヤをとらなければならない。   ２．適用規定２．適用規定２．適用規定２．適用規定        桁架設の施工については、第３編２－13－６架設工（架設桁架設）の規定による。  ２－２－２－２－13131313－８－８－８－８    架架架架設工（ト設工（ト設工（ト設工（トララララベベベベララララ－ク－ク－ク－クレレレレ－ン－ン－ン－ン架架架架設）設）設）設）      １．１．１．１．片片片片持持持持式式式式工法工法工法工法        受注者は、片持式工法については、完成時と架設時の構造系が変わる工法であるため、 架設時の部材に応力と変形に伴う悪影響が発生しないようにしなければならない。   ２．２．２．２．釣釣釣釣合合合合片片片片持持持持式式式式架架架架設設設設        受注者は、釣合片持式架設では、風荷重による支点を中心とした回転から生ずる応力が 桁に悪影響を及ぼさないようにしなければならない。   ３．３．３．３．解解解解体時の体時の体時の体時の注注注注意意意意        受注者は、現場の事情で、トラベラ－クレ－ンを解体するために架設完了したトラスの 上を後退させる場合には、後退時に上弦材に悪影響を及ぼさないようにしなければならな い。   ４．施工４．施工４．施工４．施工前前前前の検の検の検の検討討討討        受注者は、計画時のトラベラ－クレ－ンの仮定自重と、実際に使用するトラベラ－クレ －ンの自重に差がある場合には、施工前に検討しておかなければならない。  
第第第第14141414節節節節    法面工（共通）法面工（共通）法面工（共通）法面工（共通）     ２－２－２－２－14141414－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項     本節は、法面工として植生工、法面吹付工、法枠工、法面施肥工、アンカ－工、かご工 その他これらに類する工種について定める。  ２－２－２－２－14141414－２－２－２－２    植植植植生生生生工工工工      １．一１．一１．一１．一般事項般事項般事項般事項        種子散布は、主にトラック搭載型のハイドロシ－ダ－と呼ばれる吹付機械を使用して、    多量の用水を加えた低粘度スラリ－状の材料を厚さ１cm未満に散布するものとする。客土    吹付は、主にポンプを用いて高粘度スラリ－状の材料を厚さ１～３cmに吹付けるものとす    る。植生基材吹付工は、ポンプまたはモルタルガンを用いて植生基材（土、木質繊維等）、    有機基材（バ－ク堆肥、ピ－トモス等）等を厚さ３～10cmに吹付けるものとする。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ２．２．２．２．植植植植生生生生用材料の種類、品質、用材料の種類、品質、用材料の種類、品質、用材料の種類、品質、配合配合配合配合        受注者は、使用する材料の種類、品質及び配合については、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければな らない。 また、工事実施の配合決定にあたっては、発芽率を考慮の上で決定し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関し て監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければならない。   ３．３．３．３．肥肥肥肥料料料料がががが設計図書に示設計図書に示設計図書に示設計図書に示されされされされていていていていなななないいいい場場場場合合合合の処置の処置の処置の処置        受注者は、肥料が設計図書設計図書設計図書設計図書に示されていない場合は、使用植物の育成特性、土壌特性、    肥効期間等を考慮して決定し、品質規格証明書を照合した上で、監督職員に承諾承諾承諾承諾を得なけ    ればならない。   ４．４．４．４．芝芝芝芝付け付け付け付け        受注者は、芝付けを行うにあたり、芝の育成に適した土を敷均し、締固めて仕上げなけ    ればならない。   ５．５．５．５．枯死枯死枯死枯死の場の場の場の場合合合合の処置の処置の処置の処置        受注者は、現場に搬入された芝は、速やかに芝付けするものとし、直射光、雨露にさら    したり、積み重ねて枯死させないようにしなければならない。また、受注者は、芝付け後、    枯死しないように養生しなければならない。 なお工事完成引渡しまでに枯死した場合は、受注者は、その原因を調査し、監督職員に 報告するとともに再度施工し、施工結果を監督職員に報告報告報告報告しなければならない。   ６．６．６．６．耳芝耳芝耳芝耳芝        受注者は、張芝、筋芝、人工張芝の法肩に耳芝を施工しなければならない。耳芝とは、    堤防等の法肩の崩れを防ぐために、法肩に沿って天端に巾10～15cm程度の芝を立てて入れ    たものとする。 

  図２－６図２－６図２－６図２－６    耳耳耳耳    芝芝芝芝      
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工         ７．７．７．７．張張張張芝芝芝芝        受注者は、張芝の施工に先立ち、施工箇所を不陸整正し、芝を張り、土羽板等を用いて 地盤に密着させなければならない。次に湿気のある目土を表面に均一に散布し、土羽板等 で打ち固めなければならない。   ８８８８．．．．芝串芝串芝串芝串        受注者は、張芝の脱落を防止するため、張芝一枚当り２～３本の芝串で固定しなければ ならない。また、張付けにあたっては芝の長手を水平方向とし、縦目地を通さず施工しな ければならない。   ９．９．９．９．筋筋筋筋芝芝芝芝        受注者は、筋芝の施工にあたり、芝を敷延べ、上層に土羽土をおいて、丁張りに従い所 定の形状に土羽板等によって崩落しないよう硬く締固めなければならない。芝片は、法面 の水平方向に張るものとし、間隔は30㎝を標準とし、これ以外による場合は設計図書設計図書設計図書設計図書によ るものとする。   10101010．．．．散散散散水水水水        受注者は、夏季における晴天時の散水については、日中を避け朝または夕方に行わなけ ればならない。   11111111．保護．保護．保護．保護養生養生養生養生        受注者は、吹付けの施工完了後は、発芽または枯死予防のため保護養生を行わなければ ならない。また、養生材を吹付ける場合は、種子散布面の浮水を排除してから施工しなけ ればならない。     なお、工事完成引渡しまでに、発芽不良または枯死した場合は、受注者は、その原因を 調査し、監督職員に報告するとともに再度施工し、施工結果を監督職員に報告しなければ ならない。   12121212．種子．種子．種子．種子散布散布散布散布吹吹吹吹付工及び付工及び付工及び付工及び客客客客土土土土吹吹吹吹付付付付工工工工        受注者は、種子散布吹付工及び客土吹付工の施工については、以下の各号の規定によら なければならない。 （１）受注者は、種子散布に着手する前に、法面の土壌硬度試験及び土壌試験（ＰＨ） を行い、その結果を監督職員または検査職員に提出提出提出提出しなければならない。 （２）受注者は、施工時期については、設計図書設計図書設計図書設計図書によるものとするが、特に指定されて いない場合は、乾燥期を避けるものとし、やむを得ず乾燥期に施工する場合は、施 工後も継続した散水養生を行わなければならない。 （３）受注者は、吹付け面の浮土、その他の雑物を取り除き、凹凸は整正しなければな らない。     （４）受注者は、吹付け面が乾燥している場合には、吹付ける前に散水しなければなら ない。     （５）受注者は、材料を撹拌混合した後、均一に吹付けなければならない。     （６）受注者は、吹付け距離及びノズルの角度を、吹付け面の硬軟に応じて調節し、吹 付け面を荒らさないようにしなければならない。   13131313．．．．植植植植生基生基生基生基材材材材吹吹吹吹付付付付        受注者は、植生基材吹付の施工については、以下の各号の規定によらなければならない。     （１）受注者は、施工する前及び施工にあたり、吹付面の浮石その他雑物、付着の害と なるものを、除去しなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工       （２）受注者は、吹付厚さが均等になるよう施工しなければならない。   14141414．．．．植植植植生生生生シ－ト工シ－ト工シ－ト工シ－ト工    植植植植生生生生ママママット工ット工ット工ット工        受注者は、植生シ－ト工、植生マット工の施工については、以下の各号の規定によらな ければならない。     （１）受注者は、シ－ト、マットの境界に隙間が生じないようにしなければならない。     （２）受注者は、シ－ト、マットが自重により破損しないように、ネットを取付けなけ ればならない。   11115555．．．．植植植植生筋生筋生筋生筋の施工の施工の施工の施工        受注者は、植生筋の施工にあたり、植生筋の切断が生じないように施工しなければなら ない。   11116666．．．．植植植植生筋生筋生筋生筋のののの帯帯帯帯間間間間隔隔隔隔        受注者は、植生筋の施工にあたり、帯の間隔を一定に保ち整然と施工しなければならな い。   11117777．．．．植植植植生穴生穴生穴生穴のののの削削削削孔孔孔孔        受注者は、植生穴の施工にあたり、あらかじめマ－クした位置に、所定の径と深さとな るように削孔しなければならない。   11118888．．．．植植植植生穴生穴生穴生穴の埋戻しの埋戻しの埋戻しの埋戻し        受注者は、植生穴の施工にあたり、法面と同一面まで土砂で転圧し、埋戻さなければな らない。  ２－２－２－２－14141414－３－３－３－３    吹吹吹吹付工付工付工付工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、吹付工の施工にあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならな い。     なお、コンクリ－ト及びモルタルの配合は、設計図書設計図書設計図書設計図書によるものとする。 ２．岩盤面２．岩盤面２．岩盤面２．岩盤面へへへへのののの吹吹吹吹付け付け付け付け        受注者は、吹付け面が岩盤の場合には、ごみ、泥土、浮石等の吹付け材の付着に害とな るものは、除去しなければならない。吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなけれ ばならない。また、吹付け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、 打固めなければならない。 ３．３．３．３．湧湧湧湧水水水水発発発発生生生生時の処置時の処置時の処置時の処置        受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれがある と予測された場合には、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ４．４．４．４．補強補強補強補強用金用金用金用金網網網網の設置の設置の設置の設置        受注者は、補強用金網の設置にあたり、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す仕上がり面からの間隔を確保し、 かつ吹付け等により移動しないように、法面に固定しなければならない。また、金網の継 手の重ね巾は、10cm以上重ねなければならない。   ５．５．５．５．吹吹吹吹付け付け付け付け方方方方法法法法        受注者は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、法面の上部より順次 下部へ吹付け、はね返り材料の上に吹付けないようにしなければならない。   ６．作業中６．作業中６．作業中６．作業中断断断断時の時の時の時の吹吹吹吹付け付け付け付け端端端端部処理部処理部処理部処理        受注者は、１日の作業の終了時及び休憩時には、吹付けの端部が次第に薄くなるように 施工するものとし、これに打継ぐ場合は、この部分のごみ、泥土等吹付材の付着に害とな 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工  るものを除去及び清掃し、湿らせてから吹付けなければならない。   ７．７．７．７．吹吹吹吹付け表面仕上げ付け表面仕上げ付け表面仕上げ付け表面仕上げ        受注者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリ－トまたは、モル タル等が付着するように仕上げなければならない。   ８．８．８．８．吹吹吹吹付け時の付け時の付け時の付け時の不不不不良良良良箇所の排箇所の排箇所の排箇所の排除除除除        受注者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように施工しなければならない。     また、はね返り材料は、速やかに取り除いて不良箇所が生じないようにしなければなら ない。   ９．９．９．９．層層層層間間間間はく離はく離はく離はく離の防止の防止の防止の防止        受注者は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように施 工しなければならない。   10101010．．．．吹吹吹吹付工の付工の付工の付工の伸縮目伸縮目伸縮目伸縮目地地地地    水抜き水抜き水抜き水抜き孔孔孔孔        受注者は、吹付工の伸縮目地、水抜き孔の施工については、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければな らない。   11111111．法．法．法．法肩肩肩肩のののの吹吹吹吹付け付け付け付け        受注者は、法肩の吹付けにあたっては、雨水などが浸透しないように地山に沿って巻き 込んで施工しなければならない。  ２－２－２－２－14141414－４－４－４－４    法法法法枠枠枠枠工工工工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        法枠工とは、掘削（切土）または盛土の法面上に、現場打法枠、プレキャスト法枠及び 現場吹付法枠を施工するものである。また、現場吹付法枠とは、コンクリ－トまたはモル タルによる吹付法枠を施工するものである。   ２．法２．法２．法２．法枠枠枠枠工の工の工の工の盛盛盛盛土面施工土面施工土面施工土面施工        受注者は、法枠工を盛土面に施工するにあたり、盛土表面を締固め、平坦に仕上げなけ ればならない。法面を平坦に仕上げた後に部材を法面に定着し、すべらないように積み上 げなければならない。 ３．法３．法３．法３．法枠枠枠枠工の掘工の掘工の掘工の掘削削削削面施工面施工面施工面施工        受注者は、法枠工を掘削面に施工するにあたり、切り過ぎないように平滑に切取らなけ    ればならない。切り過ぎた場合には粘性土を使用し、良く締固め整形しなければならない。   ４．法４．法４．法４．法枠枠枠枠工の工の工の工の基基基基面処理の施工面処理の施工面処理の施工面処理の施工        受注者は、法枠工の基面処理の施工にあたり、緩んだ転石、岩塊等は基面の安定のため    に除去しなければならない。 なお、浮石が大きく取除くことが困難な場合には、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議し なければならない。   ５．法５．法５．法５．法枠枠枠枠工の工の工の工の基礎基礎基礎基礎の施工によるの施工によるの施工によるの施工による影響影響影響影響防止防止防止防止        受注者は、法枠工の基礎の施工にあたり、沈下、滑動、不陸、その他法枠工の安定に影    響を及ぼさぬようにしなければならない。   ６．６．６．６．プレキャプレキャプレキャプレキャスト法スト法スト法スト法枠枠枠枠の設置の設置の設置の設置        受注者は、プレキャスト法枠の設置にあたり、枠をかみ合わせ、滑動しないように積み 上げなければならない。また、枠の支点部分に滑り止め用アンカ－バ－を用いる場合は、 滑り止めアンカ－バ－と枠が連結するよう施工しなければならない。   ７．現場打法７．現場打法７．現場打法７．現場打法枠枠枠枠のアンカ－のアンカ－のアンカ－のアンカ－        受注者は、現場打法枠について地山の状況により、枠の支点にアンカ－を設けて補強す 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   る場合は、アンカ－を法面に直角になるように施工しなければならない。   ８．８．８．８．枠枠枠枠内の土内の土内の土内の土砂砂砂砂詰詰詰詰めめめめ        受注者は、枠内に土砂を詰める場合は、枠工下部より枠の高さまで締固めながら施工し    なければならない。   ９．９．９．９．枠枠枠枠内の土の内の土の内の土の内の土のうううう施工施工施工施工        受注者は、枠内に土のうを施工する場合は、土砂が詰まったものを使用し、枠の下端か    ら脱落しないように固定しなければならない。また、土のうの沈下や移動のないように密    に施工しなければならない。   10101010．．．．枠枠枠枠内の内の内の内の玉玉玉玉石詰石詰石詰石詰めめめめ        受注者は、枠内に玉石などを詰める場合は、クラッシャラン等で空隙を充填しながら施 工しなければならない。   11111111．．．．枠枠枠枠内のコンクリ－ト内のコンクリ－ト内のコンクリ－ト内のコンクリ－ト版張版張版張版張りりりり        受注者は、枠内にコンクリ－ト版などを張る場合は、法面との空隙を生じないように施    工しなければならない。また、枠とコンクリ－ト板との空隙は、モルタルなどで充填しな    ければならない。   12121212．．．．吹吹吹吹付け付け付け付け厚厚厚厚ささささ        受注者は、吹付けにあたり、吹付け厚さが均等になるよう施工しなければならない。 なお、コンクリ－ト及びモルタルの配合は、設計図書設計図書設計図書設計図書によるものとする。 13131313．．．．吹吹吹吹付け施工時の付け施工時の付け施工時の付け施工時の注注注注意意意意            受注者は、吹付け面が吸水性の場合は、事前に吸水させなければならない。また、吹付    け面が土砂の場合は、吹付け圧により土砂が散乱しないように、打固めなければならない。    吹付け材料が飛散し型枠や鉄筋、吹付け面などに付着したときは、硬化する前に清掃除 去しなければならない。      14141414．．．．湧湧湧湧水水水水発発発発生生生生時の処置時の処置時の処置時の処置        受注者は、吹付けの施工に影響を及ぼす湧水が発生した場合、またはそのおそれがある と予測された場合には、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   11115555．．．．吹吹吹吹付け付け付け付け方方方方法法法法        受注者は、吹付けにあたっては、法面に直角に吹付けるものとし、はね返り材料の上に 吹付けてはならない。   11116666．．．．吹吹吹吹付け表面仕上げ付け表面仕上げ付け表面仕上げ付け表面仕上げ        受注者は、吹付け表面仕上げを行う場合には、吹付けた面とコンクリ－トまたはモルタ ル等が付着するように仕上げなければならない。   11117777．．．．吹吹吹吹付け時の付け時の付け時の付け時の不不不不良良良良排排排排除除除除        受注者は、吹付けに際しては、他の構造物を汚さないように、また、はね返り材料は、 速やかに取り除いて不良箇所が生じないように、施工しなければならない。   11118888．．．．層層層層間間間間はく離はく離はく離はく離の防止の防止の防止の防止        受注者は、吹付けを２層以上に分けて行う場合には、層間にはく離が生じないように    施工しなければならない。  ２－２－２－２－14141414－５－５－５－５    法面施法面施法面施法面施肥肥肥肥工工工工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、法面施肥工に使用する肥料は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す使用量を根の回りに均一に施 工しなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ２．施工２．施工２．施工２．施工前前前前のののの調調調調査査査査        受注者は、施肥の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査するものとし、設計図設計図設計図設計図    書書書書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さない場合は設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職 員と協議協議協議協議しなければならない。   ３．支３．支３．支３．支障障障障物の物の物の物の撤撤撤撤去去去去        受注者は、施肥の施工に支障となるゴミ等を撤去した後、施工しなければならない。  ２－２－２－２－14141414－６－６－６－６    アンカ－工アンカ－工アンカ－工アンカ－工      １．施工１．施工１．施工１．施工前前前前のののの調調調調査査査査        受注者は、アンカ－工の施工に際しては、施工前に法面の安定、地盤の状況、地中障害 物及び湧水を調査しなければならない。   ２．異常時の処置２．異常時の処置２．異常時の処置２．異常時の処置        受注者は、本条１項の調査を行った結果、異常を発見し設計図書設計図書設計図書設計図書に示された施工条件と 一致しない場合は、速やかに監督職員に協議協議協議協議しなければならない。   ３．アンカ－の３．アンカ－の３．アンカ－の３．アンカ－の削削削削孔孔孔孔        受注者は、アンカ－の削孔に際して、設計図書設計図書設計図書設計図書に示された位置、削孔径、長さ及び方向 で施工し、周囲の地盤を乱さないよう施工しなければならない。   ４．地質資料による検４．地質資料による検４．地質資料による検４．地質資料による検討討討討        受注者は、事前に既存の地質資料により定着層のスライム形状をよく把握して、削孔中 にスライムの状態や削孔速度などにより、定着層の位置や層厚を推定するものとし、設計設計設計設計    図書図書図書図書に示された削孔長さに変化が生じた場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなけ ればならない。   ５．５．５．５．削削削削孔孔孔孔水水水水        受注者は、削孔水の使用については清水を原則とし、定着グラウトに悪影響を及ぼす物 質を含んだものを使用してはならない。   ６．６．６．６．削削削削孔孔孔孔ススススライムライムライムライムのののの除除除除去去去去        受注者は、削孔について直線性を保つよう施工し、削孔後の孔内は清水によりスライム を除去し、洗浄しなければならない。   ７．材料の保管管理７．材料の保管管理７．材料の保管管理７．材料の保管管理        受注者は、材料を保管する場合は、保管場所を水平で平らな所を選び、地表面と接しな    いように角材等を敷き、降雨にあたらないようにシ－ト等で覆い、湿気、水に対する配慮    を行わなければならない。   ８．８．８．８．ささささびびびび油油油油泥泥泥泥等の付等の付等の付等の付着着着着防止防止防止防止        受注者は、アンカ－鋼材に注入材との付着を害するさび、油、泥等が付着しないように    注意して取扱い、万一付着した場合は、これらを取り除いてから組立加工を行わなければ    ならない。      ９．アンカ－材９．アンカ－材９．アンカ－材９．アンカ－材注入注入注入注入        受注者は、アンカ－材注入にあたり、置換注入と加圧注入により行い、所定の位置に正    確に挿入しなければならない。   10101010．．．．孔孔孔孔内内内内グラグラグラグラウトウトウトウト        受注者は、孔内グラウトに際しては、設計図書設計図書設計図書設計図書に示されたグラウトを最低部から注入す    るものとし、削孔内の排水及び排気を確実に行い所定のグラウトが孔口から排出されるま で作業を中断してはならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     11111111．アンカ－の．アンカ－の．アンカ－の．アンカ－の緊張緊張緊張緊張・定・定・定・定着着着着        受注者は、アンカ－の緊張・定着についてはグラウトが所定の強度に達したのち緊張力    を与え、適性試験、確認確認確認確認試験、定着時緊張力確認確認確認確認試験等により、変位特性を確認確認確認確認し、所定 の有効緊張力が得られるよう緊張力を与えなければならない。     なお、試験方法は「「「「グラグラグラグラウンウンウンウンドドドドアンカ－設計・施工アンカ－設計・施工アンカ－設計・施工アンカ－設計・施工基基基基準、準、準、準、同解同解同解同解説説説説第第第第８８８８章章章章試験試験試験試験」」」」（地盤工（地盤工（地盤工（地盤工    学学学学会会会会。。。。平平平平成成成成24242424年年年年５５５５月月月月））））による。  ２－２－２－２－14141414－７－７－７－７    かごかごかごかご工工工工      １．中１．中１．中１．中詰詰詰詰用用用用ぐぐぐぐりりりり石石石石        受注者は、じゃかごの中詰用ぐり石については、15～25cmのもので、じゃかごの網目よ り大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。   ２．２．２．２．詰石詰石詰石詰石        受注者は、じゃかごの詰石については、じゃかごの先端から石を詰込み、じゃかご内の    空隙を少なくしなければならない。     なお、じゃかごの法肩及び法尻の屈折部が、偏平にならないようにしなければならない。   ３．３．３．３．布布布布設設設設        受注者は、じゃかごの布設については、床ごしらえのうえ、間割りをしてかご頭の位置    を定めなければならない。 ４．４．４．４．連結連結連結連結        受注者は、じゃかごの連結については、丸輪の箇所 （骨線胴輪） でじゃかご用鉄線と 同一規格の鉄線で緊結しなければならない。   ５．５．５．５．開口開口開口開口部の部の部の部の緊結緊結緊結緊結        受注者は、じゃかごの詰石後、じゃかごの材質と同一規格の鉄線を使用し、じゃかごの    開口部を緊結しなければならない。   ６．６．６．６．ふとんかごふとんかごふとんかごふとんかごのののの厚厚厚厚ささささとととと中中中中詰詰詰詰用用用用ぐぐぐぐりりりり石石石石        受注者は、ふとんかごの中詰用ぐり石については、ふとんかごの厚さが30cmの場合は５    ～15cm、ふとんかごの厚さが50cmの場合は、15～20cmの大きさとし、ふとんかごの編目よ    り大きな天然石または割ぐり石を使用しなければならない。   ７．７．７．７．ふとんかごふとんかごふとんかごふとんかごの施工の施工の施工の施工        受注者は、ふとんかごの施工については、前各項により施工しなければならない。  
第第第第15151515節節節節    擁壁工（共通擁壁工（共通擁壁工（共通擁壁工（共通）  ２－２－２－２－15151515－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項       本節は、擁壁工としてプレキャスト擁壁工、補強土壁工、井桁ブロック工その他これら に類する工種について定める。  ２－２－２－２－11115555－２－２－２－２    プレキャプレキャプレキャプレキャストストストスト擁壁擁壁擁壁擁壁工工工工      １．１．１．１．プレキャプレキャプレキャプレキャストストストスト擁壁擁壁擁壁擁壁の施工の施工の施工の施工        受注者は、プレキャスト擁壁の施工については、基礎との密着をはかり、接合面が食い    違わないように施工しなければならない。   ２．２．２．２．プレキャプレキャプレキャプレキャストストストスト擁壁擁壁擁壁擁壁のののの目目目目地施工地施工地施工地施工        受注者は、プレキャスト擁壁の目地施工については、設計図書設計図書設計図書設計図書によるものとし、付着水 密性を保つよう施工しなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    ２－２－２－２－11115555－３－３－３－３    補強補強補強補強土土土土壁壁壁壁工工工工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        補強土壁工とは、面状あるいは帯状等の補強材を土中に敷設し、必要に応じて壁面部に のり面処理工を設置することにより盛土のり面の安定を図ることをいうものとする。   ２．２．２．２．盛盛盛盛土材料の確認土材料の確認土材料の確認土材料の確認        盛土材については設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければならない。 受注者は、盛土材の巻出しに先立 ち、予定している盛土材料の確認確認確認確認を行い、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員の承諾承諾承諾承諾を得なければ ならない。   ３．３．３．３．伐伐伐伐開開開開除除除除根根根根        受注者は、第１層の補強材の敷設に先立ち、現地盤の伐開除根及び不陸の整地を行うと ともに、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議のうえ、基盤面に排水処理工を行わなければな らない。   ４．４．４．４．補強補強補強補強材の材の材の材の敷敷敷敷設設設設        受注者は、設計図書設計図書設計図書設計図書に示された規格及び敷設長を有する補強材を、所定の位置に敷設し    なければならない。補強材は水平に、かつたるみや極端な凹凸が無いように敷設し、ピン     や土盛りなどにより適宜固定するものとする。 ５．面状５．面状５．面状５．面状補強補強補強補強材の継材の継材の継材の継ぎぎぎぎ目目目目        受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮する盛土横断方向については、設計図書設計図書設計図書設計図書で特    に定めのある場合を除き、面状補強材に継ぎ目を設けてはならない。   ６．面状６．面状６．面状６．面状補強補強補強補強材の材の材の材の重ね合せ重ね合せ重ね合せ重ね合せ幅幅幅幅        受注者は、面状補強材の引張り強さを考慮しない盛土縦断方向については、設計図書設計図書設計図書設計図書で    特に定めのある場合を除き、面状補強材に５cm程度の重ね合せ幅を確保しなければならな い。   ７．７．７．７．補強補強補強補強材の材の材の材の曲曲曲曲線、線、線、線、隅角隅角隅角隅角部の処置部の処置部の処置部の処置        受注者は、現場の状況や曲線、隅角などの折れ部により設計図書設計図書設計図書設計図書に示された方法で補強    材を敷設することが困難な場合は、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   ８．８．８．８．補強補強補強補強材材材材隙隙隙隙間の防止間の防止間の防止間の防止        受注者は、補強材を敷設する時は場合、やむを得ず隣り合う面状補強材との間に隙間が    生じる場合においても、盛土の高さ方向に隙間が連続しないように敷設しなければならな    い。   ９．９．９．９．盛盛盛盛土材の土材の土材の土材の敷敷敷敷きききき均均均均し及び締固めし及び締固めし及び締固めし及び締固め        受注者は、盛土材の敷均し及び締固めについては、第１編２－４－３路体盛土工の規定    により一層ごとに適切に施工しなければならない。巻出し及び締固めは、壁面工側から順    次奥へ行なうとともに、重機械の急停止や急旋回等を避け、補強材にずれや損傷を与えな    いように注意しなければならない。   10101010．．．．壁壁壁壁面工の面工の面工の面工の先先先先行行行行組組組組立立立立制制制制限限限限        受注者は、盛土に先行して組立てられる壁面工の段数は、２段までとしなければならな    い。   11111111．．．．壁壁壁壁面工付面工付面工付面工付近や近や近や近や隅角隅角隅角隅角部の部の部の部の人人人人力力力力締固め締固め締固め締固め        受注者は、設計図書設計図書設計図書設計図書に明示した場合を除き、壁面工付近や隅角部の締固めにおいては、    各補強土工法のマニュアルに基づき、振動コンパクタや小型振動ロ－ラなどを用いて人力 



 257 

第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      によって入念に行わなければならない。   12121212．．．．局局局局部部部部的的的的なななな折折折折れ曲がれ曲がれ曲がれ曲がりの防止りの防止りの防止りの防止        受注者は、補強材を壁面工と連結する場合や、面状補強材の盛土のり面や接合部での巻    込みに際しては、局部的な折れ曲がりやゆるみを生じないようにしなければならない。   13131313．．．．壁壁壁壁面面面面調整調整調整調整        受注者は、壁面工の設置に先立ち、壁面の直線性や変形について確認確認確認確認しながら、タ－ン    バックルを用いた壁面調整しなければならない。許容値を超える壁面変位が観測された場    合は、ただちに作業を中止し、設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。た    だし、緊急を要する場合には、応急措置を施すとともに直ちに監督職員に連連連連絡絡絡絡しなければ    ならない。   14141414．．．．壁壁壁壁面材の保護・保管面材の保護・保管面材の保護・保管面材の保護・保管     受注者は、壁面材の搬入、仮置きや吊上げに際しては、損傷あるいは劣化をきたさない    ようにしなければならない。 11115555．．．．劣劣劣劣化防止化防止化防止化防止        補強材は、搬入から敷設後の締固め完了までの施工期間中、劣化や破断によって強度が    低下することがないように管理しなければならない。面状補強材の保管にあたっては直射    日光を避け、紫外線による劣化を防がなければならない。  ２－２－２－２－11115555－４－４－４－４    井井井井桁桁桁桁ブブブブロロロロック工ック工ック工ック工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、枠の組立てにあたっては、各部材に無理な力がかからないように法尻から順    序よく施工しなければならない。   ２．中２．中２．中２．中詰詰詰詰めめめめ石石石石        受注者は、中詰め石は部材に衝撃を与えないように枠内に入れ、中詰めには土砂を混入    してはならない。   ３．３．３．３．吸吸吸吸出し防止材出し防止材出し防止材出し防止材        受注者は、背後地山と接する箇所には吸出し防止材を施工しなければならない。  
第第第第16161616節節節節    浚渫工（共通）浚渫工（共通）浚渫工（共通）浚渫工（共通）     ２－２－２－２－11116666－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項       本節は、浚渫工として配土工、浚渫船運転工その他これらに類する工種について定める。  ２－２－２－２－11116666－２－２－２－２    配配配配土工土工土工土工      １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、配土工にあたり浚渫土砂が、排土箇所の場外に流出するのを防止するために    必要な処置をしなければならない。   ２．２．２．２．不不不不陸陸陸陸防止防止防止防止        受注者は、排土箇所の表面に不陸の生じないようにしなければならない。  ２－２－２－２－11116666－３－３－３－３    浚渫船浚渫船浚渫船浚渫船運運運運転転転転工工工工      １．１．１．１．障障障障害物害物害物害物発発発発見見見見時の処置時の処置時の処置時の処置              受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の施工において は、浚渫箇所に浚渫作業の障害となるものを発見した場合には、直ちに設計図書設計図書設計図書設計図書に関して 監督職員と協議協議協議協議しなければならない。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工     ２．土質２．土質２．土質２．土質変変変変化時の処置化時の処置化時の処置化時の処置        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の施工において は、浚渫箇所の土質に変化が認められた場合には、速やかに設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督職員と 協議協議協議協議しなければならない。   ３．計画３．計画３．計画３．計画深深深深度度度度の施工の施工の施工の施工        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の施工において は、施工中は絶えず水位または潮位の変化に注意し、計画深度を誤らないようにしなけれ ばならない。 ４．４．４．４．浚渫浚渫浚渫浚渫の作業の作業の作業の作業位位位位置の置の置の置の随随随随時確認時確認時確認時確認        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の施工において は、浚渫の作業位置を随時確認確認確認確認できるようにし、監督職員が作業位置の確認確認確認確認を求めた場合 は、設計図書設計図書設計図書設計図書にその位置を示さなければならない。   ５．５．５．５．堤堤堤堤防、護防、護防、護防、護岸岸岸岸等の等の等の等の損傷損傷損傷損傷防止防止防止防止        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の施工に使用す る浚渫船の固定、排送管の布設においては、堤防、護岸等に損傷を与えないようにしなけ ればならない。   ６．６．６．６．余余余余掘りの掘りの掘りの掘りの抑抑抑抑制制制制        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の浚渫箇所の仕 上げ面付近の施工については、過掘りを少なくするようにしなければならない。また、構 造物周辺において過掘りした場合は、構造物に影響のないように埋戻さなければならない。   ７．７．７．７．船舶船舶船舶船舶へへへへの支の支の支の支障障障障防止防止防止防止        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船）の施工において、排送管を水上に設置する場合は、 航行する船舶に支障のないようにしなければならない。   ８．８．８．８．堤堤堤堤防の防の防の防の浸浸浸浸潤潤潤潤及び及び及び及び堤堤堤堤体体体体漏漏漏漏水の防止水の防止水の防止水の防止        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の排泥において、 排泥とともに排出される水によって堤防が浸潤や堤体漏水を生じないように施工しなけれ ばならない。   ９．９．９．９．浚渫浚渫浚渫浚渫数量の確認数量の確認数量の確認数量の確認        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の浚渫数量の確確確確    認認認認については、浚渫後の施工断面による跡坪測量の結果によらなければならない。ただし、    施工後の浚渫断面による浚渫数量の確認確認確認確認ができない場合には、排土箇所の実測結果により 確認確認確認確認しなければならない。 この場合、浚渫土砂の沈下が確認確認確認確認された場合には、この沈下量を含むものとする。   10101010．出来．出来．出来．出来高高高高数量数量数量数量        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の施工において、 設計図書設計図書設計図書設計図書に示す浚渫計画断面のほかに過掘りがあっても、その部分は出来高数量としては ならない。   11111111．．．．浚渫済浚渫済浚渫済浚渫済み箇所のみ箇所のみ箇所のみ箇所の堆堆堆堆砂砂砂砂の処置の処置の処置の処置        受注者は、浚渫工（ポンプ浚渫船、グラブ浚渫及びバックホウ浚渫船）の施工において、 浚渫済みの箇所に堆砂があった場合は、監督職員の出来高確認済の部分を除き、再施工し なければならない。 
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第第第第17171717節節節節    植栽維持工植栽維持工植栽維持工植栽維持工     ２－２－２－２－11117777－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項       本節は、植栽維持工として、樹木・芝生管理工その他これらに類する工種について定め る。  ２－２－２－２－11117777－２－２－２－２    材料材料材料材料         １．一般事項１．一般事項１．一般事項１．一般事項        受注者は、樹木・芝生管理工の施工に使用する肥料、薬剤については、施工前に監督職 員に品質を証明する資料等の、確認確認確認確認を受けなければならない。     なお、薬剤については農薬取締法（平成19年３月改正法律第８号）に基づくものでなけ ればならない。   ２．２．２．２．客客客客土及び間土及び間土及び間土及び間詰詰詰詰土土土土        客土及び間詰土は育成に適した土壌とし、有害な粘土、瓦礫、ごみ、雑草、ささ根等の    混入及び病虫害等に侵されていないものでなければならない。 ３．３．３．３．補植補植補植補植用用用用樹木樹木樹木樹木類類類類        樹木・芝生管理工の補植で使用する樹木類は、植樹に耐えるようあらかじめ移植または、 根回しした細根の多いもので、樹形が整い、樹勢が盛んで病害虫のない栽培品でなければ ならない。   ４．４．４．４．樹木樹木樹木樹木類の類の類の類の受受受受入入入入検査検査検査検査        受注者は、樹木・ 芝生管理工の補植で使用する樹木類については、現場搬入時に監督職 員の確認確認確認確認を受けなければならない。また、必要に応じ現地（栽培地）において監督職員が 確認確認確認確認を行うが、この場合監督職員が確認確認確認確認してもその後の堀取り、荷造り、運搬等により現 地搬入時不良となったものは使用してはならない。      ５．５．５．５．樹木樹木樹木樹木類の形状類の形状類の形状類の形状寸寸寸寸法法法法        樹木類の形状寸法は、主として樹高、枝張り幅、幹周とする。     樹高は、樹木の樹冠の頂端から根鉢の上端までの垂直高とし、一部の突き出した枝は含 まないものとする。なお、ヤシ類などの特種樹において特記する幹高は、幹部の垂直高と する。     枝張り幅は、樹木の四方面に伸長した枝の幅とする。測定方向により幅に長短がある場 合は、最長と最短の平均値とするが、一部の突出した枝は含まないものとする。     幹周は、樹木の幹の根鉢の上端より1．2ｍ上りの位置の周長とする。この位置で枝が分 岐しているときは、その上部の測定値を幹周とし、また、幹が２本以上の樹木の場合にお いては、各々の幹周の総和の70％をもって幹周とする。     なお、株立樹木の幹が設計図書設計図書設計図書設計図書において指定された本数以上あった場合、個々の幹周の 太い順に順次指定された本数まで測定し、その総和の70％の値を幹周とする。   ６．支６．支６．支６．支給給給給材料材料材料材料        樹木類に支給材料がある場合は、樹木の種類は、設計図書設計図書設計図書設計図書によらなければならない。      ７．７．７．７．肥肥肥肥料、料、料、料、薬薬薬薬剤剤剤剤等の種類及び使用量等の種類及び使用量等の種類及び使用量等の種類及び使用量        樹木・芝生管理工で使用する肥料、薬剤、土壌改良材の種類及び使用量は、設計図書設計図書設計図書設計図書に よらなければならない。   ８．８．８．８．樹名樹名樹名樹名板の規板の規板の規板の規格格格格        樹木・芝生管理工で樹名板を使用する場合、樹名板の規格は、設計図書設計図書設計図書設計図書による。 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工    ２－２－２－２－11117777－３－３－３－３    樹木樹木樹木樹木・・・・芝芝芝芝生生生生管理工管理工管理工管理工      １．１．１．１．樹木樹木樹木樹木・・・・芝芝芝芝生生生生管理工の施工管理工の施工管理工の施工管理工の施工        受注者は、樹木・芝生管理工の施工については、時期、箇所について監督職員より指示指示指示指示    をうけるものとし、完了後は速やかに監督職員に連連連連絡絡絡絡しなければならない。また、芝生類 の施工については、第３編２－14－２植生工の規定による。   ２．２．２．２．剪剪剪剪定の施工定の施工定の施工定の施工        受注者は、剪定の施工については、各樹種の特性及び施工箇所に合った剪定形式により 行なわなければならない。 なお、剪定形式について監督職員より指示指示指示指示があった場合は、その指示指示指示指示によらなければな らない。   ３．３．３．３．架空架空架空架空線標識類に線標識類に線標識類に線標識類に接接接接するするするする枝枝枝枝のののの剪剪剪剪定形定形定形定形式式式式        受注者は、架空線、標識類に接する枝の剪定形式については、施工前に監督職員の指示指示指示指示    を受けなければならない。 ４．４．４．４．剪剪剪剪定、定、定、定、芝芝芝芝刈刈刈刈、、、、雑草雑草雑草雑草抜き取り等の施工抜き取り等の施工抜き取り等の施工抜き取り等の施工        受注者は、剪定、芝刈、雑草抜き取り、植付けの施工にあたり、路面への枝、草、掘削    土等の飛散防止に努めるものとし、発生した枝、草、掘削土等を交通に支障のないように、    速やかに処理しなければならない。   ５．施工５．施工５．施工５．施工        受注者は、樹木の掘取り、荷造り及び運搬、植付けにあたり、１日の植付け量を考慮し、    迅速に施工しなければならない。   ６．施工上の６．施工上の６．施工上の６．施工上の注注注注意意意意        受注者は、樹木、株物、その他植物材料であって、当日中に植栽できないものについて    は、仮植えまたは養生をし、速やかに植えなければならない。   ７．７．７．７．補植補植補植補植、、、、移移移移植植植植の施工の施工の施工の施工        受注者は、補植、移植の施工にあたり、樹木類の鉢に応じて、余裕のある植穴を掘り、    瓦礫、不良土等の生育に有害な雑物を取り除き、植穴底部は耕して植付けなければならな    い。   ８．８．８．８．樹木樹木樹木樹木のののの植植植植ええええ込み込み込み込み        樹木の植え込みは、根鉢の高さを根の付け根の最上端が土に隠れる程度に間土等を用い    て調整するものとし、深植えを行ってはならない。また、現場に応じて見栄えがよく植穴    の中心に植え付けなければならない。   ９．９．９．９．移移移移植植植植先先先先の土の土の土の土壌壌壌壌        受注者は、移植先の土壌に問題があった場合は監督職員に報告報告報告報告し、必要に応じて客土・    肥料・土壌改良剤を使用する場合は根の周りに均一に施工し、施肥は肥料が直接樹木の根    に触れないようにし均等に行わなければならない。   10101010．．．．湧湧湧湧水水水水発発発発生生生生時の処置時の処置時の処置時の処置        受注者は、補植、移植の植穴の掘削において湧水が認められた場合は、直ちに監督職員    に連連連連絡絡絡絡し協議協議協議協議しなければならない。   11111111．．．．補植補植補植補植、、、、移移移移植植植植の施工の施工の施工の施工        受注者は、補植、移植の施工については、地下埋設物に損傷を与えないよう特に注意し、    万一既存埋設物に損傷を与えた場合には、ただちに応急措置を行い、関係機関へ通報を行    うとともに、監督職員に連連連連絡絡絡絡し指示指示指示指示を受けなければならない。なお、修復に関しては、受 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工      注者の負担で行わなければならない。   12121212．．．．補植補植補植補植、、、、移移移移植植植植のののの植植植植ええええ付けの付けの付けの付けの際際際際の水の水の水の水極極極極め     受注者は、補植、移植の植え付けの際の水極めについては、樹木に有害な雑物を含まな    い水を使用し木の棒等でつくなど、根の回りに間隙の生じないよう土を流入させなければ    ならない。   13131313．．．．補植補植補植補植、、、、移移移移植植植植の埋戻し完の埋戻し完の埋戻し完の埋戻し完了了了了後後後後の処置の処置の処置の処置        受注者は、補植、移植の埋戻し完了後は、地均し等を行い、根元の周囲に水鉢を切って    仕上げなければならない。 なお、根元周辺に低木等を植栽する場合は、地均し後に植栽しなければならない。 14141414．．．．余余余余剰剰剰剰枝枝枝枝のののの剪剪剪剪定、定、定、定、整整整整形形形形        受注者は、補植、移植の施工完了後、余剰枝の剪定、整形その他必要な手入れを行わな ければならない。   11115555．．．．幹幹幹幹巻巻巻巻きききき        受注者は、幹巻きする場合は、こもまたはわらを使用する場合、わら繩またはシュロ縄 で巻き上げるものとし、緑化テ－プを使用する場合は緑化テ－プを重ねながら巻き上げた 後、幹に緊結しなければならない。   11116666．支柱の設置．支柱の設置．支柱の設置．支柱の設置        受注者は、支柱の設置については、ぐらつきのないよう設置しなければならない。    また、樹幹と支柱との取付け部については、杉皮等を巻きしゅろなわを用いて動かぬよう 結束しなければならない。   11117777．．．．移移移移植植植植の施工の施工の施工の施工        受注者は、移植の施工については、掘取りから植付けまでの期間の樹木の損傷、乾燥及 び鉢崩れを防止しなければならない。   11118888．施．施．施．施肥肥肥肥、、、、灌灌灌灌水水水水薬薬薬薬剤剤剤剤、、、、散布散布散布散布の施工の施工の施工の施工        受注者は、施肥、灌水及び薬剤散布の施工にあたり、施工前に施工箇所の状況を調査す るものとし、設計図書設計図書設計図書設計図書に示す使用材料の種類、使用量等が施工箇所に適さない場合は、設設設設    計図書計図書計図書計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。   11119999．施．施．施．施肥肥肥肥の施工の施工の施工の施工前前前前作業作業作業作業        受注者は、施肥の施工については、施工前に樹木の根元周辺に散乱する堆積土砂やゴミ 等の除去及び除草を行わなければならない。   20202020．施．施．施．施肥肥肥肥の施工上のの施工上のの施工上のの施工上の注注注注意意意意        受注者は、施肥の施工については、所定の種類の肥料を根鉢の周りに過不足なく施用す ることとし、肥料施用後は速やかに覆土しなければならない。     なお、施肥のための溝掘り、覆土については、樹幹、樹根に損傷を与えないようにしな ければならない。また、寄植え等で密集している場合は、施工方法について監督職員の指指指指    示示示示を受けなければならない。   21212121．．．．薬薬薬薬剤散剤散剤散剤散布布布布の通知の通知の通知の通知方方方方法法法法        受注者は、薬剤散布の施工については、周辺住民への周知の方法等について、施工前に 監督職員に連連連連絡絡絡絡のうえ、必要に応じて監督職員の指示指示指示指示を受けなければならない。   22222222．．．．薬薬薬薬剤散布剤散布剤散布剤散布のののの気気気気象象象象制制制制限限限限        受注者は、薬剤散布の施工については、降雨時やその直前、施工直後に降雨が予想され る場合、強風時を避けるものとし、薬剤は葉の裏や枝の陰等を含め、むらのないように散 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   布しなければならない。         23232323．．．．薬薬薬薬剤剤剤剤の取りの取りの取りの取り扱い扱い扱い扱い        受注者は、薬剤散布に使用する薬剤の取り扱いについては、関係法令等に基づき適正に 行わなければならない。   24242424．．．．植栽植栽植栽植栽樹木樹木樹木樹木のののの植替植替植替植替ええええ        （１）受注者は植栽樹木等が工事完成引渡し後、１年以内に枯死または形姿不良となっ た場合には、当初植栽した樹木等と同等、またはそれ以上の規格のものに受注者の 負担において植替えなければならない。 （２）植栽等の形姿不良とは、枯死が樹冠部の２／３以上となったもの、及び通直な主 幹をもつ樹木については、樹高の概ね１／３以上の主幹が枯れたものとする。この 場合枯枝の判定については、前記同様の状態となることが確実に想定されるものも 含むものとする。     （３）枯死、または形姿不良の判定は、発注者と受注者が立会立会立会立会の上行うものとし、植替 えの時期については、発注者と協議協議協議協議しなければならない。     （４）暴風、豪雨、豪雪、洪水、高潮、地震、地すべり、落盤、火災、騒乱、暴動等の 天災により流失、折損または倒木した場合にはこの限りではない。   22225555．．．．植栽帯植栽帯植栽帯植栽帯盛盛盛盛土の施工土の施工土の施工土の施工        受注者は、植栽帯盛土の施工にあたり、客土の施工は、客土を敷均した後ロ－ラ等を用    い、植栽に支障のない程度に締固め、所定の断面に仕上げなければならない。   22226666．．．．樹名樹名樹名樹名板板板板     受注者は、樹名板の設置については、支柱及び樹木等に視認しやすい場所に据え付けな    ければならない。   22227777．交通．交通．交通．交通障障障障害の防止害の防止害の防止害の防止        受注者は、一般通行者及び車両等の交通の障害にならないように施工しなければならな い。  
第第第第18181818節節節節    床版工床版工床版工床版工     ２－２－２－２－11118888－１－１－１－１    一般事項一般事項一般事項一般事項       本節は、床版工として床版工その他これらに類する工種について定める。  ２－２－２－２－11118888－２－２－２－２    床床床床版版版版工工工工      １．１．１．１．鉄筋鉄筋鉄筋鉄筋コンクリ－ト床コンクリ－ト床コンクリ－ト床コンクリ－ト床版版版版        鉄筋コンクリ－ト床版については、以下の規定によるものとする。     （１）床版は、直接活荷重を受ける部材であり、この重要性を十分理解して入念な計画 及び施工を行うものとする。 （２）受注者は、施工に先立ち、あらかじめ桁上面の高さ、幅、配置等を測量し、桁の 出来形を確認確認確認確認しなければならない。出来形に誤差のある場合、その処置について設設設設    計図書計図書計図書計図書に関して監督職員と協議協議協議協議しなければならない。 （３）受注者は、コンクリ－ト打込み中、鉄筋の位置のずれが生じないよう十分配慮し なければならない。     （４）受注者は、スペ－サ－については、コンクリ－ト製もしくはモルタル製を使用す るのを原則とし、本体コンクリ－トと同等の品質を有するものとしなければならな 
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第３編 土木工事共通編 第２章 一般施工   い。      なお、それ以外のスペ－サ－を使用する場合はあらかじめ設計図書設計図書設計図書設計図書に関して監督 職員と協議協議協議協議しなければならない。スペ－サ－は、１m2当たり４個を配置の目安とし、 組立及びコンクリ－トの打込中、その形状を保つものとする。     （５）受注者は、床版には、排水桝及び吊金具等が埋設されるので、設計図書設計図書設計図書設計図書を確認確認確認確認し てこれらを設置し、コンクリ－ト打込み中移動しないよう堅固に固定しなければな らない。     （６）受注者は、コンクリ－ト打込み作業にあたり、コンクリ－トポンプを使用する場 合は以下によらなければならない。 ① ポンプ施工を理由にコンクリ－トの品質を低下させてはならない。       ② 吐出口におけるコンクリ－トの品質が安定するまで打設を行ってはならない。       ③ 配管打設する場合は、鉄筋に直接パイプ等の荷重がかからないように足場等の対 策を行うものとする。    （７）受注者は、コンクリ－ト打込み作業にあたり、橋軸方向に平行な打継目は作って はならない。 （８）受注者は、コンクリ－ト打込み作業にあたり、橋軸直角方向は、一直線状になる よう打込まなければならない。     （９）受注者は、コンクリ－ト打込みにあたっては、型枠支保工の設置状態を常に監視 するとともに、所定の床版厚さ及び鉄筋配置の確保に努めなければならない。また、 コンクリ－ト打ち込み後の養生については、第１編３－６－９養生に基づき施工し なければならない。     （10）受注者は、鋼製伸縮継手フェ－スプレ－ト下部に空隙が生じないように箱抜きを 行い、無収縮モルタルにより充填しなければならない。     （11）受注者は、工事完成時における足場及び支保工の解体にあたっては、鋼桁部材に 損傷を与えないための措置を講ずるとともに、鋼桁部材や下部工にコンクリ－ト片、 木片等の残材を残さないよう後片付け（第１編１－１－28後片付け）を行なわなけ ればならない。     （12）受注者は、床版コンクリ－ト打設前及び完了後、キャンバ－を測定し、その記録 を整備及び保管し、監督職員または検査職員の請求があった場合は速やかに提示し なければならない。   ２．鋼床２．鋼床２．鋼床２．鋼床版版版版        鋼床版については、以下の規定によるものとする。     （１）床版は、溶接によるひずみが少ない構造とするものとする。縦リブと横リブの連 結部は、縦リブからのせん断力を確実に横リブに伝えることのできる構造とするも のとする。        なお、特別な場合を除き、縦リブは横リブの腹板を通して連続させるものとする。   


